
漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第1号 翌年
4月30日
まで

公示番号

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
桑名郡木曽岬町地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　名古屋港高潮防潮堤鍋田堤第１屈折角
　　　ア　１から138度00分　120メートルの点
　　　イ　１から144度00分1,125メートルの点
　　　ウ　１から190度00分1,810メートルの点
　　　エ　１から232度00分  880メートルの点

１　夜間標識（標
　　灯及びレーダ
　　ー反射板）を
　　設置しなけれ
　　ばならない。

木曽岬
伊曽島
赤須賀
城南

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

存続期間
免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第2号 翌年
4月30日
まで

漁場の位置
桑名郡木曽岬町地先

漁場区域
次のウ、エ、オ、カ、ウの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　木曽川右岸導流堤突端
　基点２　名古屋港高潮防潮堤鍋田堤第１屈折角
　　　ア　１から導流堤上北西方向へ 50メートルの点
　　　イ　１から導流堤上北西方向へ150メートルの点
　　　ウ　アから 61度40分の方位線と２から261度40分
　　　　　の方位線との交点
　　　エ　アから122度45分の方位線と２から196度30分
　　　　　の方位線との交点
　　　オ　アから147度00分の方位線と２から208度15分
　　　　　の方位線との交点
　　　カ　アから 12度30分の方位線とイから 36度20分
　　　　　の方位線との交点

１　夜間標識（標
　　灯及びレーダ
　　ー反射板）を
　　設置しなけれ
　　ばならない。

木曽岬
伊曽島
赤須賀
城南

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

のり・わ
かめ
養殖業



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第3号 翌年
4月30日
まで

漁場の位置
桑名市長島町地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　木曽川右岸導流堤突端
　　　ア　１から324度30分　560メートルの点
　　　イ　１から155度00分　310メートルの点
　　　ウ　１から232度00分1,360メートルの点
　　　エ　１から268度00分1,480メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

木曽岬
伊曽島
赤須賀
城南

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり・わ
かめ
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第4号

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
桑名市長島町地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　木曽川右岸導流堤突端
　基点２　揖斐川口灯台
　　　ア　１から266度30分1,580メートルの点
　　　イ　１から233度00分1,450メートルの点
　　　ウ　２から134度00分　800メートルの点
　　　エ　２から 22度00分　440メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

木曽岬
伊曽島
赤須賀
城南

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

翌年
4月30日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第5号 翌年
4月30日
まで

漁場の位置
桑名市長島町地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、アの各点を順次結んだ直線に
よって囲まれた区域
　基点１　木曽川右岸導流堤突端
　　　ア　１から158度30分　410メートルの点
　　　イ　１から154度30分1,880メートルの点
　　　ウ　１から173度00分2,080メートルの点
　　　エ　１から176度45分2,080メートルの点
　　　オ　１から221度30分1,040メートルの点

１　夜間標識（標
　　灯及びレーダ
　　ー反射板）を
　　設置しなけれ
　　ばならない。

木曽岬
伊曽島
赤須賀
城南

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

11月1日
から

平成30年
9月1日

第6号 翌年
4月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
桑名市長島町地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　木曽川右岸導流堤突端
　基点２　揖斐川右岸導流堤突端灯台
　　　ア　１から223度00分1,130メートルの点
　　　イ　１から180度00分2,080メートルの点
　　　ウ　２から142度00分1,330メートルの点
　　　エ　２から135度00分　900メートルの点

１　夜間標識（標
　　灯及びレーダ
　　ー反射板）を
　　設置しなけれ
　　ばならない。

木曽岬
伊曽島
赤須賀
城南

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり・わ
かめ
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第7号 翌年
4月30日
まで

漁場の位置
桑名市福岡町地先

漁場区域
次の基点３、ウ、エ、オ、カ、基点２の各点を順次結ん
だ直線と揖斐川右岸導流堤とによって囲まれた区域
　基点１　揖斐川右岸導流堤基部（建設省の埋込み工事
　　　　　表示板あり）
　基点２　揖斐川右岸導流堤突端灯台
　基点３　揖斐川右岸沖側導流堤北端
　　　ア　１から堤防上西方向へ300メートルの点
　　　イ　２から導流堤上北方向へ885メートルの点
　　　ウ　アから202度40分の方位線とイから295度40分
　　　　　の方位線との交点
　　　エ　イから216度40分の方位線と２から262度40分
　　　　　の方位線との交点
　　　オ　２から231度40分450メートルの点
　　　カ　２から161度15分410メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

木曽岬
伊曽島
赤須賀
城南

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

わかめ
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第8号 翌年
4月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
鈴鹿市北長太町、同市南長太町地先

漁場区域
次の基点１、イ、ウ、アの各点を順次結んだ直線と基点
１・ア間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　鈴鹿市、四日市市境界堤防上の基標
　基点２　鈴鹿漁港北防波堤突端
　　　ア　２から防波堤上北方向へ90メートルの点
　　　イ　１から118度10分630メートルの点
　　　ウ　アから 93度55分600メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

長太
下箕田
若松
白子

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第9号 翌年
4月30日
まで

漁場の位置
鈴鹿市下箕田町地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウの各点を順次結んだ直線と基点
１・ウ間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　鈴鹿漁港南防波堤基部中央基標
　　　ア　１から109度30分210メートルの点
　　　イ　ウから109度30分190メートルの点
　　　ウ　１から200度00分600メートルの点

長太
下箕田
若松
白子

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

11月1日
から

平成30年
9月1日

第10号 翌年
4月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
鈴鹿市下箕田町地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　鈴鹿漁港南防波堤基部中央基標
　基点２　下箕田町二本木川河口北砂防堤基部
　　　ア　１から109度30分　415メートルの点
　　　イ　１から109度30分2,320メートルの点
　　　ウ　２から106度08分2,350メートルの点
　　　エ　２から112度00分　465メートルの点

１　夜間標識（標
　　灯及びレーダ
　　ー反射板）を
　　設置しなけれ
　　ばならない。

長太
下箕田
若松
白子

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第11号 翌年
4月30日
まで

漁場の位置
鈴鹿市北若松町大山地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、基点２の各点を順次結んだ直線と基点
２・ア間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　下箕田町、北若松町境界基標
　基点２　若松漁港北防波堤基部
　　　ア　１から150度40分 50メートルの点
　　　イ　１から125度00分300メートルの点
　　　ウ　２から 99度23分300メートルの点

長太
下箕田
若松
白子

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

11月1日
から

平成30年
9月1日

第12号 翌年
4月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
鈴鹿市北若松町大山地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　下箕田町、北若松町境界基標
　基点２　若松漁港北防波堤基部
　　　ア　１から127度00分　505メートルの点
　　　イ　１から115度30分2,350メートルの点
　　　ウ　２から117度30分2,330メートルの点
　　　エ　２から105度30分　500メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

長太
下箕田
若松
白子

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第13号 翌年
4月30日
まで

漁場の位置
鈴鹿市北若松町地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウの各点を順次結んだ直線と基点
１・ウ間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　若松漁港南防波堤突端
　基点２　若松漁港南防波堤基部
　　　ア　２から112度50分250メートルの点
　　　イ　ウから120度00分270メートルの点
　　　ウ　２から213度30分475メートルの点

長太
下箕田
若松
白子

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

11月1日
から

平成30年
9月1日

第14号 翌年
4月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
鈴鹿市北若松町地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、アの各点を順次結んだ直線に
よって囲まれた区域
　基点１　若松漁港南防波堤基部
　基点２　千代崎港北防波堤基部
　　　ア　１から112度50分　450メートルの点
　　　イ　１から126度50分2,300メートルの点
　　　ウ　２から120度00分2,280メートルの点
　　　エ　２から124度45分　885メートルの点
　　　オ　２から106度00分　525メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

長太
下箕田
若松
白子

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第15号 翌年
4月30日
まで

漁場の位置
鈴鹿市江島町、同市南若松町地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、基点２の各点を順次結んだ直線と
基点１・２間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区
域
　基点１　千代崎港南堤防基部
　基点２　白子漁港北堤防基部
　　　ア　１から120度00分300メートルの点
　　　イ　２から109度30分290メートルの点

長太
下箕田
若松
白子

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

11月1日
から

平成30年
9月1日

第16号 翌年
4月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
鈴鹿市江島町、同市南若松町地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　千代崎港南堤防基部
　基点２　白子漁港北堤防基部
　　　ア　１から120度00分　500メートルの点
　　　イ　１から123度50分2,300メートルの点
　　　ウ　２から111度20分2,370メートルの点
　　　エ　２から104度50分　580メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

長太
下箕田
若松
白子

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第17号 翌年
4月30日
まで

漁場の位置
鈴鹿市白子町、同市磯山町地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、基点２の各点を順次結んだ直線と基点
２・ア間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　白子町紅屋橋南東角
　基点２　磯山町浜新田、中の川左岸突堤基部
　　　ア　１から堤防上南西方向へ75メートルの点
　　　イ　１から156度00分350メートルの点
　　　ウ　２から136度20分300メートルの点

長太
下箕田
若松
白子
磯山

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

11月1日
から

平成30年
9月1日

第18号 翌年
4月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
鈴鹿市白子町、同市磯山町地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、アの各点を順次結んだ直線に
よって囲まれた区域
　基点１　白子港海岸突堤上基標
　基点２　磯山町浜新田、中の川左岸突堤基部
　　　ア　１から132度20分　620メートルの点
　　　イ　１から131度45分2,320メートルの点
　　　ウ　２から129度26分2,300メートルの点
　　　エ　２から131度18分  630メートルの点
　　　オ　１から156度00分　620メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

長太
下箕田
若松
白子
磯山

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

11月1日
から

平成30年
9月1日

第19号 翌年
4月30日
まで

漁場の位置
津市河芸町東千里地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、アの各点を順次結んだ直線に
よって囲まれた区域
　基点１　河芸町東千里東浜中の川右岸突堤基部
　基点２　河芸町東千里河芸海岸（田中川左岸）高潮
　　　　　対策工事標識
　　　ア　１から137度30分1,080メートルの点
　　　イ　１から135度00分1,950メートルの点
　　　ウ　２から135度30分1,940メートルの点
　　　エ　２から151度45分  690メートルの点
　　　オ　１から150度00分  730メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

河芸町
白塚
津

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第20号 翌年
4月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
津市河芸町東千里、同町中別保地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エの各点を順次結んだ直線とア・エ間
の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　河芸町旧豊津、旧千里旧漁業境界石標（堤防
　　　　　階段上北端）
　基点２　河芸漁港北防波堤基部
　　　ア　１から 22度20分159メートルの点
　　　イ　１から 87度00分295メートルの点
　　　ウ　２から 53度00分450メートルの点
　　　エ　２から 27度00分440メートルの点（山久納屋
　　　　　煙突基部）

河芸町
白塚
津

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

11月1日
から

平成30年
9月1日

第21号 翌年
4月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

河芸町
白塚
津

１　夜間標識（標
　　灯及びレーダ
　　ー反射板）を
　　設置しなけれ
　　ばならない。

漁場の位置
津市河芸町東千里、同町中別保地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　河芸町旧豊津、旧千里旧漁業境界石標（堤防
　　　　　階段上北端）
　基点２　河芸漁港北防波堤基部
　　　ア　１から103度00分  695メートルの点
　　　イ　１から116度30分1,785メートルの点
　　　ウ　２から119度30分1,800メートルの点
　　　エ　２から119度30分  515メートルの点



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

11月1日
から

平成30年
9月1日

第22号 翌年
4月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
津市高洲町地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　島崎町志登茂川右岸堤防上標灯前
　基点２　津港贄崎灯台
　　　ア　１から 78度00分2,050メートルの点
　　　イ　２から 60度40分2,610メートルの点
　　　ウ　２から 45度00分1,175メートルの点
　　　エ　１から 84度00分  530メートルの点

１　夜間標識（標
　　灯及びレーダ
　　ー反射板）を
　　設置しなけれ
　　ばならない。

河芸町
白塚
津

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第23号 翌年
4月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
津市高洲町地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　高洲町安濃川右岸突堤基部
　基点２　末広町中河原海岸堤防南側階段上北端
　　　ア　１から154度31分 80メートルの点
　　　イ　１から122度45分200メートルの点
　　　ウ　２から 97度00分180メートルの点
　　　エ　２から 77度55分 30メートルの点

河芸町
白塚
津

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第24号 翌年
4月30日
まで

漁場の位置
津市海岸町地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　海岸町贄崎海水浴場入口
　　　ア　オから103度53分 30メ－トルの点
　　　イ　オから103度53分130メ－トルの点
　　　ウ　オから161度00分270メ－トルの点
　　　エ　オから182度00分230メ－トルの点
　　　オ　１から南へ40メ－トルの堤防上の基標

河芸町
白塚
津

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第25号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
津市藤方字米津地先及び津市雲出鋼管町地先

漁場の区域
次のア、イ、ウ、エ、基点３の各点を順次結んだ直線及
び基点６・７間を結ぶ直線、基点１・ア間、基点３・４
間、基点４・５間、基点５・６間、基点７・１間の最大
高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　津市藤方米津導流堤北角
　基点２　市道7号線(競艇場への取付道路)と海岸堤防
との交差点(海岸堤防海岸北側)
　基点３　津市雲出鋼管町埋立地護岸北西側屈曲角
　基点４　津市高茶屋小森月見川水門東詰下流端
　基点５　津市高茶屋小森月見川水門西詰下流端
　基点６　津市高茶屋小森相川橋南詰下流端
　基点７　津市高茶屋小森相川橋北詰下流端
　　　ア  2から 35度00分　 97メートルの点
　　　イ  2から 35度00分　153メートルの点
　　　ウ　1から332度00分　640メートルの点
　　　エ　3から326度00分　820メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

香良洲
伊倉津
米津

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
6月1日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第26号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
津市香良洲町地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エの各点を順次結んだ直線とア・エ間
の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　香良洲漁港南防波堤基部
　基点２　香良洲町高砂海岸堤防上の国土交通省管理境
界杭
　　　ア　１から堤防上南方向へ30メートルの点
　　　イ　アから89度220メートルの点
　　　ウ　エから80度300メートルの点
　　　エ　２から堤防上北方向に200メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

香良洲
伊倉津
米津

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第27号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
松阪市五主町地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　五主町五主海岸堤防東北端の基標
　　　ア　１から132度40分356メートルの点
　　　イ　１から119度50分544メートルの点
　　　ウ　１から 84度50分471メートルの点
　　　エ　１から 74度20分268メートルの点

香良洲
三雲

松ヶ崎
猟師

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第28号 翌年
6月30日
まで

漁場の位置
松阪市五主町、同市曽原町、同市松崎浦町、同市猟師町地先
漁場区域
次のタ、ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、クの各点を順次結ん
だ直線、ケ、コ、サ、シの各点を順次結んだ直線、スとセを
結んだ直線並びにナ・ト間、テ・ツ間、チ・ソ間の最大高潮
時海岸線から20メートルを隔てた連結線とによって囲まれた
区域
　基点１　五主町雲出新川右岸堤防東北端
　基点２　五主町碧川左岸堤防東南端
　基点３　五主町、曽原町碧川樋門中央
　基点４　曽原町曽原新田堤防東南端
　基点５　喜多村新田町堤防東南端
　基点６　松崎浦町船入樋門中央
　　　ア　１から190度00分140メートルの点
　　　イ　１から132度45分365メートルの点
　　　ウ　１から116度20分700メートルの点
　　　エ　２から108度35分700メートルの点
　　　オ　２から129度20分970メートルの点
　　　カ　４から105度50分800メートルの点
　　　キ　４から131度50分700メートルの点
　　　ク　ナから４見通し線上 20メートルの点
　　　ケ　トから５見通し線上 20メートルの点
　　　コ　５からト見通し線上280メートルの点
　　　サ　６からテ見通し線上110メートルの点
　　　シ　テから６見通し線上 20メートルの点
　　　ス　ツからチ見通し線上 20メートルの点
　　　セ　チからツ見通し線上 20メートルの点
　　　ソ　２から129度20分 20メートルの点
　　　タ　２から129度20分 60メートルの点
　　　チ　３から 96度30分の方位線と碧川左岸堤防との
　　　　　交点
　　　ツ　３から132度30分の方位線と碧川右岸堤防との
　　　　　交点
　　　テ　６から  0度00分の方位線と喜多村新田堤防との
　　　　　交点
　　　ト　５から163度30分の方位線と松ヶ島堤防との交点
　　　ナ　４から180度00分の方位線と猟師堤防との交点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

三雲
松ヶ崎
猟師

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第29号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
松阪市猟師町地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、アの各点を順次
結んだ直線によって囲まれた区域
　基点１　大口町築地阪内川右岸堤防上東北端№１の基
標
　基点２　大口町築地阪内川右岸堤防上№２の基標
　基点３　猟師町大正新田堤防上№３の基標
　　　ア　１から 19度38分206メートルの点
　　　イ　１から350度50分368メートルの点
　　　ウ　３から 35度50分465メートルの点
　　　エ　３から 24度30分344メートルの点
　　　オ　３から334度40分110メートルの点
　　　カ　３から106度30分190メートルの点
　　　キ　２から223度50分140メートルの点
　　　ク　２から308度03分 30メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

三雲
松ヶ崎
猟師

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第30号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
松阪市大口町築地松阪港外

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、エ、基点２の各点を順次結ん
だ直線と基点１・２間の最大高潮時海岸線から10メート
ルを隔てた連結線とによって囲まれた区域
　基点１　松阪港西側第３防波堤陸側端
　基点２　松阪港西側第３防波堤突端
　　　ア　１から327度50分200メートルの点
　　　イ　２から 15度30分210メートルの点
　　　ウ　２から 32度30分200メートルの点
　　　エ　２から 35度00分110メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

三雲
松ヶ崎
猟師

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第31号 翌年
4月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
松阪市大口町築地松阪港外

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、基点３の各
点を順次結んだ直線と基点１・３間の最大高潮時海岸線
から10メートルを隔てた連結線とによって囲まれた区域
　基点１　松阪港東防波堤灯柱
　基点２　大口町築地1819-112地先の基標
　基点３　大口町築地1819-4地先の基標
　　　ア　１から 83度50分 40メートルの点
　　　イ　１から 39度50分170メートルの点
　　　ウ　１から 69度50分555メートルの点
　　　エ　２から 52度20分223メートルの点
　　　オ　２から 86度50分120メートルの点
　　　カ　２から 78度20分 94メートルの点
　　　キ　３から112度10分100メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

大口
西黒部
松名瀬
東黒部

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第32号 翌年
4月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
松阪市高須町地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ、
コ、サ、シ、ス、セ、基点１の各点を順次結んだ直線に
よって囲まれた区域
　基点１　高須町金剛川右岸堤防北端の基標
　基点２　高須町松尾達男宅前基標
　　　ア　１から295度15分　 40メートルの点
　　　イ　１から206度40分　280メートルの点
　　　ウ　ソから290度00分　 50メートルの点
　　　エ　ソから290度00分　170メートルの点
　　　オ　１から346度40分　250メートルの点
　　　カ　１から340度40分　315メートルの点
　　　キ　１から　1度00分　690メートルの点
　　　ク　１から 11度30分1,310メートルの点
　　　ケ　２から 15度00分1,570メートルの点
　　　コ　２から 16度40分1,030メートルの点
　　　サ　２から 15度00分　350メートルの点
　　　シ　１から 80度00分　390メートルの点
　　　ス　１から 33度30分　657メートルの点
　　　セ　１から 17度30分　566メートルの点
　　　ソ　１から堤防上南方向へ350メートルの点

１　夜間標識（標
　　灯及びレーダ
　　ー反射板）を
　　設置しなけれ
　　ばならない。

大口
西黒部
松名瀬
東黒部

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第33号 翌年
4月30日
まで

漁場の位置
松阪市松名瀬町松世崎地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、基点５、キ、ク、ケ、
コ、サ、シ、ス、アの各点を順次結んだ直線によって囲
まれた区域
　基点１　高須町松尾達男宅前基標
　基点２　松名瀬町松世崎突堤突端
　基点３　松名瀬町櫛田川右岸突堤切割り先端
　基点４　松名瀬町海岸樋門中央点
　基点５　松名瀬町、東黒部町境界堤防通路
　　　ア　１から 15度00分　350メートルの点
　　　イ　１から 16度40分1,030メートルの点
　　　ウ　１から 15度10分1,610メートルの点
　　　エ　２から　9度10分　840メートルの点
　　　オ　３から 47度20分　595メートルの点
　　　カ　５から 26度50分　355メートルの点
　　　キ　４から 36度35分　225メートルの点
　　　ク　４から 22度30分　255メートルの点
　　　ケ　４から301度30分　 85メートルの点
　　　コ　３から160度30分　 88メートルの点
　　　サ　２から 43度50分　120メートルの点
　　　シ　２から343度50分　150メートルの点
　　　ス　２から202度00分　310メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

大口
西黒部
松名瀬
東黒部

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第34号 翌年
4月30日
まで

漁場の位置
松阪市東黒部町吹井浦地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、基点２の各点を順次結んだ直線と
基点１・２間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区
域
　基点１　松名瀬町、東黒部町境界堤防上の基標
　基点２　東黒部町吹井浦堤防上東端
　　　ア　１から26度50分355メートルの点
　　　イ　２から15度50分350メートルの点

大口
西黒部
松名瀬
東黒部

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第35号 翌年
4月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

大口
西黒部
松名瀬
東黒部

漁場の位置
松阪市東黒部町地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、アの各点を順次結んだ直
線によって囲まれた区域
　基点１　松阪市東黒部町、多気郡明和町境界堤防上の
　　　　　基標
　基点２　東黒部町中野川河口東突堤突端
　　　ア　１から　4度50分 35メートルの点
　　　イ　１から　4度50分400メートルの点
　　　ウ　２から 15度50分240メートルの点
　　　エ　２から 15度50分 15メートルの点
　　　オ　２から 68度20分 32メートルの点
　　　カ　２から164度20分 40メートルの点



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

11月1日
から

平成30年
9月1日

第36号 翌年
4月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

漁場の位置
東黒部町地先

漁場の区域
　次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線に
よって囲まれた区域
　基点1　松阪市東黒部町、多気郡明和町境界堤防上の
         基標
　　　ア　1から329度00分1,260メートルの点
　　　イ　1から 19度00分1,030メートルの点
　　　ウ　1から 30度30分  560メートルの点
　　　エ　1から309度00分  910メートルの点

大口
西黒部
松名瀬
東黒部

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

11月1日
から

平成30年
9月1日

第37号 翌年
4月30日
まで

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

大口
西黒部
松名瀬
東黒部

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
多気郡明和町川尻、同町北藤原地先

漁場の区域
　次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線に
よって囲まれた区域
　基点１　松阪市東黒部町、多気郡明和町境界堤防上の
　　　　基標
　基標２　明和町北藤原堤防東角
　　　ア　１から 25度00分1,740メートルの点
　　　イ　２から352度00分1,760メートルの点
　　　ウ　２から346度00分1,290メートルの点
　　　エ　１から 32度00分1,280メートルの点



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

10月20日
から

平成30年
9月1日

第38号 翌年
4月15日
まで

漁場の位置
多気郡明和町川尻、同町北藤原地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　松阪市東黒部町、多気郡明和町境界堤防上の
基標
　基点２　明和町北藤原堤防東角
　　　ア　１から 34度00分1,180メートルの点
　　　イ　２から358度00分1,112メートルの点
　　　ウ　２から355度00分  335メートルの点
　　　エ　１から 71度30分  580メートルの点

下御糸 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第39号 翌年
4月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

漁場の位置
多気郡明和町北藤原、同町浜田、同町八木戸地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　明和町浜田浜ノ尻樋門堤防上中央
　基点２　明和町八木戸樋門堤防上中央
　　　ア　１から18度00分615メートルの点
　　　イ　２から20度00分560メートルの点
　　　ウ　２から20度00分265メートルの点
　　　エ　１から18度00分315メートルの点

下御糸



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

10月20日
から

平成30年
9月1日

第40号 翌年
4月15日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
多気郡明和町北藤原、同町浜田、同町八木戸地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　明和町北藤原堤防東角
　基点２　明和町大淀、同町八木戸境界基標
　　　ア　１から 9度20分1,540メートルの点
　　　イ　２から 4度20分2,070メートルの点
　　　ウ　２から 4度20分1,035メートルの点
　　　エ　１から 9度20分  520メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

下御糸 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第41号 翌年
4月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

大淀 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

漁場の位置
多気郡明和町大淀地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、基点２の各点を順次結んだ直線と
基点１・２間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区
域
　基点１　明和町大淀堤防西角
　基点２　明和町大淀たん水防除樋門
　　　ア　１から48度50分280メートルの点
　　　イ　２から66度00分190メートルの点



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

10月20日
から

平成30年
9月1日

第42号 翌年
4月15日
まで

漁場の位置
多気郡明和町大淀地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　明和町大淀堤防西角
　基点２  明和町大淀たん水防除樋門
　　　ア　１から48度50分390メートルの点
　　　イ　２から66度00分350メートルの点
　　　ウ　２から66度00分190メートルの点
　　　エ　１から48度50分280メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

大淀 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

10月20日
から

平成30年
9月1日

第43号 翌年
4月15日
まで

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

大淀漁場の位置
多気郡明和町大淀地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、アの各点を順次結んだ直
線によって囲まれた区域
　基点１　明和町大淀、同町八木戸境界（堤防上）
　基点２　明和町大淀堤防西角
　基点３　明和町大淀、伊勢市東大淀町境界（堤防上）
　　　ア　１から 4度20分  980メートルの点
　　　イ　１から 4度20分2,590メートルの点
　　　ウ　２から48度50分2,450メートルの点
　　　エ　３から42度00分2,250メートルの点
　　　オ　３から42度00分　500メートルの点
　　　カ　２から48度50分　530メートルの点

１　夜間標識（標
　　灯及びレーダ
　　ー反射板）を
　　設置しなけれ
　　ばならない。



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第44号 翌年
4月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
伊勢市東大淀町地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、基点２の各点を順次結んだ直線とア・
基点２間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　東大淀町東大淀堤防西角
　基点２　東大淀町、村松町漁業境界基標
　　　ア　１から154度50分 25メートルの点
　　　イ　アから 47度30分100メートルの点
　　　ウ　２から 13度20分100メートルの点

東大淀 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

10月20日
から

平成30年
9月1日

第45号 翌年
4月15日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
伊勢市東大淀町地先

漁場区域
次のイ、ウ、エ、オ、カ、キ、イの各点を順次結んだ直
線によって囲まれた区域
　基点１　東大淀町東大淀堤防西角
　基点２　東大淀町建設省標識№10
　基点３　東大淀町、村松町漁業境界基標
　　　ア　１から154度50分 25メートルの点
　　　イ　アから 47度30分100メートルの点
　　　ウ　１から 47度30分377メートルの点
　　　エ　２から 14度50分500メートルの点
　　　オ　３から 17度20分508メートルの点
　　　カ　３から 13度20分176メートルの点
　　　キ　３から 13度20分100メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

東大淀 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

10月20日
から

平成30年
9月1日

第46号 翌年
4月15日
まで

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

東大淀漁場の位置
伊勢市東大淀町地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　東大淀町東大淀堤防西角
　基点２　東大淀町、村松町漁業境界基標
　　　ア　１から52度15分　700メートルの点
　　　イ　１から52度15分1,890メートルの点
　　　ウ　２から19度00分1,960メートルの点
　　　エ　２から19度00分　800メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

わかめ
養殖業

10月20日
から

平成30年
9月1日

第47号 翌年
4月15日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

漁場の位置
伊勢市東大淀町地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　東大淀町東大淀堤防西角
　基点２　東大淀町、村松町漁業境界基標
　　　ア　１から52度15分1,890メートルの点
　　　イ　１から52度15分2,290メートルの点
　　　ウ　２から19度00分2,310メートルの点
　　　エ　２から19度00分1,960メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

東大淀



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第48号 翌年
4月30日
まで

漁場の位置
伊勢市東豊浜町地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、基点２の各点を順次結んだ直線と
基点１・２間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区
域
　基点１　有滝町、東豊浜町漁業境界堤防上の基標
　基点２　東豊浜町豊北漁港西突堤基部
　　　ア　１から358度50分500メートルの点
　　　イ　２から353度50分500メートルの点

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

東豊浜 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

10月20日
から

平成30年
9月1日

第49号 翌年
4月15日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
伊勢市東豊浜町地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　有滝町、東豊浜町漁業境界堤防上の基標
　基点２　豊北漁港西突堤基部
　　　ア　１から358度50分　800メートルの点
　　　イ　１から358度50分2,310メートルの点
　　　ウ　２から353度50分2,300メートルの点
　　　エ　２から353度50分　800メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

東豊浜 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

10月20日
から

平成30年
9月1日

第50号 翌年
4月15日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
伊勢市宮川河口地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、アの各点を順次結んだ直
線によって囲まれた区域
　基点１　東豊浜町浦の山１号堤防北端角基標
　基点２　豊北漁港東突堤基部基標
　　　ア　２から18度30分　630メートルの点
　　　イ　２から14度00分2,310メートルの点
　　　ウ　１から26度10分2,410メートルの点
　　　エ　１から29度30分1,570メートルの点
　　　オ　１から22度00分1,515メートルの点
　　　カ　１から22度00分　830メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

東豊浜 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第51号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
伊勢市宮川河口地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、アの各点を順次結んだ直
線によって囲まれた区域
　基点１　東豊浜町浦の山１号堤防北端角基標
　　　ア　１から 61度20分　200メートルの点
　　　イ　１から 40度20分　750メートルの点
　　　ウ　１から 63度50分1,150メートルの点
　　　エ　１から 80度20分　950メートルの点
　　　オ　１から162度50分　695メートルの点
　　　カ　１から173度50分　610メートルの点

有滝
東豊浜

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

10月20日
から

平成30年
9月1日

第52号 翌年
4月15日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
伊勢市宮川河口地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　東豊浜町浦の山１号堤防北端角基標
　　　ア　１から40度20分　750メートルの点
　　　イ　１から30度50分1,280メートルの点
　　　ウ　１から49度20分1,525メートルの点
　　　エ　１から63度50分1,150メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

有滝
東豊浜

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

10月20日
から

平成30年
9月1日

第53号 翌年
4月15日
まで

漁場の位置
伊勢市宮川河口地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　東豊浜町浦の山１号堤防北端角基標
　　　ア　１から29度30分1,570メートルの点
　　　イ　１から26度10分2,410メートルの点
　　　ウ　１から37度30分2,570メートルの点
　　　エ　１から46度30分1,780メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

有滝
東豊浜

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第54号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
伊勢市東豊浜町、同市大湊町地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、アの各点を順次結んだ直線と
最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　大湊町明神の西浜基部基標
　　　ア　１から 42度50分410メートルの点
　　　イ　１から340度50分900メートルの点
　　　ウ　１から327度50分780メートルの点
　　　エ　１から265度50分750メートルの点
　　　オ　１から261度20分670メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

有滝
東豊浜

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第55号 翌年
4月30日
まで

漁場の位置
伊勢市大湊町地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、アの各点を順次結んだ直
線によって囲まれた区域
　基点１　大湊町浜新地の西角
　基点２　宇治山田港北第３突堤突端
　基点３　大湊町御普請堤防と宇治山田港北突堤との
　　　　　交点基標
　　　ア　１から355度00分  970メートルの点
　　　イ　１から  8度30分1,290メートルの点
　　　ウ　２から250度00分  175メートルの点
　　　エ　３から 64度00分  140メートルの点
　　　オ　１から 77度00分　210メートルの点
　　　カ　１から 63度30分　630メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

大湊町
今一色

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

10月1日
から

平成30年
9月1日

第56号 翌年
4月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
伊勢市大湊町地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、アの各点を順次結んだ直線に
よって囲まれた区域
　基点１　大湊町浜新地の西角
　基点２　宇治山田港北第３突堤突端
　　　ア　１から 10度00分1,330メートルの点
　　　イ　１から 26度30分2,590メートルの点
　　　ウ　２から 23度00分1,360メートルの点
　　　エ　２から 14度30分  110メートルの点
　　　オ　２から260度00分  120メートルの点

１　夜間標識（標
　　灯及びレーダ
　　ー反射板）を
　　設置しなけれ
　　ばならない。

大湊町
今一色

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第57号 翌年
4月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
伊勢市大湊町東町外浜裏地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　宇治山田港北第３突堤陸側端
　　　ア　１から 95度20分 70メートルの点
　　　イ　１から 74度20分400メートルの点
　　　ウ　１から 82度50分410メートルの点
　　　エ　１から148度20分180メートルの点

今一色 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第58号 翌年
4月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

今一色 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

漁場の位置
伊勢市二見町今一色、同町西、同町荘地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、アの各点を順次結んだ直
線によって囲まれた区域
　基点１　宇治山田港南突堤突端
　基点２　宇治山田港南突堤基部
　基点３　二見町今一色、同町西の境界
　基点４　二見町西、同町荘の境界の旧藻場保護水面基
点
　基点５　二見町御塩殿前堤防西角の旧藻場保護水面基
点
　　　ア　１から215度50分 50メートルの点
　　　イ　５から 78度50分560メートルの点
　　　ウ　５から102度00分470メートルの点
　　　エ　４から335度00分160メートルの点
　　　オ　３から348度00分150メートルの点
　　　カ　２から 71度20分 86メートルの点



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

10月1日
から

平成30年
9月1日

第59号 翌年
4月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

今一色 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

漁場の位置
伊勢市二見町今一色、同町西、同町荘地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、アの各点を順次結んだ直線に
よって囲まれた区域
　基点１　宇治山田港南突堤突端
　基点２　二見町茶屋町営海水浴場東高潮防潮堤角
　　　ア　１から123度30分　140メートルの点
　　　イ　１から 60度00分1,440メートルの点
　　　ウ　２から 34度30分1,860メートルの点
　　　エ　２から 78度00分1,020メートルの点
　　　オ　２から 45度00分　310メートルの点

１　夜間標識（標
　　灯及びレーダ
　　ー反射板）を
　　設置しなけれ
　　ばならない。



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

10月20日
から

平成30年
9月1日

第60号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
伊勢市二見町江

漁場区域
次の基点１と基点２、基点３と基点４、基点５と基点６
を結んだ直線及び基点２・３間、基点４・５間、基点
６・１間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　江漁港右護岸排水機場排水口右岸角
　基点２　江漁港左護岸松下製材護岸角
　基点３　松下排水機場江川右岸
　基点４　松下排水機場江川左岸
　基点５　鳥羽二見ＪＣＴ出口架橋北詰東端
　基点６　鳥羽二見ＪＣＴ出口架橋南詰東端

江 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

わかめ
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第61号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
伊勢市二見町松下地先

漁場区域
次の基点２、ア、イ、ウ、基点２の各点を順次結んだ直
線によって囲まれた区域
　基点１　二見町松下源蔵山北鼻
　基点２　二見町松下しょうが渕外手浜の基標
　　　ア　１から132度00分 65メートルの点
　　　イ　１から 73度00分410メートルの点
　　　ウ　２から 40度00分430メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

松下 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第62号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
伊勢市二見町松下、同市朝熊町四郷地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、エ、オの各点を順次結んだ直
線、基点４と基点５を結んだ直線及び基点１・５間と基
点４・オ間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　二見町松下池浦鳥取内手山鼻基標
　基点２　二見町松下切石鼻西北端
　基点３　伊勢市、鳥羽市界基標
　基点４　ＪＲ箕之瀬鉄橋南端
　基点５　ＪＲ箕之瀬鉄橋北端
　　　ア　１から131度30分130メートルの点
　　　イ　２から 73度00分160メートルの点
　　　ウ　２から100度30分315メートルの点
　　　エ　オから鳥羽市宮の崎見通し線上127メートル
の点
　　　オ　３から68度20分の方位線とＪＲ参宮線敷設中
心線との交点

松下 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第63号 翌年
4月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
伊勢市箕之瀬地先

漁場区域
次の基点１とア、基点２と基点３、基点４と基点５を結
んだ直線及び基点１・５間、基点４・３間、基点２・ア
間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　伊勢市、鳥羽市界基標
　基点２　ＪＲ箕之瀬鉄橋南端
　基点３　ＪＲ箕之瀬鉄橋北端
　基点４　箕之瀬長者橋北端
　基点５　箕之瀬長者橋南端
　　　ア　１から68度20分の方位線とＪＲ参宮線敷設
　　　　　中心線との交点

松下 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第64号 翌年
4月30日
まで

漁場の位置
鳥羽市堅神町宮の崎地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、基点４の各点を順次結んだ直
線、基点５と基点６を結んだ直線及び基点４・５間、基
点６・ア間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　伊勢市、鳥羽市界基標
　基点２　朝熊町白石鼻
　基点３　堅神町宮の崎（崎山岬）
　基点４　堅神町真浦の北端
　基点５　堅神町太松の西鼻
　基点６　堅神町太田堤防東北端
　　　ア　１から68度20分の方位線とＪＲ参宮線敷設
　　　　　中心線との交点
　　　イ　アから３見通し線上127メートルの点
　　　ウ　３から２見通し線上190メートルの点
　　　エ　３から２見通し線上150メートルの点
　　　オ　４から274度30分160メートルの点

小浜 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第65号 翌年
4月30日
まで

小浜漁場の位置
鳥羽市小浜町日ヶ浦地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、基点３の各点を順次結んだ直線と
基点１・３間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区
域
　基点１　小浜町ごんべ浦北鼻の標識
　基点２　小浜町日ヶ浦北鼻
　基点３　小浜町日ヶ浦南鼻
　　　ア　１から宮の崎見通し線上50メートルの点
　　　イ　２から３見通し線上80メートルの点

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

わかめ
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第66号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
鳥羽市小浜町池の浦地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　小浜町池の浦亀の島中央
　基点２　小浜町池の浦平島の中央
　　　ア　１から239度00分 60メートルの点
　　　イ　２から113度00分420メートルの点
　　　ウ　２から148度00分180メートルの点
　　　エ　１から262度00分360メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

小浜 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

わかめ
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第67号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
鳥羽市小浜町戸島地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、アの各点を順次結んだ直
線によって囲まれた区域
　基点１　鳥羽港小浜南防波堤灯台
　基点２　小浜町沖の戸島北端
　基点３　小浜町沖の戸島南端
　　　ア　１から 82度00分470メートルの点
　　　イ　１から 68度00分670メートルの点
　　　ウ　２から　6度00分340メートルの点
　　　エ　２から 18度30分100メートルの点
　　　オ　３から255度00分135メートルの点
　　　カ　３から274度00分220メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

小浜 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

わかめ
養殖業

10月1日
から

平成30年
9月1日

第68号 翌年
4月30日
まで

鳥羽 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
鳥羽市鳥羽地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　鳥羽一丁目相島北端
　　　ア　１から340度00分325メートルの点
　　　イ　１から340度00分185メートルの点
　　　ウ　１から318度00分200メートルの点
　　　エ　１から328度00分330メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

わかめ
養殖業

10月1日
から

平成30年
9月1日

第69号 翌年
4月30日
まで

漁場の位置
鳥羽市鳥羽地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　鳥羽一丁目相島東端（弁天崎）
　　　ア　１から137度00分20メートルの点
　　　イ　１から137度00分50メートルの点
　　　ウ　１から182度00分70メートルの点
　　　エ　１から205度00分55メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

鳥羽 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

わかめ
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第70号 翌年
4月30日
まで

漁場の位置
鳥羽市坂手町地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、基点２の各点を順次結んだ直線と
基点１・２間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区
域
　基点１　坂手町台場北西端
　基点２　坂手町ヤタラの鼻
　　　ア　１から346度00分130メートルの点（桃取町
　　　　　島ヶ崎見通し）
　　　イ　２から312度00分650メートルの点（桃取町
　　　　　島ヶ崎見通し）

坂手 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

１　夜間標識（標
　　灯及びレーダ
　　ー反射板）を
　　設置しなけれ
　　ばならない。



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

わかめ
養殖業

10月1日
から

平成30年
9月1日

第71号 翌年
5月31日
まで

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

坂手 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

漁場の位置
鳥羽市坂手町地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、基点３の各点を順次結んだ直
線と基点１・３間の最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
　基点１　坂手町丸山の鼻東端
　基点２　坂手町東側堤防南端
　基点３　坂手町鳥羽磯部漁業協同組合坂手支所横の堤
防下水管中央
　　　ア　１から147度00分110メートルの点
　　　イ　２から129度00分120メートルの点
　　　ウ　３から150度00分160メートルの点



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第72号 翌年
4月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

桃取町 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

１　夜間標識（標
　　灯及びレーダ
　　ー反射板）を
　　設置しなけれ
　　ばならない。

漁場の位置
鳥羽市桃取町浮島、同町牛島地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、アの各点を順次結んだ直
線によって囲まれた区域
　基点１　桃取町浮島西ヶ崎
　基点２　桃取町牛島角崎標識
　　　ア　１から353度30分　480メートルの点
　　　イ　１から353度30分2,130メートルの点
　　　ウ　２から342度45分2,310メートルの点
　　　エ　２から342度45分　315メートルの点
　　　オ　２から301度30分　550メートルの点
　　　カ　２から312度00分　725メートルの点



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり・
わかめ
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第73号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
鳥羽市桃取町浮島地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、エ、オ、カ、基点３の各点を
順次結んだ直線及び基点１・３間の最大高潮時海岸線と
によって囲まれた区域
　基点１　桃取町浮島西ヶ崎
　基点２　桃取町浮島東端
　基点３　桃取町浮島南端
　　　ア　１から123度00分460メ－トルの点
　　　イ　２から213度30分720メ－トルの点
　　　ウ　２から166度30分415メ－トルの点
　　　エ　２から166度30分310メ－トルの点
　　　オ　２から222度30分620メ－トルの点
　　　カ　３から 72度00分290メ－トルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

桃取町 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり・
わかめ
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第74号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
鳥羽市桃取町弁天島地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、アの各点を順次結んだ直線によって囲
まれた区域
　基点１　桃取町弁天島西端
　基点２　桃取町弁天島東端
　　　ア　２から 28度45分445メートルの点
　　　イ　１から162度00分200メートルの点
　　　ウ　１から342度00分245メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

桃取町 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり・
わかめ
養殖業

11月1日
から

平成30年
9月1日

第75号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
鳥羽市桃取町風生地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、基点２の各点を順次結んだ直線と
基点１・２間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区
域
　基点１　桃取町島ヶ崎標識
　基点２　桃取町ぶと崎西の浜標識
　　　ア　１から131度00分240メートルの点
　　　イ　２から219度30分180メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

桃取町 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり・
わかめ
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第76号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
鳥羽市桃取町山桃崎地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、エ、オ、カ、基点３の各点を
順次結んだ直線と基点１・３間の最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域
　基点１　桃取町ぶと崎
　基点２　桃取町平石崎
　基点３　答志町長者ヶ谷小山
　　　ア　１から216度00分130メートルの点
　　　イ　２から144度00分550メートルの点
　　　ウ　３から137度00分770メートルの点
　　　エ　３から137度00分520メートルの点
　　　オ　３から153度30分460メートルの点
　　　カ　３から137度00分217メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

桃取町
答志

和具浦

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

10月15日
から

平成30年
9月1日

第77号 翌年
4月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
鳥羽市桃取町小瀬礁地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　桃取町平手崎
　基点２　桃取町島浜
　　　ア　１から335度30分　500メートルの点
　　　イ　１から341度00分1,740メートルの点
　　　ウ　２から337度45分1,690メートルの点
　　　エ　２から333度15分　485メートルの点

１　夜間標識（標
　　灯及びレーダ
　　ー反射板）を
　　設置しなけれ
　　ばならない。

桃取町
答志

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第78号 翌年
4月30日
まで

漁場の位置
鳥羽市答志町地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　桃取町島浜
　基点２　答志町小中山島小中山の基標
　　　ア　１から345度00分　475メートルの点
　　　イ　１から340度45分1,675メートルの点
　　　ウ　２から322度45分1,500メートルの点
　　　エ　２から322度45分　300メートルの点

１　夜間標識（標
　　灯及びレーダ
　　ー反射板）を
　　設置しなけれ
　　ばならない。

桃取町
答志

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり・
わかめ
養殖業

10月1日
から

平成30年
9月1日

第79号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
鳥羽市答志町大中山島地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、基点２の各点を順次結んだ直線と
基点１・２間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区
域
　基点１　答志町大中山島西端
　基点２　答志町大中山島北端
　　　ア　１から323度20分300メートルの点
　　　イ　２から322度40分200メートルの点

答志 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

わかめ
養殖業

10月1日
から

平成30年
9月1日

第80号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
鳥羽市答志町大築海地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、基点２の各点を順次結んだ直線と
基点１・２間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区
域
　基点１　答志町大築海島さんだの鼻
　基点２　答志町大築海島ししがしらの鼻
　　　ア　１から251度20分140メートルの点
　　　イ　２から225度50分 70メートルの点

答志 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり・わ
かめ
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第81号 翌年
4月30日
まで

漁場の位置
鳥羽市答志町大築海地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　答志町大築海島さんだの北端
　基点２　答志町大築海島さんだの南端
　　　ア　１から268度50分100メートルの点
　　　イ　１から236度50分100メートルの点
　　　ウ　２から180度50分110メートルの点
　　　エ　２から125度50分 40メートルの点

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

答志 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり・
わかめ
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第82号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
鳥羽市答志町大答志地先

漁場区域
次の基点１、基点２を結んだ直線と基点１・２間の最大
高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　答志町小中山島小中山の基標
　基点２　答志町大答志漁港北防波堤突端

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

答志 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

わかめ
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第83号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
鳥羽市答志町大中山島地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、基点２の各点を順次結んだ直線と
基点１・２間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区
域
　基点１　答志町大中山島西端
　基点２　答志町大中山島東端
　　　ア　１から190度00分155メートルの点
　　　イ　２から190度00分125メートルの点

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

答志 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり・
わかめ
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第84号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
鳥羽市答志町大答志地先（１号防波堤沖）

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　答志町答志港第一号防波堤灯台
　　　ア　１から123度30分 85メートルの点
　　　イ　１から147度30分295メートルの点
　　　ウ　１から163度30分290メートルの点
　　　エ　１から178度00分 60メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

答志 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり・
わかめ
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第85号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
鳥羽市答志町地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、アの各点を順次結んだ直線に
よって囲まれた区域
　基点１　答志町新港東防波堤北詰めの標識
　　　ア　１から106度00分190メートルの点
　　　イ　１から155度00分485メートルの点
　　　ウ　１から178度00分510メートルの点
　　　エ　１から195度00分525メートルの点
　　　オ　１から163度30分 55メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

答志 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

わかめ
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第86号 翌年
4月30日
まで

１　夜間標識（標
　　灯及びレーダ
　　ー反射板）を
　　設置しなけれ
　　ばならない。

和具浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
鳥羽市答志町和具浦地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　答志町和具浦笠脱鼻
　　　ア　１から137度30分430メートルの点
　　　イ　１から155度00分660メートルの点
　　　ウ　１から197度00分805メートルの点
　　　エ　１から195度00分430メートルの点



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

わかめ
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第87号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
鳥羽市答志町和具浦うじまわど地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、アの各点を順次結んだ直
線によって囲まれた区域
　基点１　答志町和具浦笠脱鼻
　基点２　答志町長者ヶ谷小山東基標
　　　ア　１から240度00分　440メートルの点
　　　イ　１から206度00分　980メートルの点
　　　ウ　２から126度30分1,130メートルの点
　　　エ　２から119度30分　950メートルの点
　　　オ　２から130度30分　840メートルの点
　　　カ　２から130度00分  640メートルの点

１　夜間標識（標
　　灯及びレーダ
　　ー反射板）を
　　設置しなけれ
　　ばならない。

和具浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

わかめ
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第88号 翌年
5月31日
まで

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

和具浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
鳥羽市答志町和具浦うじまわど地先

漁場区域
次の基点１とアを結んだ直線と基点１・ア間の最大高潮
時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　答志町和具浦大崎南東端
　　　ア　１から49度00分の方位線と陸岸との交点



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第89号 翌年
4月30日
まで

漁場の位置
鳥羽市答志町魚見山地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　答志町長者ヶ谷小山東基標
　基点２　桃取町平石崎
　　　ア　１から137度00分430メートルの点
　　　イ　１から155度00分660メートルの点
　　　ウ　２から197度00分805メートルの点
　　　エ　２から195度00分430メートルの点

１　夜間標識（標
　　灯及びレーダ
　　ー反射板）を
　　設置しなけれ
　　ばならない。

桃取町
答志

和具浦

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

わかめ
養殖業

10月1日
から

平成30年
9月1日

第90号 翌年
4月30日
まで

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

神島 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
鳥羽市神島町古里地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、アの各点を順次結んだ直
線によって囲まれた区域
　基点１　神島町オブラゴ突端の標柱
　基点２　神島町弁天山岩大突端の標柱
　　　ア　１から278度30分200メートルの点
　　　イ　１から249度00分320メートルの点
　  　ウ　１から198度35分250メートルの点
　　　エ　２から215度00分190メートルの点
　　　オ　２から220度00分 20メートルの点
　　　カ　１から174度00分 90メートルの点



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

わかめ
養殖業

11月1日
から

平成30年
9月1日

第91号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
鳥羽市菅島町水奈折地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、基点２の各点を順次結んだ直線と
基点１・２間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区
域
　基点１　菅島町はじかみ浮島
　基点２　菅島町水奈折の基標
　　　ア　１から301度00分200メートルの点
　　　イ　２から301度00分150メートルの点

菅島 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第92号 翌年
4月30日
まで

漁場の位置
鳥羽市菅島町西海岸地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、アの各点を順次結んだ直線に
よって囲まれた区域
　基点１　菅島町はじかみ浮島
　基点２　菅島町観音崎
　基点３　菅島町大谷鼻
　　　ア　１から318度00分330メートルの点
　　　イ　１から348度00分590メートルの点
　　　ウ　３から327度00分760メートルの点
　　　エ　３から337度30分340メートルの点
　　　オ　２から313度00分290メートルの点

１　夜間標識（標
　　灯及びレーダ
　　ー反射板）を
　　設置しなけれ
　　ばならない。

菅島 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第93号 翌年
4月30日
まで

漁場の位置
鳥羽市菅島町菅島地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　菅島町めんぞの鼻
　基点２　菅島町大谷鼻
　　　ア　１から 21度30分510メートルの点
　　　イ　２から355度00分350メートルの点
　　　ウ　２から342度00分750メートルの点
　　　エ　１から357度30分620メートルの点

１　夜間標識（標
　　灯及びレーダ
　　ー反射板）を
　　設置しなけれ
　　ばならない。

菅島 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり・
わかめ
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第94号 翌年
5月31日
まで

１　夜間標識（標
　　灯及びレーダ
　　ー反射板）を
　　設置しなけれ
　　ばならない。

菅島 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

漁場の位置
鳥羽市菅島町南海岸地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　菅島町長崎鼻の基標
　基点２　菅島町台場鼻の基標
　　　ア　１から135度30分　300メートルの点
　　　イ　１から124度00分1,400メートルの点
　　　ウ　２から107度00分1,180メートルの点
　　　エ　２から116度00分　270メートルの点

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

わかめ
養殖業

1月1日
から

平成30年
9月1日

第95号 5月31日
まで

漁場の位置
鳥羽市菅島町かめご地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、基点２の各点を順次結んだ直線と
基点１・２間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区
域
　基点１　菅島町ささだにの鼻
　基点２　菅島町下かめの甲の鼻
　　　ア　１から251度00分200メートルの点
　　　イ　２から259度30分 80メートルの点

菅島 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

わかめ
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第96号 翌年
5月31日
まで

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

漁場の位置
鳥羽市安楽島町長瀬の浜地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　安楽島町松ヶ鼻
　　　ア　１から112度00分260メートルの点
　　　イ　１から105度00分380メートルの点
　　　ウ　１から139度30分540メートルの点
　　　エ　１から151度00分465メートルの点

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

安楽島



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第97号 翌年
4月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
鳥羽市安楽島町地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、アの各点を順次結んだ直線に
よって囲まれた区域
　基点１　安楽島町松ヶ鼻
　基点２　安楽島町白根崎基標
　　　ア　１から96度30分　590メートルの点
　　　イ　１から74度00分　870メートルの点
　　　ウ　２から40度30分1,700メートルの点
　　　エ　２から40度30分1,350メートルの点
　　　オ　２から33度00分1,150メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

安楽島 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第98号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
鳥羽市安楽島町地先

漁場区域
次の基点１とアを結んだ直線と基点１・ア間の最大高潮
時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　安楽島町上こうらの鼻
　　　ア　１から272度00分の方位線と対岸との交点

安楽島 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第99号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
鳥羽市安楽島町地先（二池浦）

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、基点３の各点を順次結んだ直
線と基点１・３間の最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
　基点１　安楽島町贄弁天崎魚見小屋下鼻
　基点２　安楽島町贄堤防東端
　基点３　安楽島町贄庄八山石垣堤防西端
　　　ア　１から204度00分(安楽島町木場白石見通し)
　　　　　6メートルの点
　　　イ　２から199度00分30メートルの点
　　  ウ　３から137度30分(安楽島町木場白石見通し)
　　　　　38メートルの点

安楽島 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第100号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
鳥羽市安楽島町二池浦なでき地先

漁場区域
次の基点１、ア、基点２の各点を順次結んだ直線と基点
１・２間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　安楽島町二池浦源次郎池北側堤防南端
　基点２　安楽島町二池浦なでき松の鼻
　基点３　安楽島町二池浦源次郎池木場の堤防東曲角
　基点４　安楽島町二池浦しょうろ鼻新堤防東端
　　　ア　１から３見通し線と２から４見通し線との
　　　　　交点

安楽島 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第101号 翌年
5月31日
まで

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
鳥羽市安楽島町二池浦木場地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、基点３を順次結んだ直線と基点３・ア
間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　安楽島町二池浦池田桟橋
　基点２　安楽島町二池浦木場大岩
　基点３　安楽島町二池浦しょうろ鼻
　　　ア　１から314度00分の方位線と海岸線との交点
　　　イ　１から314度00分73メートルの点
　　　ウ　２からイ見通し線上40メートルの点

安楽島 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり・わ
かめ
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第102号 翌年
4月30日
まで

漁場の位置
鳥羽市浦村町地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　浦村町白根崎基標
　　　ア　１から51度00分  730メートルの点
　　　イ　１から48度00分1,030メートルの点
　　　ウ　１から72度30分1,200メートルの点
　　　エ　１から82度00分  730メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

浦村 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり・わ
かめ
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第103号 翌年
4月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
鳥羽市浦村町地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　浦村町大村島中崎山頂基標
　基点２　浦村町大村島鷲ヶ鼻基標
　　　ア　１から 45度00分　250メートルの点
　　　イ　１から327度00分　860メートルの点
　　　ウ　１から358度00分1,190メートルの点
　　　エ　２から 22度40分　480メートルの点

１　夜間標識（標
　　灯及びレーダ
　　ー反射板）を
　　設置しなけれ
　　ばならない。

浦村 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり・わ
かめ
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第104号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
鳥羽市浦村町大潟浦大菴谷地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、基点３の各点を順次結んだ直線と
基点１・３間の最大高潮時海岸線から５メートルを隔て
た連結線とによって囲まれた区域
　基点１　浦村町大潟浦かわり松
　基点２　浦村町大潟浦魚見山南鼻
　基点３　浦村町大潟浦大菴谷口一本松
　基点４　浦村町大潟浦小山の鼻
　　　ア　１から４見通し線上30メートルの点
　　　イ　２から４見通し線上30メートルの点

浦村 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり・わ
かめ
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第105号 翌年
5月31日
まで

浦村 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
鳥羽市浦村町大潟浦地先

漁場区域
次の基点１とア、基点２とイを順次結んだ直線と基点
１・２間、ア・イ間の最大高潮時海岸線とによって囲ま
れた区域
　基点１　浦村町大潟浦白石とんぼりの鼻
　基点２　浦村町大潟浦ワン山の鼻
　　　ア　１から290度00分の方位線と対岸との交点
　　　イ　２から318度00分の方位線と対岸との交点



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり・わ
かめ
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第106号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
鳥羽市浦村町大潟浦地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、基点３の各点を順次結んだ直
線と基点１・３間の最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
　基点１　浦村町大潟浦太郎作田の鼻
　基点２　浦村町大潟浦小山の鼻
　基点３　浦村町大潟浦つつが浜の鼻
　基点４　浦村町大潟浦かわり松
　基点５　浦村町大潟浦魚見山南鼻
　　　ア　１から５見通し線上30メートルの点
　　　イ　２から４見通し線上30メートルの点
　　　ウ　３から４見通し線上40メートルの点

浦村 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

わかめ・
ひじき
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第107号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
鳥羽市浦村町大村島地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、基点３の各点を順次結んだ直
線と基点１・３間の最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
　基点１　浦村町大村島鷲ヶ鼻基標
　基点２　浦村町大村島長瀬の鼻基標
　基点３　浦村町大村島南端
　　　ア　２から 76度30分220メートルの点
　　　イ　２から105度30分400メートルの点
　　　ウ　３から115度00分200メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

浦村 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

わかめ・
ひじき
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第108号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
鳥羽市浦村町地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、基点２の各点を順次結んだ直線と
基点１・２間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区
域
　基点１　浦村町宮崎
　基点２　浦村町鍋釜落とし西の鼻
　　　ア　１から 47度30分325メートルの点
　　　イ　２から243度30分330メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

浦村 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

わかめ
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第109号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
鳥羽市相差町小浜地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　相差町小浜の鼻
　　　ア　１から 40度00分380メートルの点
　　　イ　１から 61度00分590メートルの点
　　　ウ　１から122度00分510メートルの点
　　　エ　１から138度45分380メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

相差 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

わかめ・
ひじき
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第110号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
鳥羽市相差町見崎地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　相差町藻先の鼻
　基点２　相差町うて松の鼻
　　　ア　１から141度45分410メートルの点
　　　イ　１から159度00分560メートルの点
　　　ウ　２から142度30分480メートルの点
　　　エ　２から131度15分420メートルの点

１　夜間標識（標
　　灯及びレーダ
　　ー反射板）を
　　設置しなけれ
　　ばならない。

相差 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

わかめ
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第111号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
鳥羽市相差町藻先の鼻地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　相差町出来岡護岸基部
　基点２　相差町藻先の鼻
　　　ア　１から215度00分350メートルの点
　　　イ　１から213度40分535メートルの点
　　　ウ　２から196度00分500メートルの点
　　　エ　２から187度30分330メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

相差 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

わかめ
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第112号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
鳥羽市相差町藻先の鼻地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　相差町藻先の鼻
　　　ア　１から199度00分310メートルの点
　　　イ　１から209度30分490メートルの点
　　　ウ　１から250度00分500メートルの点
　　　エ　１から263度00分340メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

相差
畔蛸

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第113号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
鳥羽市畔蛸町地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　畔蛸町畔蛸４号防潮扉
　　　ア　１から259度00分145メートルの点
　　　イ　１から211度30分100メートルの点
　　　ウ　１から208度00分160メートルの点
　　　エ　１から240度00分180メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

畔蛸 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第114号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
鳥羽市畔蛸町地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エの各点を順次結んだ直線と基点ア・
エ間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　畔蛸町畔蛸４号防潮扉
　基点２　畔蛸町畔蛸２号防潮扉
　　　ア　１から堤防上南東方向へ20メートルの点
　　　イ　１から210度30分 85メートルの点
　　　ウ　２から178度00分115メートルの点
　　　エ　２から堤防上南東方向へ43メートルの点

畔蛸 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第115号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
鳥羽市畔蛸町地先

漁場区域
次の基点２、イ、基点３の各点を順次結んだ直線、基点
１とアを結ぶ直線及び基点１・２間、ア・基点３間の最
大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　畔蛸町ビワの鼻
　基点２　畔蛸町赤岸の標識
　基点３　千賀町つるが浜１番地突堤基部
　　　ア　１から265度00分の方位線と対岸との交点
　　　イ　２から276度00分120メートルの点

畔蛸 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第116号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
鳥羽市畔蛸町地先

漁場区域
次の基点１とアを結んだ直線と基点１・ア間の最大高潮
時海岸線から５メートルを隔てた連結線とによって囲ま
れた区域
　基点１　畔蛸町網干場標柱
　　　ア　１から329度00分の方位線と陸岸との交点

畔蛸 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第117号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
鳥羽市千賀町地先

漁場区域
次の基点１とアを結んだ直線と基点１・ア間の最大高潮
時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　千賀町浅下の鼻
　　　ア　１から91度00分141メートルの点

千賀 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第118号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
鳥羽市千賀町地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　千賀町鶴ヶ浜の西鼻
　  　ア　１から182度00分　80メートルの点
　　　イ　１から179度00分210メートルの点
　　　ウ　１から196度00分220メートルの点
　　　エ　１から220度00分105メートルの点

千賀 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第119号 翌年
6月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
鳥羽市堅子町地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、アの各点を順次結んだ直
線によって囲まれた区域
　基点１　堅子町小谷口南鼻
　基点２　堅子町池浜の西鼻
　基点３　堅子町甲崎西鼻
　　　ア　１から297度00分 40メートルの点
　　　イ　３から297度40分225メートルの点
　　　ウ　３から274度00分275メートルの点
　　　エ　２から209度00分145メートルの点
　　　オ　２から205度00分115メートルの点
　　　カ　１から250度00分 90メートルの点

千賀堅子 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第120号 翌年
6月30日
まで

漁場の位置
鳥羽市堅子町地先

漁場区域
次の基点１、ア、基点２の各点を順次結んだ直線と基点
１・２間の最大高潮時海岸線から５メートルを隔てた連
結線とによって囲まれた区域
　基点１　堅子町堅子浦浦口突堤突端
　基点２　堅子町太田川右岸標柱
　　 ア　１から242度00分の方位線と２から152度00分
　　　　　の方位線との交点

千賀堅子 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第121号 翌年
6月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市磯部町的矢地先

漁場区域
次の基点１とア、イと基点３を結んだ直線及び基点１・
３間の最大高潮時海岸線並びにア・イ間の最大高潮時海
岸線から20メートルを隔てた連結線とによって囲まれた
区域
　基点１　磯部町的矢太田川右岸の基標
　基点２　磯部町的矢浄土の浜南端基標
　基点３　磯部町的矢永石の鼻
　　　ア　２から43度00分20メートルの点
　　　イ　３から43度00分20メートルの点

的矢 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第122号 翌年
6月30日
まで

漁場の位置
志摩市磯部町的矢地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、基点２の各点を順に結んだ直
線及び基点１・２間の最大高潮時海岸線とによって囲ま
れた区域
　基点１　磯部町的矢洲崎水門口の基標
　基点２　磯部町的矢洲崎の鼻
　　　ア　１から276度00分145メートルの点
　　　イ　２から217度30分 90メートルの点
　　　ウ　２から238度00分 30メートルの点

的矢
三ヶ所

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第123号 翌年
6月30日
まで

漁場の位置
志摩市磯部町的矢地先

漁場区域
次の基点１とア、ウとエ、基点３とオを結んだ直線及び
基点１・イ間、基点２・３間の最大高潮時海岸線から30
メートルを隔てた連結線とによって囲まれた区域
　基点１　磯部町的矢洲崎の鼻
　基点２　磯部町的矢小たちばな南鼻
　基点３　磯部町的矢辺石の浜南鼻
　　　ア　１から238度00分 30メートルの点
　　　イ　２から 49度00分の方位線と対岸との交点
　　　ウ　２から 49度00分 55メートルの点
　　　エ　２から 49度00分 30メートルの点
　　　オ　３から 96度00分 30メートルの点

的矢 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第124号 翌年
6月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市磯部町的矢地先

漁場区域
次の基点１とア、イとウ、オと基点５、カと基点６を結
んだ直線並びに基点１・６間の最大高潮時海岸線、ア・
イ間とエ・オ間の最大高潮時海岸線から10メートルを隔
てた連結線、ウ・エ間の最大高潮時海岸線から30メート
ルを隔てた連結線及び基点５・カ間の最大高潮時海岸線
から15メートルを隔てた連結線とによって囲まれた区域
　基点１　磯部町的矢佐藤養殖場の南端
　基点２　磯部町的矢的矢荘下北側の基標
　基点３　磯部町的矢シレイ南岬
　基点４　磯部町的矢藤谷高山腰南岬
　基点５　磯部町的矢笠取ビヤカケ
　基点６　的矢湾大橋北詰東端
　　　ア　１から 99度00分10メートルの点
　　　イ　２から 81度00分10メートルの点
　　　ウ　２から 81度00分30メートルの点
　　　エ　３から 30度00分45メートルの点
　　　オ　４から306度00分55メートルの点
　　　カ　６から205度00分15メートルの点

的矢 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第125号 翌年
6月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市磯部町的矢地先

漁場区域
次の基点１、ア、イの各点を順次結んだ直線、ウと基点
３を結んだ直線及びイ・ウ間の最大高潮時海岸線から15
メートルを隔てた連結線と基点１・３間の最大高潮時海
岸線とによって囲まれた区域
　基点１　磯部町的矢、同町飯浜の境界
　基点２　磯部町笠取の鼻
　基点３　的矢湾大橋北詰西端
　　　ア　１から135度00分40メートルの点
　　　イ　２から228度00分15メートルの点
　　　ウ　３から205度00分15メートルの点

的矢 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第126号 翌年
6月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市磯部町飯浜山田地先及び飯浜地先
漁場区域
次のコ、サ、シ、ス、セの各点を順次結んだ直線とタ、チ、ツ、
基点８の各点を順次結んだ直線、基点１とア、ウとエ、オとカ、
キとクを結んだ直線、基点１・イ間、基点３・４間、基点５・ケ
間、ソ・基点７間の最大高潮時海岸線から１５メートルを隔てた
連結線、基点２・３間の最大高潮時海岸線から１０メートルを隔
てた連結線及び基点１・８間の最大高潮時海岸線とによって囲ま
れた区域
基点１　磯部町的矢、同町飯浜の境界
基点２　磯部町飯浜犬もどしの鼻
基点３　磯部町飯浜ぐみが浦東鼻
基点４　磯部町飯浜ぐみが浦の標柱
基点５　磯部町飯浜ぐみが浦西鼻
基点６　磯部町飯浜まるみの谷の標柱
基点７　磯部町飯浜貝塚東基標
基点８　磯部町飯浜森の浜入口
　　ア　１から164度00分 15メートルの点
　　イ　２から  0度00分の方位線と対岸との交点
　　ウ　イから２見通し線上15メートルの点
　　エ　２から  0度00分 10メートルの点
　　オ　３から 90度00分 10メートルの点
　　カ　３から 90度00分 15メートルの点
　　キ　４から180度00分 15メートルの点
　　ク　５から180度00分 15メートルの点
　　ケ　ソから 55度30分の方位線と対岸との交点
　　コ　ケから180度00分 15メートルの点
　　サ　ケから180度00分 40メートルの点
　　シ　６から180度00分 50メートルの点
　　ス　６から180度00分100メートルの点
　　セ　ソからス見通し線上15メートルの点
　　ソ　６から213度30分の方位線と対岸との交点
　　タ　７から176度00分 15メートルの点
　　チ　７から176度00分240メートルの点
　　ツ　８から153度00分150メートルの点

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

飯浜



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市磯部町飯浜山田地先及び飯浜地先
漁場区域
次のコ、サ、シ、ス、セの各点を順次結んだ直線とタ、チ、ツ、
基点８の各点を順次結んだ直線、基点１とア、ウとエ、オとカ、
キとクを結んだ直線、基点１・イ間、基点３・４間、基点５・ケ
間、ソ・基点７間の最大高潮時海岸線から１５メートルを隔てた
連結線、基点２・３間の最大高潮時海岸線から１０メートルを隔
てた連結線及び基点１・８間の最大高潮時海岸線とによって囲ま
れた区域
基点１　磯部町的矢、同町飯浜の境界
基点２　磯部町飯浜犬もどしの鼻
基点３　磯部町飯浜ぐみが浦東鼻
基点４　磯部町飯浜ぐみが浦の標柱
基点５　磯部町飯浜ぐみが浦西鼻
基点６　磯部町飯浜まるみの谷の標柱
基点７　磯部町飯浜貝塚東基標
基点８　磯部町飯浜森の浜入口
　　ア　１から164度00分 15メートルの点
　　イ　２から  0度00分の方位線と対岸との交点
　　ウ　イから２見通し線上15メートルの点
　　エ　２から  0度00分 10メートルの点
　　オ　３から 90度00分 10メートルの点
　　カ　３から 90度00分 15メートルの点
　　キ　４から180度00分 15メートルの点
　　ク　５から180度00分 15メートルの点
　　ケ　ソから 55度30分の方位線と対岸との交点
　　コ　ケから180度00分 15メートルの点
　　サ　ケから180度00分 40メートルの点
　　シ　６から180度00分 50メートルの点
　　ス　６から180度00分100メートルの点
　　セ　ソからス見通し線上15メートルの点
　　ソ　６から213度30分の方位線と対岸との交点
　　タ　７から176度00分 15メートルの点
　　チ　７から176度00分240メートルの点
　　ツ　８から153度00分150メートルの点

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

飯浜



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第127号 翌年
6月30日
まで

漁場の位置
志摩市磯部町穴川地先

漁場区域
次の基点１とアを結んだ直線とこの直線以西の最大高潮
時海岸線とによって囲まれた区域。ただし、基点４と基
点５を結んだ直線以南の区域を除く。
また、海面と池田川、磯部川、稲葉川の３河川との境界
は基点２と基点３、基点６とイ、基点７と基点８を各々
結んだ直線とする。

基点１　磯部町穴川兵七新田堤防南島角
基点２　磯部町大字穴川池田川三柳井堰北端
基点３　磯部町大字穴川池田川三柳井堰南端
基点４　磯部町穴川字穴川入江口右岸
基点５　磯部町穴川字穴川入江口左岸
基点６　磯部町穴川、同町迫間界
基点７　磯部町下之郷字中村新田1,213番地地先堤防
（稲葉川尻右岸）
基点８　磯部町下之郷字大崎1,330番地（稲葉川尻左
岸）
　ア　１から45度30分の方位線と対岸との交点
　イ　６から48度45分の方位線と対岸との交点

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

飯浜 平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第128号 翌年
6月30日
まで

漁場の位置
志摩市磯部町穴川地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、アの各点を順次結んだ直線に
よって囲まれた区域
　基点１　磯部町穴川兵七新田堤防北東角
　基点２　磯部町穴川兵七新田堤防南東角
　　　ア　１から162度00分295メートルの点
　　　イ　１から129度40分485メートルの点
　　　ウ　２から 95度 00分600メートルの点
　　　エ　２から 98度00分540メートルの点
　　　オ　２から109度00分245メートルの点

穴川 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第129号 翌年
6月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市磯部町飯浜、同町坂崎地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、アの各点を順次結んだ直
線によって囲まれた区域
　基点１　坂崎漁港西防波堤北端
　基点２　磯部町飯浜尾崎三崎の鼻
　基点３　磯部町飯浜前田橋東南端
　　　ア　１から290度30分130メートルの点
　　　イ　１から279度00分410メートルの点
　　　ウ　２から208度00分258メートルの点
　　　エ　２から163度30分229メートルの点
　　　オ　３から149度00分338メートルの点
　　　カ　１から 19度30分260メートルの点

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

飯浜
穴川
坂崎



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第130号 翌年
6月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市磯部町坂崎地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、基点３の各点を順次結んだ直線と
基点１・３間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区
域
　基点１　磯部町坂崎丸山鼻北鼻
　基点２　磯部町坂崎小松梨木谷の鼻
　基点３　磯部町坂崎小松の鼻
　　　ア　２から342度00分 9メートルの点
　　　イ　３から221度00分45メートルの点

坂崎 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第131号 翌年
6月30日
まで

漁場の位置
志摩市磯部町坂崎地先

漁場区域
次の基点１と基点２を結んだ直線と基点１・２間の最大
高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　磯部町坂崎小松水谷
　基点２　磯部町坂崎小松鵜の鼻北鼻

坂崎 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第132号 翌年
6月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市磯部町三ヶ所地先

漁場区域
次の基点１と基点２を結んだ直線と基点１・２間の最大
高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　磯部町三ヶ所船見崎の基標
　基点２　磯部町三ヶ所下山神休島の鼻

三ヶ所 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第133号 翌年
6月30日
まで

漁場の位置
志摩市磯部町三ヶ所地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ、
コ、サ、シ、ス、セ、基点８の各点を順次結んだ直線と
基点１・８間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区
域
　基点１　磯部町三ヶ所下山神休島の鼻
　基点２　磯部町三ヶ所下山なおが鼻
　基点３　磯部町三ヶ所大谷入江の奥の基標
　基点４　磯部町三ヶ所常滑谷南鼻
　基点５　磯部町三ヶ所かまが鼻
　基点６　磯部町三ヶ所ひめの鼻
　基点７　磯部町三ヶ所神立の鼻
　基点８　磯部町三ヶ所井上物産真珠作業場跡の左端角
　　　ア　１から 60度00分 50メートルの点
　　　イ　２から 53度00分 40メートルの点
　　　ウ　２から167度00分130メートルの点
　　　エ　３から 82度00分 70メートルの点
　　　オ　４から 43度00分120メートルの点
　　　カ　４から 68度00分 40メートルの点
　　　キ　５から 13度00分 65メートルの点
　　　ク　５から 65度00分 40メートルの点
　　　ケ　６から236度00分135メートルの点
　　　コ　６から227度30分120メートルの点
　　　サ　６から295度00分 60メートルの点
　　　シ　７から340度00分 60メートルの点
　　　ス　７から 27度00分 75メートルの点
　　　セ　８から305度00分 80メートルの点

三ヶ所 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第134号 翌年
6月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市磯部町三ヶ所地先

漁場区域
次の基点１とア、イ、ウ、基点３を結んだ直線、基点
１・３間の最大高潮時海岸線及び基点１・２間の最大高
潮時海岸線から25メートルを隔てた連結線とによって囲
まれた区域
　基点１　磯部町三ヶ所このわの鼻の南基標
　基点２　磯部町三ヶ所このわの北鼻
　基点３　磯部町三ヶ所磯部海岸指定農林堤防４３号
　　　　　西端
　　　ア　１から265度00分25メートルの点
　　　イ　２から 73度00分25メートルの点
　　　ウ　３から  0度00分15メートルの点

三ヶ所 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第135号 翌年
6月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市磯部町三ヶ所佐田地先

漁場区域
次の基点１とア、基点３とイを結んだ直線及び基点１・
３間の最大高潮時海岸線並びに基点１・２間の最大高潮
時海岸線から３０メートルを隔てた連結線とによって囲
まれた区域
　基点１　磯部町三ヶ所磯部海岸指定農林堤防４０号
　　　　　東端
　基点２　磯部町三ヶ所佐田の鼻
　基点３　磯部町三ヶ所磯部海岸指定農林堤防４３号
　　　　　西端
　　　ア　１から337度00分30メートルの点
　　　イ　２から３見通し線上30メートルの点

三ヶ所 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第136号 翌年
6月30日
まで

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

漁場の位置
志摩市磯部町三ヶ所地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、基点４の各
点を順次結んだ直線と基点１・４間の最大高潮時海岸線
とによって囲まれた区域
　基点１　磯部町三ヶ所磯和の鼻
　基点２　磯部町三ヶ所象座の鼻
　基点３　磯部町三ヶ所となせの南鼻
　基点４　磯部町三ヶ所大日鼻
　　　ア　１から 35度00分 30メートルの点
　　　イ　２から  7度30分105メートルの点
　　　ウ　２から 70度00分 75メートルの点
　　　エ　２から137度00分100メートルの点
　　　オ　２から182度00分105メートルの点
　　　カ　３から120度00分 65メートルの点
　　　キ　４から164度00分 60メートルの点

三ヶ所 平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第137号 翌年
6月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市磯部町三ヶ所地先

漁場区域
次の基点１、ア、基点２の各点を順次結んだ直線と基点
１・２間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　磯部町三ヶ所大日鼻
　基点２　磯部町三ヶ所、阿児町国府境界
　　　ア　２から 75度00分 80メートルの点

三ヶ所 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第138号 翌年
6月30日
まで

漁場の位置
志摩市磯部町渡鹿野地先

漁場区域
次の基点１、基点２、基点３の各点を順次結んだ直線と
基点１・３間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区
域
　基点１　磯部町渡鹿野島の浦の鼻
　基点２　磯部町渡鹿野居森島北端
　基点３　磯部町渡鹿野間神の南鼻

渡鹿野 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第139号 翌年
6月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市磯部町渡鹿野地先

漁場区域
次の基点１とア、基点２とイを結んだ直線、基点１・２
間の最大高潮時海岸線から30メートルを隔てた連結線と
によって囲まれた区域
　基点１　磯部町渡鹿野やりの鼻
　基点２　磯部町渡鹿野間神の鼻
　　　ア　１から309度00分30メートルの点
　　　イ　２から 39度00分30メートルの点

的矢
渡鹿野

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第140号 翌年
6月30日
まで

漁場の位置
志摩市磯部町渡鹿野地先

漁場区域
次の基点１と基点２を結んだ直線と基点１・２間の最大
高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　磯部町渡鹿野やりの鼻
　基点２　磯部町渡鹿野つるま南鼻

渡鹿野 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第141号 翌年
6月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市磯部町渡鹿野地先

漁場区域
次の基点１とア、基点２とイを結んだ直線、基点１・２
間の最大高潮時海岸線及び基点１・２間の最大高潮時海
岸線から30メートルを隔てた連結線とによって囲まれた
区域
　基点１　磯部町渡鹿野赤崎の船付場基標
　基点２　磯部町渡鹿野栩原造船所北端
　　　ア　１から349度00分30メートルの点
　　　イ　２から289度00分30メートルの点

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

渡鹿野



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第142号 翌年
6月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市磯部町渡鹿野地先

漁場区域
次の基点１とア、基点２とイを結んだ直線、基点１・２
間の最大高潮時海岸線及び１・２間の最大高潮時海岸線
から30メートルを隔てた連結線とによって囲まれた区域
　基点１　磯部町渡鹿野福浦北鼻
　基点２　磯部町渡鹿野福浦１の基標
　　　ア　１から255度00分35メートルの点
　　　イ　２から180度00分30メートルの点

渡鹿野 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第143号 翌年
6月30日
まで

漁場の位置
志摩市磯部町渡鹿野地先

漁場区域
次の基点１とア、イ、ウの各点を順次結んだ直線と基点
１・ウ間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　磯部町渡鹿野新道の鼻
　　　ア　１から180度00分25メートルの点
　　　イ　１から258度00分100メートルの点
　　　ウ　１から284度00分の方位線と対岸との交点

渡鹿野 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第144号 翌年
6月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町安乗浦の浜地先

漁場区域
次の基点１、ア、基点２を結んだ直線及び基点１・２間
の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　阿児町安乗マツダシ
　基点２　阿児町安乗弁天岩
　　　ア　１から265度の方位線と２から102度の方位線
　　　　　との交点

安乗 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

わかめ
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第145号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町安乗水垂地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　阿児町安乗マツダシ
　基点２　阿児町安乗弁天岩
　　　ア　１から337度00分235メートルの点
　　　イ　１から325度00分170メートルの点
　　　ウ　２から 61度00分210メートルの点
　　　エ　２から 46度30分265メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

安乗 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

わかめ
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第146号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町安乗浦の浜地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　阿児町安乗水垂山神の鼻
　基点２　阿児町安乗水垂浜の標識
　　　ア　１から 31度00分160メートルの点
　　　イ　１から353度00分345メートルの点
　　　ウ　２から328度00分300メートルの点
　　　エ　２から328度00分 60メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

安乗 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第147号 翌年
6月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町安乗阿瀬浦地先

漁場区域
次の基点１とアを結んだ直線及び基点１・ア間の最大高
潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　阿児町安乗しびと谷日貿作業場
　　　ア　１から 90度00分の方位線と陸岸との交点

安乗 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり・
もずく
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第148号 翌年
6月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町国府地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ、コ、基点５の各
点を順次結んだ直線、基点６、サ、シ、ス、基点９の各点を順次結ん
だ直線及び基点１・９間、基点５・６間の最大高潮時海岸線とによっ
て囲まれた区域
　基点１　阿児町国府村田真珠作業場北角
　基点２　阿児町国府荷方3399番地（荷方山岬）
　基点３　阿児町国府荷方堤防北角
　基点４　阿児町国府和部きんちゃく鼻
　基点５　阿児町国府和部
　基点６　阿児町国府宮潟北井澄石垣西端
　基点７　阿児町国府防波堤先端
　基点８　阿児町国府大新田樋門
　基点９　阿児町国府自転車道中央の電柱
　　　ア　１から 70度30分 90メートルの点
　　　イ　１から 77度30分230メートルの点
　　　ウ　２から295度00分220メートルの点
　　　エ　２から298度00分210メートルの点
　　　オ　２から298度00分115メートルの点
　　　カ　２から353度00分145メートルの点
　　　キ　３から283度30分110メートルの点
　　　ク　３から328度00分 65メートルの点
　　　ケ　４から249度00分120メートルの点
　　　コ　５から315度00分 35メートルの点
　　　サ　７から325度00分 20メートルの点
　　　シ　８から 11度00分120メートルの点
　　　ス　８から261度00分 90メートルの点

国府 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第149号 翌年
6月30日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町国府地先

漁場区域
次の基点１、ア、イの各点を順次結んだ直線と基点１・イ間の最大高
潮時海岸線とによって囲まれた区域から次のウ、エ、オ、カ、ウの各
点を順次結んだ直線によって囲まれた区域を除いた区域
　基点１　阿児町国府笠神東の基標
　基点２　阿児町国府夏川原の鼻
　　　ア　１から 39度00分100メートルの点
　　　イ　１から 94度00分の方位線と対岸との交点
　　　ウ　２から252度00分 75メートルの点
　　　エ　２から213度00分130メートルの点
　　　オ　２から230度00分170メートルの点
　　　カ　２から260度00分130メートルの点

国府 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第150号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町国府荷方地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、アの各点を順次結んだ直線に
よって囲まれた区域
　基点１　阿児町国府荷方3399番地（荷方山岬）
　基点２　阿児町国府荷方堤防北角
　　　ア　１から298度00分115メートルの点
　　　イ　１から298度00分210メートルの点
　　　ウ　２から294度30分180メートルの点
　　　エ　２から283度30分110メートルの点
　　　オ　１から353度00分145メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

国府 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第151号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町立神地先

漁場区域
次の基点１、ア　イ　ウ　エ、オ、カの各点を順次結んだ直線、キと
ク、コとサ、シとス、ソとタ、チとツ、ツとテ、トと基点10とを結んだ
直線、基点１と基点10間の最大高潮時海岸線及び基点４・ケ間、タ・基
点８間の最大高潮時海岸線から10メートルを隔てた連結線及び基点３・
４間、基点５・６間、セ・基点７間、基点９・10間の最大高潮時海岸線
から30メートルを隔てた連結線とによって囲まれた区域
　基点１　阿児町立神、同町神明境界
　基点２　阿児町立神篭立場の鼻
　基点３　阿児町立神八呂崎
　基点４　阿児町立神蟻ヶ渡鼻
　基点５　阿児町立神呼ヶ崎北鼻
　基点６　阿児町立神杓浦東の中鼻
　基点７　阿児町立神小深江北鼻
　基点８　阿児町立神小深江中鼻
　基点９　阿児町立神小深江南鼻
　基点10　阿児町立神深い崎
　基点11　阿児町神明かれい島東鼻
　　　ア　１から193度20分 62メートルの点
　　　イ　２から351度00分 60メートルの点
　　　ウ　２から230度00分 40メートルの点
　　　エ　３から 63度00分100メートルの点
　　　オ　３から340度00分 60メートルの点
　　　カ　３から340度00分 35メートルの点
　　　キ　４から  0度00分 30メートルの点
　　　ク　４から  0度00分 10メートルの点
　　　ケ　５から 50度00分の方位線と対岸との交点
　　　コ　ケから270度00分 10メートルの点
　　　サ　ケから270度00分 30メートルの点
　　　シ　６からセ見通し線上 30メートルの点
　　　ス　セから６見通し線上 30メートルの点
　　　セ　６から258度00分の方位線と対岸との交点
　　　ソ　７から９見通し線上 30メートルの点
　　　タ　７から９見通し線上 10メートルの点
　　　チ　８から197度00分 25メートルの点
　　　ツ　９から７見通し線上 10メートルの点
　　　テ　９から７見通し線上 30メートルの点
　　　ト　10から11見通し線上 30メートルの点

立神 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第152号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町立神地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、エの各点、オ、カ、キ、ク、ケ、コの各点、サ、シ、ス、セ、ソ、タ、チ、テ、トの各点、ナ、ニ、ヌ、
ネ、ノの各点、ハ、ヒ、フ、ヘの各点及びホ、マ、ミ、ム、メ、モ、ヤ、ユ、基点１８、基点９とツの各点を順次結んだ直線、基点
１・１８間の最大高潮時海岸線及び基点２・３間の最大高潮時海岸線から10メートルを隔てた連結線及び基点５・６間、基点１３・
１４間、基点１５・１６間の最大高潮時海岸線から30メートルを隔てた連結線とによって囲まれた区域
　基点１　阿児町立神深い崎
　基点２　阿児町立神焼山の鼻
　基点３　阿児町立神大深江東鼻
　基点４　阿児町立神西山の大鼻
　基点５　阿児町立神ひらたの大鼻
　基点６　阿児町立神赤崎鼻
　基点７　阿児町立神みつわ南東角
　基点８　阿児町立神みつは北東角
　基点９　阿児町立神ハタケ尻東鼻
　基点10　阿児町立神たつぼ西鼻
　基点11　阿児町立神お頭び南鼻
　基点12　阿児町立神弁天崎
　基点13　阿児町立神金内田の鼻
　基点14　阿児町立神高崎
　基点15　阿児町立神大明神鼻
　基点16　阿児町立神小別当西鼻
　基点17　阿児町立神首掛鼻
　基点18　阿児町立神、大王町波切境界
　　　ア　１から277度00分 10メートルの点
　　　イ　１から193度00分 50メートルの点
　　　ウ　２から229度00分 40メートルの点
　　　エ　２から３見通し線上10メートルの点
　　　オ　３から２見通し線上10メートルの点
　　　カ　３から230度00分 60メートルの点
　　　キ　４から288度00分 30メートルの点
　　　ク　４から230度00分 35メートルの点
　　　ケ　５から214度00分 45メートルの点
　　　コ　５から202度00分 30メートルの点
　　　サ　６から179度00分 30メートルの点
　　　シ　６から150度00分 60メートルの点
　　　ス　６から 58度00分160メートルの点
　　　セ　７から125度00分 35メートルの点
　　　ソ　８から125度00分 30メートルの点
　　　タ　８から 26度20分 30メートルの点
　　　チ　８から 26度20分325メートルの点
　　　ツ　９から 95度00分の方位線と対岸との交点
　　　テ　９から10見通し線上 35メートルの点
　　　ト　10から９見通し線上 10メートルの点
　　　ナ　11から270度00分 10メートルの点
　　　ニ　12から300度00分 50メートルの点
　　　ヌ　12から197度00分 135ートルの点
　　　ネ　13から255度00分 40メートルの点
　　　ノ　13から214度00分 30メートルの点
　　　ハ　14から 26度00分 40メートルの点
　　　ヒ　14から318度00分 70メートルの点
　　　フ　15から255度00分 75メートルの点
　　　ヘ　15から255度00分 30メートルの点
　　　ホ　16から165度00分 30メートルの点
　　　マ　16から165度00分 80メートルの点
　　　ミ　16から116度00分115メートルの点
　　　ム　17から215度00分 40メートルの点
　　　メ　17から137度00分 45メートルの点
　　　モ　17から154度00分100メートルの点
　　　ヤ　17から127度00分145メートルの点
　　　ユ　17から 42度00分225メートルの点

立神 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

12月20日
から

平成30年
9月1日

第153号 翌年
3月20日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町立神地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、エ、基点３の各点を順次結ん
だ直線と基点１・３間の最大高潮時海岸線から30メート
ルを隔てた連結線とによって囲まれた区域
　基点１　阿児町立神亀田の谷中央の標柱
　基点２　阿児町立神亀田の鼻
　基点３　阿児町立神八呂崎
　　　ア　１から 22度00分200メートルの点
　　　イ　２から 53度00分165メートルの点
　　　ウ　２から 72度00分 95メートルの点
　　　エ　３から340度00分 60メートルの点

立神 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

12月20日
から

平成30年
9月1日

第154号 翌年
3月20日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町立神地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、エ、オ、基点６の各点を順次
結んだ直線及びカとキ、ケとコ、基点５とサを結んだ直
線並びに基点２・ク間の最大高潮時海岸線から10メート
ルを隔てた連結線と基点１・２間、ク・基点６間の最大
高潮時海岸線から30メートルを隔てた連結線とによって
囲まれた区域
　基点１　阿児町立神亀田の谷中央の標柱
　基点２　阿児町立神ありヶ渡鼻
　基点３　阿児町立神呼ヶ崎北鼻
　基点４　阿児町立神呼ヶ崎
　基点５　阿児町立神杓浦東の中鼻
　基点６　阿児町立神たたみ崎
　　　ア　１から 22度00分200メートルの点
　　　イ　２から 26度30分 90メートルの点
　　　ウ　２から307度00分 60メートルの点
　　　エ　４から292度00分110メートルの点
　　　オ　６から354度00分 80メートルの点
　　　カ　２から  0度00分 30メートルの点
　　　キ　２から  0度00分 10メートルの点
　　　ク　３から 50度00分の方位線と対岸との交点
　　　ケ　クから270度00分 10メートルの点
　　　コ　クから270度00分 30メートルの点
　　　サ　５から256度00分の方位線と対岸との交点

立神 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

12月20日
から

平成30年
9月1日

第155号 翌年
3月20日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町立神地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、基点３の各点を順次結んだ直
線と基点１・３間の最大高潮時海岸線から30メートルを
隔てた連結線とによって囲まれた区域
　基点１　阿児町立神たたみ崎
　基点２　阿児町立神そば浦の鼻
　基点３　阿児町立神深い崎
　　　ア　１から354度00分 80メートルの点
　　　イ　２から306度30分160メートルの点
　　　ウ　３から277度00分 75メートルの点

立神 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

12月20日
から

平成30年
9月1日

第156号 翌年
3月20日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町立神地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ　オ　カ　アの各点を順次結んだ直
線によって囲まれた区域
　基点１　阿児町立神深い崎
　基点２　阿児町立焼山の鼻
　　　ア　１から277度00分 10メートルの点
　　　イ　１から193度00分 50メートルの点
　　　ウ　２から229度00分 40メートルの点
　　　エ　２から229度00分135メートルの点
　　　オ　１から230度00分145メートルの点
　　　カ　１から277度00分 75メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

立神 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

12月20日
から

平成30年
9月1日

第157号 翌年
3月20日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町立神地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、基点２の各
点を順次結んだ直線と基点１・２間の最大高潮時海岸線
から10メートルを隔てた連結線とによって囲まれた区域
　基点１　阿児町立神焼山の鼻
　基点２　阿児町立神大深江の東鼻
　基点３　阿児町立神西山の大鼻
　　　ア　１から２見通し線上10メートルの点
　　　イ　１から229度00分 40メートルの点
　　　ウ　１から229度00分210メートルの点
　　　エ　３から228度00分135メートルの点
　　　オ　３から228度00分 30メートルの点
　　　カ　２から230度00分 60メートルの点
　　　キ　２から１見通し線上10メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

立神 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

12月20日
から

平成30年
9月1日

第158号 翌年
3月20日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町立神地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、エ、オ、基点２の各点を順次
結んだ直線と基点１・２間の最大高潮時海岸線から30
メートルを隔てた連結線とによって囲まれた区域
　基点１　阿児町立神ひらたの西鼻
　基点２　阿児町立神上ヶ原の鼻
　　　ア　１から202度00分 30メートルの点
　　　イ　１から214度00分 45メートルの点
　　　ウ　１から230度30分165メートルの点
　　　エ　１から207度30分300メートルの点
　　　オ　２から197度00分205メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

立神 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

12月20日
から

平成30年
9月1日

第159号 翌年
3月20日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町立神地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、アを順次結んだ直線に
よって囲まれた区域
　基点１　阿児町立神金内田の鼻
　基点２　阿児町立神弁天の鼻
　　　ア　１から207度00分 90メートルの点
　　　イ　１から207度00分580メートルの点
　　　ウ　２から214度00分415メートルの点
　　　エ　２から214度00分 30メートルの点
　　　オ　２から255度00分 40メートルの点
　　　カ　１から197度00分135メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

立神 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

12月20日
から

平成30年
9月1日

第160号 翌年
3月20日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町立神地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、基点４及びウ、エ、オ、カの各点
を順次結んだ直線と基点１・２間と基点３・４間の最大
高潮時海岸線から30メートルを隔てた連結線とによって
囲まれた区域
　基点１　阿児町立神金内田の鼻
　基点２　阿児町立神高崎
　基点３　阿児町立神大明神鼻
　基点４　阿児町立神大清戸浦奥堤防中央
　　　ア　１から214度00分415メートルの点
　　　イ　４から232度00分570メートルの点
　　　ウ　３から225度00分 30メートルの点
　　　エ　３から255度00分 75メートルの点
　　　オ　２から318度00分 70メートルの点
　　　カ　２から 26度00分 40メートルの点

立神 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

12月20日
から

平成30年
9月1日

第161号 翌年
3月20日
まで

立神 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町立神地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、エ、オ、基点５の各点を順次
結んだ直線と基点１・５間の最大高潮時海岸線から30
メートルを隔てた連結線とによって囲まれた区域
　基点１　阿児町立神大清戸浦奥堤防中央
　基点２　阿児町立神ちょうちん鼻
　基点３　阿児町立神宮ヶ崎
　基点４　阿児町立神宮ヶ崎の東鼻
　基点５　阿児町立神藤四郎岸の標柱
　　　ア　１から232度00分570メートルの点
　　　イ　２から190度00分130メートルの点
　　　ウ　３から235度00分115メートルの点
　　　エ　４から175度00分 80メートルの点
　　　オ　５から111度00分 95メートルの点



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

12月20日
から

平成30年
9月1日

第162号 翌年
3月20日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町立神地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、基点２の各点を順次結んだ直
線と基点１・２間の最大高潮時海岸線から30メートルを
隔てた連結線とによって囲まれた区域
　基点１　阿児町立神藤四郎岸の標柱
　基点２　阿児町立神小別当西鼻
　　　ア　１から111度00分 95メートルの点
　　　イ　２から165度00分 95メートルの点
　　　ウ　２から165度00分 30メートルの点

立神 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり・
もずく
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第163号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町立神土井ヶ原島地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ、コ、サ、シ、ス、
セ、ソ、タ、チ、ツ、アの各点を順次結んだ直線及び土井ヶ原島
の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　阿児町立神土井ヶ原島竹ノ筒鼻
　基点２　阿児町立神かれ松島東鼻
　基点３　阿児町立神土井ヶ原島そうとう浦の中鼻
　基点４　阿児町立神土井ヶ原島武吉鼻
　基点５　阿児町立神土井ヶ原島ぶき鼻
　基点６　阿児町立神土井ヶ原島汐早の北鼻
　基点７　阿児町立神土井ヶ原島中の通り東鼻
　基点８　阿児町立神土井ヶ原島中の通り中鼻
　基点９　阿児町立神土井ヶ原島中の通り西鼻
　基点１０阿児町立神土井ヶ原島柳崎
　基点１１阿児町立神土井ヶ原島かなとこ鼻
　　　ア　１から 55度00分 20メートルの点
　　　イ　２から 61度00分 10メートルの点
　　　ウ　２から161度00分 25メートルの点
　　　エ　３から223度00分 75メートルの点
　　　オ　４から 60度00分 10メートルの点
　　　カ　５から 75度00分 40メートルの点
　　　キ　６から111度00分 75メートルの点
　　　ク　６から197度00分 25メートルの点
　　　ケ　６から279度00分 45メートルの点
　　　コ　７から125度00分 50メートルの点
　　　サ　７から293度30分 50メートルの点
　　　シ　８から 99度00分 80メートルの点
　　　ス　９から256度00分 75メートルの点
　　　セ　10から257度00分 10メートルの点
　　　ソ　10から327度00分 35メートルの点
　　　タ　10から 61度00分110メートルの点
　　　チ　11から310度00分 10メートルの点
　　　ツ　１から280度00分 25メートルの点

立神 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

12月20日
から

平成30年
9月1日

第164号 翌年
3月20日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町立神土井ケ原島地先、天童島地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、アの各点を順次結ん
だ直線とによって囲まれた区域
　基点１　阿児町立神土井ヶ原島武吉鼻
　基点２　阿児町立神土井ヶ原島ぶき鼻
　基点３　阿児町立神大鼻
　基点４　阿児町立神天童島たまの木の鼻
　基点５　阿児町立神土井ヶ原島汐早の北鼻
　　　ア　１から 80度00分115メートルの点
　　　イ　１から 84度00分200メートルの点
　　　ウ　２から110度00分140メートルの点
　　　エ　３から212度00分125メートルの点
　　　オ　４から 80度30分260メートルの点
　　　カ　５から111度00分 75メートルの点
　　　キ　２から 75度00分 40メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

立神 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり・
もずく
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第165号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町立神天童島地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ、コ、サ、シ、ス、セ、ソ、タ、チ、ツ、テ、ト、ナ、ニ、ヌ、ネ、ノ、ハ、ヒ
の各点、フ、ヘ、ホ、基点16の各点、基点17、マ、ミ、ム、メ、モ、ヤ、ユ、ヨ、基点24の各点を順次結んだ直線、基点１・９・
10・24間の天童島の最大高潮時海岸線、基点16・15・17の小天童島の最大高潮時海岸線及び基点13・14間の最大高潮時海岸線から10
メートルを隔てた連結線とによって囲まれた区域
　基点１　阿児町立神天童島鰻通り北鼻
　基点２　阿児町立神天童島切れ途の鼻
　基点３　阿児町立神天童島立崎東崎
　基点４　阿児町立神天童島立崎
　基点５　阿児町立神天童島宗吉鼻
　基点６　阿児町立神天童島かき鼻
　基点７　阿児町立神天童島汐早の南鼻
　基点８　阿児町立神天童島たまの木鼻
　基点９　阿児町立神天童島長瀬鼻
　基点10　阿児町立神天童島ごげん所鼻
　基点11　阿児町立神天童島大崎北鼻
　基点12　阿児町立神天童島大崎
　基点13　阿児町立神天童島三番鼻
　基点14　阿児町立神天童島幸助鼻
　基点15　阿児町立神小天童島北東鼻
　基点16　阿児町立神小天童島東鼻
　基点17　阿児町立神小天童島南鼻
　基点18　阿児町立神天童島七栗鼻
　基点19　阿児町立神天童島七栗の西鼻
　基点20　阿児町立神天童島くすぼ浦の西鼻
　基点21　阿児町立神天童島くすぼ鼻東鼻
　基点22　阿児町立神天童島くすぼ鼻
　基点23　阿児町立神天童島くすぼ鼻北鼻
　基点24　阿児町立神天童島鰻通りの鼻
　　　ア　１から341度00分 50メートルの点
　　　イ　２から301度00分 25メートルの点
　　　ウ　３から176度00分 25メートルの点
　　　エ　４から180度00分 80メートルの点
　　　オ　４から249度00分 50メートルの点
　　　カ　４から298度00分 75メートルの点
　　　キ　４から 56度00分 65メートルの点
　　　ク　５から271度00分 75メートルの点
　　　ケ　５から358度00分 35メートルの点
　　　コ　６から 10度00分 25メートルの点
　　　サ　６から 77度00分 85メートルの点
　　　シ　７から319度00分140メートルの点
　　　ス　７から312度00分 85メートルの点
　　　セ　７から289度00分 75メートルの点
　　　ソ　８から 62度00分 55メートルの点
　　　タ　８から 99度00分120メートルの点
　　　チ　９から259度00分105メートルの点
　　　ツ　９から  9度00分 60メートルの点
　　　テ　９から 70度00分 55メートルの点
　　　ト　10から267度00分 95メートルの点
　　　ナ　10から 53度00分160メートルの点
　　　ニ　11から  9度00分 45メートルの点
　　　ヌ　11から117度00分 95メートルの点
　　　ネ　12から 56度30分 25メートルの点
　　　ノ　12から164度00分 30メートルの点
　　　ハ　13から180度00分 25メートルの点
　　　ヒ　13から180度00分 10メートルの点
　　　フ　14から15見通し線上 10メートルの点
　　　ヘ　14から15見通し線上 60メートルの点
　　　ホ　16から 86度30分 20メートルの点
　　　マ　18から152度00分 75メートルの点
　　　ミ　18から196度00分 70メートルの点
　　　ム　19から180度00分 10メートルの点
　　　メ　20から125度00分 10メートルの点
　　　モ　21から123度00分 35メートルの点
　　　ヤ　22から241度00分 50メートルの点
　　　ユ　23から214度00分 40メートルの点
　　　ヨ　23から259度20分 20メートルの点

立神 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第166号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町神明やきの崎地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、エ及びオ、カ、キ、ク、ケ、
コの各点を順次結んだ直線、サとシ及びスと基点8を結
んだ直線、基点１・８間の最大高潮時海岸線並びに基点
２・３間、基点５・６間、基点７・８間の最大高潮時海
岸線から10メートルを隔てた連結線とによって囲まれた
区域
　基点１　阿児町神明、同町鵜方境界
　基点２　阿児町神明やきの崎洲の鼻
　基点３　阿児町神明天ヶ崎西鼻
　基点４　阿児町神明天ヶ崎
　基点５　阿児町神明天ヶ崎東鼻
　基点６　阿児町神明やきの崎そわ
　基点７　阿児町神明寺川原奥の北鼻
　基点８　阿児町神明寺川原芝の西鼻
　　　ア　１から255度00分 25メートルの点
　　　イ　１から195度00分 70メートルの点
　　　ウ　２から227度00分 40メートルの点
　　　エ　２から125度50分 10メートルの点
　　　オ　３から247度00分 10メートルの点
　　　カ　３から247度00分 35メートルの点
　　　キ　４から205度00分 50メートルの点
　　　ク　４から141度00分 45メートルの点
　　　ケ　５から 90度00分 25メートルの点
　　　コ　５から 90度00分 10メートルの点
　　　サ　６から７見通し線上 10メートルの点
　　　シ　７から６見通し線上 10メートルの点
　　　ス　８から250度00分 10メートルの点

神明 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

12月25日
から

平成30年
9月1日

第167号 翌年
3月15日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町神明天ヶ崎地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、アの各点を順次
結んだ直線によって囲まれた区域
　基点１　阿児町神明天ヶ崎
　基点２　阿児町神明天ヶ崎西鼻
　基点３　阿児町神明やきの崎洲の鼻
　　　ア　１から 96度00分 38メートルの点
　　　イ　１から 96度00分 90メートルの点
　　　ウ　１から142度30分155メートルの点
　　　エ　３から123度00分195メートルの点
　　　オ　２から247度00分185メートルの点
　　　カ　２から247度00分 35メートルの点
　　　キ　１から205度00分 50メートルの点
　　　ク　１から141度00分 45メートルの点

神明 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第168号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町神明寺川原地先

漁場区域
次の基点１とア、イと基点２を結んだ直線、基点１・２
間の最大高潮時海岸線及び点１・２間の最大高潮時海岸
線から20メートルを隔てた連結線とによって囲まれた区
域
　基点１　阿児町神明かがみゆわの鼻
　基点２　阿児町神明さいべの鼻
　　　ア　１から161度00分 20メートルの点
　　　イ　２から170度00分 20メートルの点

神明 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第169号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町神明中田地先

漁場区域
次の基点１とア、イと基点２を結んだ直線、基点１・２
間の最大高潮時海岸線及び点１・２間の最大高潮時海岸
線から10メートルを隔てた連結線とによって囲まれた区
域
　基点１　阿児町神明中田ぐみが崎東鼻
　基点２　阿児町神明中田ぐみが崎西鼻
　　　ア　１から175度00分 10メートルの点
　　　イ　２から185度00分 10メートルの点

神明 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第170号 翌年
6月30日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町神明前方地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、基点３の各点を順次結んだ直
線及び基点１・３間の最大高潮時海岸線とによって囲ま
れた区域
　基点１　阿児町神明西口広場西角
　基点２　阿児町神明かまだ南の鼻
　基点３　阿児町神明賢島橋北詰西端
　　　ア　１から200度00分  20メートルの点
　　　イ　１から237度15分 232メートルの点
　　　ウ　２から245度00分  25メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

神明 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第171号 翌年
6月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町神明賢島地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケの各
点を順次結んだ直線及び基点１・ケ間の最大高潮時海岸
線とによって囲まれた区域
　基点１　阿児町神明賢島橋南詰西端
　基点２　阿児町神明でんべ
　基点３　阿児町神明賢島えびすの鼻
　基点４　阿児町神明えびす島北鼻
　基点５　阿児町神明賢島はぎ鼻
　基点６　阿児町神明寺川原一番の鼻
　　　ア　２から100度00分 80メートルの点
　　　イ　３から 33度00分156メートルの点
　　　ウ　４から 63度00分 55メートルの点
　　　エ　４から333度00分 30メートルの点
　　　オ　５から350度00分 10メートルの点
　　　カ　５から303度00分 20メートルの点
　　　キ　６から135度00分125メートルの点
　　　ク　６から170度00分 95メートルの点
　　　ケ　６から170度00分の方位線と陸岸との交点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

神明 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第172号 翌年
6月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町神明賢島地先

漁場区域
次の基点１とア、イとウ、エとオ、基点３と基点４、カ
と基点５を結んだ直線、基点１・５間の最大高潮時海岸
線、基点１・イ間の最大高潮時海岸線から10メートルを
隔てた連結線、イ・基点２間と基点４・基点５間の最大
高潮時海岸線から20メートルを隔てた連結線、基点２・
基点３間の最大高潮時海岸線から30メートルを隔てた連
結線とによって囲まれた区域
　基点１　阿児町神明賢島いどがたに西の鼻
　基点２　阿児町神明賢島宝生の鼻
　基点３　阿児町神明賢島船かくし北鼻
　基点４　阿児町神明賢島船かくし南鼻
　基点５　阿児町神明賢島あぶねよいこの鼻東鼻
　　　ア　1から349度00分　10メートルの点
　　　イ　1から246度00分　74メートルの点
　　　ウ　1から251度45分　77メートルの点
　　　エ　2から270度00分　20メートルの点
　　　オ　2から270度00分　30メートルの点
　　　カ　4から180度00分　20メートルの鼻

神明 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第173号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町神明賢島地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、基点２の各点を順次結んだ直線と
基点１・２間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区
域
　基点１　阿児町神明賢島おもたの荷揚場東角
　基点２　阿児町神明賢島おもた西の鼻
　　　ア　１から210度10分 20メートルの点
　　　イ　２から210度10分 20メートルの点

神明 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第174号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町神明賢島地先

漁場区域
次の基点１とア、基点２とイを結んだ直線、基点１・２
間の最大高潮時海岸線及びア・イ間の最大高潮時海岸線
から10メートルを隔てた連結線とによって囲まれた区域
　基点１　阿児町神明釜鼻東端
　基点２　阿児町神明山勝工場東端
　　　ア　１から135度00分10メートルの点
　　　イ　２から263度30分10メートルの点

神明 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第175号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町神明賢島地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク及びケ、
コ、サ、シ、ス、セ、基点９の各点を順次結んだ直線、
基点１・９間の最大高潮時海岸線及び基点５・７間の最
大高潮時海岸線から10メートルを隔てた連結線とによっ
て囲まれた区域
　基点１　阿児町神明賢島通りの鼻
　基点２　阿児町神明賢島西がもの鼻
　基点３　阿児町神明賢島土取の鼻
　基点４　阿児町神明賢島土取の浦基標
　基点５　阿児町神明賢島赤島の鼻
　基点６　阿児町神明賢島ちどりの東鼻
　基点７　阿児町神明賢島ちどりの西鼻
　基点８　阿児町神明賢島ほうが崎
　基点９　阿児町神明賢島たいこ鼻
　　　ア　２から 53度00分 40メートルの点
　　　イ　３から 80度00分 40メートルの点
　　　ウ　３から180度00分 20メートルの点
　　　エ　４から 78度00分 10メートルの点
　　　オ　４から150度00分 45メートルの点
　　　カ　５から149度00分 65メートルの点
　　　キ　５から187度00分 65メートルの点
　　　ク　５から240度00分 20メートルの点
　　　ケ　７から６見通し線上10メートルの点
　　　コ　７から155度00分 90メートルの点
　　　サ　８から137度00分 70メートルの点
　　　シ　８から256度00分 45メートルの点
　　　ス　８から302度00分 35メートルの点
　　　セ　９から192度00分 25メートルの点

神明 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

12月25日
から

平成30年
9月1日

第176号 翌年
3月15日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町神明賢島地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ、コ、サ、シ、ス、
セ、ソ、タ、チ、アの各点を順次結んだ直線と弁天島の最大高潮
時海岸線から20メートルを隔てた連結線とによって囲まれた区域
　基点１　阿児町神明前方あぶしの鼻東鼻
　基点２　阿児町神明前方あぶしの鼻
　基点３　阿児町神明うちこえの鼻
　基点４　阿児町神明里中しし鼻
　基点５　阿児町神明賢島西がもの鼻
　基点６　阿児町神明賢島土取の鼻
　基点７　阿児町神明賢島土取の浦基標
　基点８　阿児町神明賢島赤島の鼻
　基点９　阿児町神明賢島ちどりの東鼻
　基点10　阿児町神明賢島ちどりの西鼻
　基点11　阿児町神明賢島ほうが崎
　　　ア　１から180度00分135メートルの点
　　　イ　１から180度00分 60メートルの点
 　　 ウ　２から188度30分 65メートルの点
　　　エ　３から195度00分 50メートルの点
 　　 オ　４から175度00分 25メートルの点
　　　カ　５から 53度00分 40メートルの点
　　　キ　６から 80度00分 40メートルの点
　　　ク　６から180度00分 20メートルの点
　　　ケ　７から 78度00分 10メートルの点
　　　コ　７から150度00分 45メートルの点
　　　サ　８から149度00分 65メートルの点
　　　シ　８から187度00分 65メートルの点
 　　 ス　８から254度00分 80メートルの点
　　　セ　10から９見通し線上 10メートルの点
 　　 ソ　10から155度00分 90メートルの点
　　　タ　11から137度00分 70メートルの点
　　　チ　11から160度00分135メートルの点

神明 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第177号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町神明弁天島地先

漁場区域
弁天島の最大高潮時海岸線と弁天島の最大高潮時海岸線
から20メートルを隔てた連結線とによって囲まれた区域

神明 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第178号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町神明里中地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、基点２の各点を順次結んだ直線と
基点１・２間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区
域
　基点１　阿児町神明里中しし鼻
　基点２　阿児町神明賢島橋東詰南端
　　　ア　１から175度00分 25メートルの点
　　　イ　２から228度00分 70メートルの点

神明 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第179号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町神明里中地先

漁場区域
次の基点１とア、イと基点２を結んだ直線、基点１・２
間の最大高潮時海岸線及び基点１・２間の最大高潮時海
岸線から10メートルを隔てた連結線とによって囲まれた
区域
　基点１　阿児町神明うちこえの鼻東鼻
　基点２　阿児町神明うちこえの鼻西鼻
　　　ア　１から180度00分 10メートルの点
　　　イ　２から338度00分 10メートルの点

神明 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第180号 翌年
6月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町神明前方あぶしの鼻地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウの各点を順次結んだ直線、エと
オを結んだ直線、基点１・オ間の最大高潮時海岸線及び
基点２・オ間の最大高潮時海岸線から10メートルを隔て
た連結線とによって囲まれた区域
　基点１　阿児町神明前方黒島の鼻
　基点２　阿児町神明前方あぶしの鼻東鼻
　　　ア　1から175度00分75メートルの点
　　　イ　2から180度00分60メートルの点
　　　ウ　2から180度00分10メートルの点
　　　エ　2から277度00分65メートルの点
　　　オ　2から287度15分64メートルの点

神明 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第181号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町神明地先

漁場区域
次の基点１とア、基点２とイを結んだ直線、基点１・２
間の最大高潮時海岸線及び基点１・２間の最大高潮時海
岸線から10メートルを隔てた連結線とによって囲まれた
区域
　基点１　阿児町神明しょうずくの原
　基点２　阿児町神明つつが谷東鼻
　　　ア　１から 15度00分 10メートルの点
　　　イ　２から195度00分 10メートルの点

神明 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第182号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町神明地先

漁場区域
次の基点２、ア、イ、ウ、エ、オ、基点４の各点を順次
結んだ直線と基点２・４間の最大高潮時海岸線とによっ
て囲まれた区域
　基点１　阿児町神明里中うおむら崎
　基点２　阿児町神明源蔵の鼻
　基点３　阿児町神明高崎の鼻
　基点４　阿児町神明中山いけすの鼻
　　　ア　２から３見通し線上20メートルの点
　　　イ　２から 88度00分225メートルの点
　　　ウ　３から 15度00分 15メートルの点
　　　エ　４から 77度00分105メートルの点
　　　オ　４から１見通し線上40メートルの点

神明 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第183号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町神明中山地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、エ、基点２の各点を順次結ん
だ直線と基点１・２間の最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
　基点１　阿児町神明田尻の鼻
　基点２　阿児町神明前網の鼻
　　　ア　１から174度00分 40メートルの点
　　　イ　２から120度00分235メートルの点
　　　ウ　２から 99度00分195メートルの点
　　　エ　２から177度00分 55メートルの点

神明 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第184号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町神明枯島地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウの各点を順次結んだ直線、エと
オを結んだ直線、基点１・オ間の最大高潮時海岸線及び
基点２・オ間の最大高潮時海岸線から10メートルを隔て
た連結線とによって囲まれた区域
　基点１　阿児町神明枯島東鼻
　基点２　阿児町神明枯島西鼻
　基点３　阿児町神明枯島南鼻
　　　ア　１から350度00分 15メートルの点
　　　イ　２から  4度00分 30メートルの点
　　　ウ　２から340度00分 10メートルの点
 　　 エ　３から 79度00分 50メートルの点
 　　 オ　３から 68度00分の方位線と対岸との交点

神明 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

12月25日
から

平成30年
9月1日

第185号 翌年
3月15日
まで

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町神明多徳島、同横山島地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、アの各点を
順次結んだ直線によって囲まれた区域
　基点１　阿児町神明多徳島みか鼻
　基点２　阿児町神明横山島よもがもの鼻
　基点３　阿児町神明横山島蝦がかりの鼻
　　　ア　１から354度20分 30メートルの点
　　　イ　２から　6度20分150メートルの点
　　　ウ　３から 32度20分140メートルの点
　　　エ　３から 40度20分 95メートルの点
　　　オ　２から 28度20分 80メートルの点
　　　カ　１から 96度00分100メートルの点
　　　キ　１から354度20分 10メートルの点

神明



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第186号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町神明横山島地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、エ、オ、基点３の各点を順次
結んだ直線と基点１・３間の最大高潮時海岸線とによっ
て囲まれた区域
　基点１　阿児町神明横山島ひのきの西鼻
　基点２　阿児町神明横山島よもがもの鼻
　基点３　阿児町神明横山島じょうの浦西鼻
　　　ア　１から 23度00分 15メートルの点
　　　イ　２から345度00分 25メートルの点
　　　ウ　２から258度00分125メートルの点
　　　エ　３から255度00分 90メートルの点
　　　オ　３から189度00分 35メートルの点

神明 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第187号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町神明横山島地先

漁場区域
次の基点１とア、基点２とイを結んだ直線、基点１・２
間の最大高潮時海岸線及び基点１・２間の最大高潮時海
岸線から10メートルを隔てた連結線とによって囲まれた
区域
　基点１　阿児町神明横山島坂口真珠工場境界
　基点２　阿児町神明横山島貝塚鼻の基標
　　　ア　１から307度00分10メートルの点
　　　イ　２から242度30分10メートルの点

神明 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第188号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町神明びしゃご島地先

漁場区域
びしゃご島の最大高潮時海岸線とびしゃご島の最大高潮
時海岸線から15メートルを隔てた連結線とによって囲ま
れた区域

神明 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第189号 翌年
5月31日
まで

神明 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町神明多徳島地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、エ、オ、カ、基点３の各点を
順次結んだ直線と基点１・２・３間の最大高潮時海岸線
とによって囲まれた区域
　基点１　阿児町神明多徳島東側突堤基部
　基点２　阿児町神明多徳島東鼻
　基点３　阿児町神明多徳島みか鼻
　　　ア　１から180度00分 20メートルの点
　　　イ　１から136度00分 30メートルの点
　　　ウ　２から 95度00分 15メートルの点
　　　エ　２から320度00分 65メートルの点
　　　オ　３から 96分30分110メートルの点
　　　カ　３から354度20分 10メートルの点



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第190号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町鵜方たちめ地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、エ、基点３の各点を順次結ん
だ直線及び基点１・３間の最大高潮時海岸線とによって
囲まれた区域
　基点１　阿児町鵜方、同町神明境界から北へ５メート
ルの基標
　基点２　阿児町鵜方やきの崎西鼻
　基点３　阿児町鵜方やきの崎作業場南角
　　　ア　１から337度00分 50メートルの点
　　　イ　２から205度15分 25メートルの点
　　　ウ　２から338度00分 30メートルの点
　　　エ　３から338度00分 20メートルの点

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

鵜方



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

12月15日
から

平成30年
9月1日

第191号 翌年
3月20日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町鵜方たちめ地先

漁場区域
次のア、イ、基点２、ウ、エ、オ、カ、キ、アの各点を
順次結んだ直線によって囲まれた区域
　基点１　阿児町鵜方たちめ鼻
　基点２　阿児町鵜方たちめ丸山の鼻
　基点３　阿児町鵜方あこうちばの鼻
　　　ア　２から350度00分 40メートルの点
　　　イ　３から345度00分 40メートルの点
　　　ウ　３から222度00分180メートルの点
　　　エ　３から242度30分295メートルの点
　　　オ　３から276度00分260メートルの点
　　　カ　３から288度00分 70メートルの点
　　　キ　１から217度00分 40メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

鵜方 平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第192号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町鵜方たちめ地先

漁場区域
次の基点１と基点２、基点３とアを結んだ直線、基点
１・３間の最大高潮時海岸線及び基点２・３間の最大高
潮時海岸線から30メートルを隔てた連結線とによって囲
まれた区域
　基点１　阿児町鵜方たちめの西岡の鼻
　基点２　阿児町鵜方たちめの中世古の鼻
　基点３　阿児町鵜方かまもり鼻
　　　ア　３から210度00分 30メートルの点

鵜方 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

12月15日
から

平成30年
9月1日

第193号 翌年
3月20日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町鵜方地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、アの各点を順次結んだ直
線によって囲まれた区域
　基点１　阿児町鵜方渦見潟の鼻
　基点２　阿児町鵜方うきしまの鼻
　　　ア　１から260度00分 40メートルの点
　　　イ　１から167度00分 45メートルの点
　　　ウ　２から319度00分 40メートルの点
　　　エ　２から270度00分 35メートルの点
　　　オ　２から270度00分 93メートルの点
　　　カ　１から260度00分110メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

鵜方 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第194号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町鵜方地先

漁場区域
次の基点１とアを結んだ直線、基点２、ウ、イの各点を
順次結んだ直線及び基点１・２間とア・イ間の最大高潮
時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　阿児町鵜方トセンボ南の鼻
　基点２　阿児町鵜方かまもり鼻
　　　ア　１から270度00分の方位線と対岸との交点
　　　イ　２から345度00分の方位線と対岸との交点
　　　ウ　２から270度00分 75メートルの点

鵜方 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第195号 翌年
5月31日
まで

鵜方 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町鵜方大和田地先

漁場区域
次の基点１とア、基点２とイを結んだ直線、基点１・２
間の最大高潮時海岸線から30メートルを隔てた連結線及
び基点１・イ間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた
区域
　基点１　阿児町鵜方えびすの西鼻
　基点２　阿児町鵜方黒崎西鼻
　　　ア　１から 17度30分 30メートルの点
　　　イ　２から  4度00分の方位線と対岸との交点



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第196号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町鵜方よぼし地先

漁場区域
次の基点２とア、基点４と基点５、基点８とオを結んだ
直線、イ、ウ、エの各点を順次結んだ直線、基点２・６
間の最大高潮時海岸線、点２・３間の最大高潮時海岸線
から20メートルを隔てた連結線及び基点５・６間の最大
高潮時海岸線から10メートルを隔てた連結線とによって
囲まれた区域
　基点１　阿児町鵜方金平谷の東鼻
　基点２　阿児町鵜方どんどおちの鼻
　基点３　阿児町鵜方福川原東の鼻
　基点４　阿児町鵜方福川原西の鼻
　基点５　浜島町迫子塔ヶ崎北鼻
　基点６　浜島町迫子塔ヶ崎
　基点７　浜島町鵜方滑島北鼻
　基点８　阿児町鵜方滑島南鼻
　　　ア　２から１見通し線上 20メートルの点
　　　イ　３から165度００分 25メートルの点
　　　ウ　３から７見通し線上15メートルの点
　　　エ　４から５見通し線上10メートルの点
　　　オ　６から８見通し線上10メートルの点

鵜方 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

12月15日
から

平成30年
9月1日

第197号 翌年
3月20日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町鵜方福川原地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、エ、オの各点を順次結んだ直
線、基点３と基点４を結んだ直線、基点１・３間の最大
高潮時海岸線から10メートルを隔てた連結線及び基点
４・５間の最大高潮時海岸線から20メートルを隔てた連
結線とによって囲まれた区域
　基点１　阿児町鵜方しし鼻北鼻
　基点２　阿児町鵜方しし鼻
　基点３　阿児町鵜方金平谷の東鼻
　基点４　阿児町鵜方どんどおちの鼻
　基点５　阿児町鵜方福川原東の鼻
　基点６　阿児町鵜方滑島北鼻
　基点７　阿児町鵜方滑島ほそい鼻
　　　ア　２から 92度00分240メートルの点
　　　イ　７から 53度00分 20メートルの点
　　　ウ　６から332度00分 20メートルの点
　　　エ　５から６見通し線上15メートルの点
　　　オ　５から165度00分 25メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

鵜方 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第198号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市阿児町鵜方滑島地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オの各点を順次結んだ直線、滑島
の最大高潮時海岸線及び基点１・４・３間の最大高潮時
海岸線から20メートルを隔てた連結線とによって囲まれ
た区域
　基点１　阿児町鵜方滑島北鼻
　基点２　阿児町鵜方滑島ほそい鼻
　基点１　阿児町鵜方滑島東鼻
　基点２　阿児町鵜方滑島南鼻
　　　ア　１から332度00分20メートルの点
　　　イ　２から 53度00分20メートルの点
　　　ウ　３から  0度00分80メートルの点
　　　エ　３から 90度00分10メートルの点
　　　オ　３から 90度00分20メートルの点

鵜方 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第199号 翌年
6月15日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市大王町波切志坂地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、エ、基点５の各点を順次結ん
だ直線と基点１・５間の最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
　基点１　阿児町、大王町波切境界
　基点２　大王町波切旧ゼンヤ鼻
　基点３　大王町波切三又鼻
　基点４　大王町波切おぐらの鼻
　基点５　大王町波切船越鼻
　　　ア　２から308度00分120メートルの点
　　　イ　３から311度00分145メートルの点
　　　ウ　４から351度00分 95メートルの点
　　　エ　４から330度00分 30メートルの点

波切 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

公示番号

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第200号 翌年
6月15日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市大王町波切地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケの各
点を順次結んだ直線と基点１・ケ間の最大高潮時海岸線
とによって囲まれた区域
　基点１　大王町波切黒崎東鼻
　基点２　大王町波切黒崎西鼻
　基点３　大王町波切横山鼻
　基点４　大王町波切マナイタ浦東鼻
　基点５　阿児町立神首切鼻東鼻
　　　ア　１から 25度00分 20メートルの点
　　　イ　２から　0度00分 20メートルの点
　　　ウ　２から239度00分 60メートルの点
　　　エ　２から282度00分640メートルの点
　　　オ　３から 94度00分 80メートルの点
　　　カ　３から330度00分 55メートルの点
　　　キ　５から111度00分160メートルの点
　　　ク　４から310度20分 55メートルの点
　　　ケ　４から153度00分の方位線と対岸との交点

波切 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第201号 翌年
6月15日
まで

公示番号 存続期間
免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

漁場の位置
志摩市大王町波切首切りの鼻地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、基点１の各点を順次結んだ直
線によって囲まれた区域
　基点１　大王町波切首切鼻東鼻
　　　ア　１から240度00分80メートルの点
　　　イ　１から256度30分90メートルの点
　　　ウ　１から335度00分30メートルの点

波切 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第202号 翌年
6月15日
まで

漁場の位置
志摩市大王町波切首切りの鼻地先

漁場区域
次のアとイを結んだ直線、エ、オ、カ、基点２の各点を
順次結んだ直線、基点２・ア間の最大高潮時海岸線及び
基点１・ウ間の最大高潮時海岸線から10メートルを隔て
た連結線とによって囲まれた区域
　基点１　大王町波切首切南鼻
　基点２　大王町波切、同町船越境界
　　　ア　１から 34度20分の方位線と対岸との交点
　　　イ　１からア見通し線上10メートルの点
　　　ウ　２から342度00分の方位線と対岸との交点
　　　エ　ウから205度00分10メートルの点
　　　オ　ウから205度00分55メートルの点
　　　カ　２から279度20分45メートルの点

波切 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第203号 翌年
6月15日
まで

大王船越 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市大王町船越大谷浦地先

漁場区域
次の基点１とア、イとウ、エと基点４を結んだ直線、基
点１・４間の最大高潮時海岸線及び基点１・２間、ウ・
エ間の最大高潮時海岸線から30メートルを隔てた連結線
とによって囲まれた区域
　基点１　大王町波切、同町船越の境界
　基点２　大王町船越大谷浦万次郎屋田の石垣西端
　基点３　大王町船越大谷浦の中鼻
　基点４　大王町船越大谷浦の西鼻
　　　ア　１から279度20分30メートルの点
　　　イ　２から３見通し線上30メートルの点
　　　ウ　３から２見通し線上30メートルの点
　　　エ　３から４見通し線上30メートルの点



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第204号 翌年
6月15日
まで

漁場の位置
志摩市大王町船越利吉谷地先

漁場区域
次の基点１とア、イとウ、基点３とエを結んだ直線、基
点１・３間の最大高潮時海岸線及び基点１・３間の最大
高潮時海岸線から60メートルを隔てた連結線とによって
囲まれた区域
　基点１　大王町船越利吉谷北鼻
　基点２　大王町船越源兵衛田の鼻
　基点３　大王町船越大谷浦の西鼻
　基点４　大王町船越大谷浦の中鼻
　基点５　志摩町布施田兎山島中鼻
　　　ア　１から297度00分60メートルの点
　　　イ　２から５見通し線上60メートルの点
　　　ウ　２から330度00分60メートルの点
　　　エ　３から４見通し線上60メートルの点

大王船越 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

11月1日
から

平成30年
9月1日

第205号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市大王町船越利吉谷地先

漁場区域
次のアとイを結んだ直線、基点１・２間の最大高潮時海
岸線から60メートルを隔てた連結線とによって囲まれた
区域
　基点１　大王町船越利吉谷北鼻
　基点２　大王町船越仙右ヱ門鼻
　　　ア　１から297度00分60メートルの点
　　　イ　２から167度00分60メートルの点

大王船越 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第206号 翌年
6月15日
まで

大王船越 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市大王町船越利吉谷地先

漁場区域
次の基点１とア、イとウ、コとサ、シとス、セと基点８
を結んだ直線、エ、オ、カ、キ、クの各点を順次結んだ
直線、基点１・８間の最大高潮時海岸線及び基点１・２
間、基点３・４・ケ間、基点６・７間の最大高潮時海岸
線から30メートルを隔てた連結線並びに基点７・８間の
最大高潮時海岸線から10メートルを隔てた連結線とに
よって囲まれた区域
　基点１　大王町船越利吉谷南鼻の標柱
　基点２　大王町船越りん八浦北鼻監視所下
　基点３　大王町船越もっぱ浦北鼻
　基点４　大王町船越立ヶ崎
　基点５　大王町船越フグ浦北の中鼻
　基点６　大王町船越フグ浦南の中鼻（松の木）
　基点７　大王町船越大鼻の標柱
　基点８　大王町船越忠兵衛鼻の標柱
　　　ア　１から289度00分 30メートルの点
　　　イ　２から３見通し線上 30メートルの点
　　　ウ　３から２見通し線上 30メートルの点
　　　エ　４から286度00分 30メートルの点
　　　オ　４から307度00分110メートルの点
　　　カ　４から297度00分140メートルの点
　　　キ　４から250度00分110メートルの点
　　　ク　４から225度00分 30メートルの点
　　　ケ　５から最大高潮時海岸線沿いに東へ20
　　　　　メートルの点
　　　コ　ケから６見通し線上 30メートルの点
　　　サ　６からケ見通し線上 30メートルの点
　　　シ　７から174度00分 30メートルの点
　　　ス　７から174度00分 10メートルの点
　　　セ　８から174度00分 10メートルの点



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第207号 翌年
6月30日
まで

漁場の位置
志摩市大王町船越水ヶ浦
漁場区域
次の基点１とア、イとウ、エと基点４を結んだ直線、基
点１・４間の最大高潮時海岸線及び基点１・２間、基点
３・４間の最大高潮時海岸線から２０メートルを隔てた
連結線とによって囲まれた区域

基点１　大王町船越忠兵衛鼻の標柱
基点２　大王町船越山崎萬一郎作業場石垣の南角
基点３　大王町船越伊藤金弥作業場石垣の北角
基点４　大王町船越赤崎
　ア　1から174度00分20メートルの点
　イ　2から3見通し線上20メートルの点
　ウ　3から2見通し線上20メートルの点
　エ　4から179度00分20メートルの点

大王船越 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第208号 翌年
6月30日
まで

漁場の位置
志摩市大王町船越赤崎地先、野田地先

漁場区域
次の点アとイ、ウと基点２を結ぶ直線、アと基点２間の
最大高潮時海岸線及びアと基点２間の最大高潮時海岸線
から20メートルを隔てた連結線とによって囲まれた区域

基点１　大王町船越宗四郎の鼻
基点２　大王町船越北村清毅作業場石垣の東角
　ア　1から271度00分303メートルの点
　イ　1から266度30分301メートルの点
　ウ　2から165度00分20メートルの点

大王船越 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第209号 翌年
6月15日
まで

大王船越 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市大王町船越地先

漁場区域
次の基点１とア、イと基点２を結んだ直線、基点１・２
間の最大高潮時海岸線及びア・イ間の最大高潮時海岸線
から20メートルを隔てた連結線とによって囲まれた区域
　基点１　大王町船越南重二作業場石垣の南東端
　基点２　大王町船越山際徳保作業場石垣の南西角
　　　ア　１から122度00分20メートルの点
　　　イ　２から230度00分20メートルの点



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第210号 翌年
6月15日
まで

漁場の位置
志摩市大王町船越野沖地先

漁場区域
次の基点１とア、イとウ、オとカ、キと基点５を結んだ
直線、基点１・５間の最大高潮時海岸線及び基点１・２
間、基点３・エ、基点４・５の最大高潮時海岸線から20
メートルを隔てた連結線とによって囲まれた区域
　基点１　大王町船越半女の東鼻
　基点２　大王町船越フネコシの東鼻
　基点３　大王町船越英くびきれの鼻
　基点４　大王町船越野沖浦鼻
　基点５　大王町船越英虞湾マリン石垣の西端
　　　ア　１から100度00分20メートルの点
　　　イ　２から３見通し線上20メートルの点
　　　ウ　３から２見通し線上20メートルの点
　　　エ　４から  7度00分の方位線と対岸との交点
　　　オ　エから４見通し線上20メートルの点
　　　カ　４からエ見通し線上20メートルの点
　　　キ　５から175度00分20メートルの点

大王船越 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第211号 翌年
6月30日
まで

大王船越 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市大王町船越浦山地先

漁場区域
次の基点1とア、基点2とイ間を結ぶ直線、基点1･2間の
最大高潮時海岸線及び基点1･2間の最大高潮時海岸線か
ら20メートルを隔てた連結線とによって囲まれた区域

基点１　大王町船越カントク屋作業場石垣の北端
基点２　大王町船越ケヤキ鼻北鼻
　　ア　1から 70度00分20メートルの点
　　イ　2から313度00分20メートルの点



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第212号 翌年
6月30日
まで

漁場の位置
志摩市大王町船越浦山地先

漁場区域
次の基点１とア、イとウ、エと基点３を結ぶ直線、基点
１と基点３間の最大高潮時海岸線及び基点１と基点３間
の最大高潮時海岸線から20メートルを隔てた連結線とに
よって囲まれた区域

基点１　大王町船越ケヤキ鼻北鼻
基点２　大王町船越浦山西の鼻北鼻
基点３　大王町船越浦山西の鼻南鼻
　ア　1から262度00分20メートルの点
　イ　1から2見通し線上20メートルの点
　ウ　2から1見通し線上20メートルの点
　エ　3から250度00分20メートルの点

大王船越 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

わかめ・
ひじき
養殖業

10月1日
から

平成30年
9月1日

第213号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
志摩市大王町船越前浜地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、基点１の各点を順次結んだ直線と基点
１・ア間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　大王町船越城山の鼻
　　　ア　１から308度00分の方位線と対岸との交点
　　　イ　１から 50度30分300メートルの点
　　　ウ　１から 68度00分260メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

大王船越 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第214号 翌年
6月15日
まで

片田 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町片田地先

漁場区域
次のアとイ、ウと基点２を結んだ直線、ア・基点２間の
最大高潮時海岸線及びア・基点２間の最大高潮時海岸線
から10メートルを隔てた連結線とによって囲まれた区域
　基点１　志摩町片田浜口久光真珠養殖作業場南端
　基点２　志摩町片田金谷鼻北の基標
　　　ア　１から最大高潮時海岸線沿いに南へ80メート
ルの点
　　　イ　アから84度20分10メートルの点
　　　ウ　２から15度20分10メートルの点



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第215号 翌年
6月15日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町片田大蛇島地先

漁場区域
大蛇島の最大高潮時海岸線とその最大高潮時海岸線から
10メートルを隔てた連結線とによって囲まれた区域

片田 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第216号 翌年
6月15日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町片田地先

漁場区域
次の基点１とア、イとウ、エとオ、カとキ、クとケ、コ
とサ、スとセ、ソと基点８を結んだ直線、基点１・８間
の最大高潮時海岸線及び基点１・２間、基点３・４間、
基点５・６間、シ・基点７間の最大高潮時海岸線から10
メートルを隔てた連結線及び基点２・３間、基点４・５
間、基点７・８間の最大高潮時海岸線から20メートルを
隔てた連結線とによって囲まれた区域
　基点１　志摩町片田大ノ浦海岸線と浜口司工場埋立
　　　　　岸壁との接点
　基点２　志摩町片田久太郎鼻
　基点３　志摩町片田六蔵北鼻
　基点４　志摩町片田伝八鼻
　基点５　志摩町片田伝八鼻南の鼻
　基点６　志摩町片田マゴ谷北の中鼻
　基点７　志摩町片田弥吉鼻南鼻
　基点８　志摩町片田国道260号線長田橋東詰北端
　　　ア　１から130度00分 10メートルの点
　　　イ　２から358度00分 10メートルの点
　　　ウ　２から312度00分 20メートルの点
　　　エ　３から285度00分 20メートルの点
　　　オ　３から285度00分 10メートルの点
　　　カ　４から 14度00分 23メートルの点
　　　キ　４から350度00分 30メートルの点
　　　ク　５から220度00分 20メートルの点
　　　ケ　５から220度00分 10メートルの点
　　　コ　６から173度00分 10メートルの点
　　　サ　シから353度00分 10メートルの点
　　　シ　６から173度00分の方位線と対岸との交点
　　　ス　７から358度00分 10メートルの点
　　　セ　７から348度00分 20メートルの点
　　　ソ　８から280度00分 20メートルの点

片田 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

12月1日
から

平成30年
9月1日

第217号 翌年
3月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町片田地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　志摩町片田庄次兵衛鼻
　基点２　志摩町片田吉平鼻
　　　ア　１から 64度00分 50メートルの点
　　　イ　１から 85度00分 75メートルの点
　　　ウ　２から 36度00分140メートルの点
　　　エ　２から 21度00分135メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

片田 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

12月1日
から

平成30年
9月1日

第218号 翌年
3月31日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町片田地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、アの各点を順次結んだ直
線によって囲まれた区域
　基点１　志摩町片田六蔵鼻
　基点２　志摩町片田伝八鼻
　　　ア　１から308度30分195メートルの点
　　　イ　１から299度00分110メートルの点
　　　ウ　１から285度00分115メートルの点
　　　エ　１から257度30分120メートルの点
　　　オ　２から350度00分 38メートルの点
　　　カ　２から329度00分135メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

片田 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

12月1日
から

平成30年
9月1日

第219号 翌年
3月31日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町片田地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域

　基点１　志摩町片田弥吉鼻
　　　ア　１から346度30分105メートルの点
　　　イ　１から 16度00分 55メートルの点
　　　ウ　１から251度00分 90メートルの点
　　　エ　１から288度30分140メートルの点

片田 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第220号 翌年
6月15日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町片田地先

漁場区域
次の基点１とア、イとウ、エと基点３を結んだ直線、基
点１・３間の最大高潮時海岸線及び基点１・２の最大高
潮時海岸線から20メートルを隔てた連結線及び基点２・
３の最大高潮時海岸線から10メートルを隔てた連結線と
によって囲まれた区域
　基点１　志摩町片田長田浦基標
　基点２　志摩町片田山八工場北角
　基点３　志摩町片田三兵衛東鼻
　　　ア　１から 90度00分 20メートルの点
　　　イ　２から140度00分 20メートルの点
　　　ウ　２から140度00分 10メートルの点
　　　エ　３から 84度20分 10メートルの点

片田 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第221号 翌年
6月15日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町片田小莚島地先

漁場区域
小莚島の最大高潮時海岸線と小莚島の最大高潮時海岸線
から10メートルを隔てた連結線とによって囲まれた区域

片田 平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第222号 翌年
6月15日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町片田大莚島地先

漁場区域
大莚島の最大高潮時海岸線と大莚島の最大高潮時海岸線
から10メートルを隔てた連結線とによって囲まれた区域

片田 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

12月1日
から

平成30年
9月1日

第223号 翌年
3月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町大莚島地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　志摩町片田大莚島西鼻
　基点２　志摩町片田大莚島弥五郎鼻
　　　ア　１から151度00分 30メートルの点
　　　イ　２から 41度00分 30メートルの点
　　　ウ　２から271度30分 75メートルの点
　　　エ　１から243度00分 90メートルの点

片田 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第224号 翌年
6月15日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町片田猪子島地先

漁場区域
猪子島の最大高潮時海岸線と猪子島の最大高潮時海岸線
から10メートルを隔てた連結線とによって囲まれた区域

片田 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

12月1日
から

平成30年
9月1日

第225号 翌年
3月31日
まで

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町片田猪子島地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、アの各点を順次結ん
だ直線と猪子島の最大高潮時海岸線から10メートルを隔
てた連結線とによって囲まれた区域
　基点１　志摩町片田猪子島北鼻
　基点２　志摩町片田久太郎北鼻
　基点１　志摩町片田猪子島南鼻
　　　ア　１から358度00分120メートルの点
　　　イ　１から 40度00分195メートルの点
　　　ウ　２から 62度00分 95メートルの点
　　　エ　２から354度00分 30メートルの点
　　　オ　２から354度00分 10メートルの点
　　　カ　３から232度00分 40メートルの点
　　　キ　３から280度00分 70メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

片田



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

12月1日
から

平成30年
9月1日

第226号 翌年
3月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町片田西大蔵地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、アの各点を順次結んだ直
線によって囲まれた区域
　基点１　志摩町片田三兵衛東鼻
　　　ア　１から335度00分 65メートルの点
　　　イ　１から 47度00分 85メートルの点
　　　ウ　１から 91度30分120メートルの点
　　　エ　１から110度00分 95メートルの点
　　　オ　１から 82度00分 55メートルの点
　　　カ　１から287度00分 38メートルの点

片田 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

わかめ
養殖業

10月1日
から

平成30年
9月1日

第227号 翌年
4月30日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町片田大野浜地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　志摩町片田大野浜堤防北端の基標(道路降口)
　基点２　志摩町片田大野浜堤防北から２番目の昇降
　　　　　階段の標識
　　　ア　１から 89度10分220メートルの点
　　　イ　１から105度10分450メートルの点
　　　ウ　２から102度40分410メートルの点
　　　エ　２から 78度10分190メートルの点

片田 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第228号 翌年
6月15日
まで

布施田 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町布施田十二引地先

漁場区域
次の基点１とア、基点２とイを結んだ直線、基点１・２
間の最大高潮時海岸線及び基点１・２間の最大高潮時海
岸線から20メートルを隔てた連結線とによって囲まれた
区域
　基点１　志摩町布施田井上克己真珠作業場東端
　基点２　志摩町布施田エビガモ鼻
　　  ア　１から14度20分20メートルの点
　　　イ　２から14度20分20メートルの点

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第229号 翌年
6月15日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町布施田松ヶ島地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、アの各点を順次結ん
だ直線及び松ヶ島の最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
　基点１　志摩町布施田松ヶ島北鼻
　基点２　志摩町布施田松ヶ島南鼻
　基点３　志摩町布施田松ヶ島西鼻
　　  ア　１から 78度00分 75メートルの点
　　　イ　２から118度00分 10メートルの点
　　  ウ　２から204度00分 20メートルの点
　　　エ　２から245度00分 30メートルの点
　　  オ　２から265度00分 40メートルの点
　　　カ　３から280度00分 50メートルの点
　　  キ　１から328度00分 60メートルの点

布施田 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第230号 翌年
6月15日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町布施田沙門地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、エ、基点２の各点を順次結ん
だ直線及び基点１・２間の最大高潮時海岸線とによって
囲まれた区域
　基点１　志摩町布施田ケレ坊西鼻
　基点２　志摩町布施田一本松中浦東鼻
　　　ア　１から357度00分 55メートルの点
　　　イ　１から311度00分160メートルの点
　　　ウ　１から301度00分190メートルの点
　　　エ　２から356度00分 45メートルの点

布施田 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

12月20日
から

平成30年
9月1日

第231号 翌年
4月30日
まで

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町布施田地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　志摩町布施田ケレ坊西鼻
　　　ア　１から  4度00分160メートルの点
　　　イ　１から356度00分 75メートルの点
　　　ウ　１から328度00分120メートルの点
　　　エ　１から344度00分190メートルの点

布施田



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第232号 翌年
6月15日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町布施田地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　志摩町布施田田畑長滋真珠作業場西端
　基点２　志摩町布施田中森寿真珠作業場西端
　　　ア　１から 31度20分 76メートルの点
　　　イ　１から 25度20分170メートルの点
　　　ウ　２から　6度20分125メートルの点
　　　エ　２から356度20分 60メートルの点

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

布施田



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第233号 翌年
6月15日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町布施田一本松地先

漁場区域
次の基点１とア、基点２とイを結んだ直線、基点１・２
間の最大高潮時海岸線及び基点１・２間の最大高潮時海
岸線から10メートルを隔てた連結線とによって囲まれた
区域
　基点１　志摩町布施田田畑長滋真珠作業場西端
　基点２　志摩町布施田御門鼻
　　  ア　１から353度20分10メートルの点
　　　イ　２から174度20分10メートルの点

布施田 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第234号 翌年
6月15日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町布施田一本松地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、基点２の各点を順次
結んだ直線及びア・２間の最大高潮時海岸線とによって
囲まれた区域
　基点１　志摩町布施田ヒミズの北鼻
　基点２　志摩町布施田ヒミズの南鼻
　　  ア　１から 87度00分の方位線と対岸との交点
　　　イ　１から348度00分 30メートルの点
　　  ウ　１から288度00分 35メートルの点
　　　エ　２から 12度00分 95メートルの点
　　  オ　２から 23度00分 95メートルの点
　　　カ　２から245度00分 20メートルの点
　　  キ　２から180度00分 15メートルの点

布施田 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第235号 翌年
6月15日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町布施田四ッ島地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、アの各点を順次結んだ直線に
よって囲まれた区域
　基点１　志摩町布施田四ッ島上の鼻東鼻
　基点２　志摩町布施田四ッ島本場島西の鼻
　基点３　志摩町布施田四ッ島オワギ頂上
　　  ア　１から 43度00分 59メートルの点
　　　イ　１から146度30分 75メートルの点
　　  ウ　２から196度00分 75メートルの点
　　　エ　２から347度00分 60メートルの点
　　  オ　３から 10度00分 80メートルの点

布施田 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

12月20日
から

平成30年
9月1日

第236号 翌年
4月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町布施田兎山島地先

漁場区域
次の基点ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ、コ、
サ、シ、ス、セ、アの各点を順次結んだ直線によって囲
まれた区域
　基点１　志摩町布施田柏手島首切鼻
　基点２　志摩町布施田兎山島くろさき西鼻
　基点３　志摩町布施田兎山島くろさき鼻
　基点４　志摩町布施田兎山島五兵衛鼻
　基点５　志摩町布施田四ッ島上の鼻東鼻
　基点６　志摩町布施田四ッ島オワギ頂上
　　　ア　１から185度00分 40メートルの点
　　　イ　２から271度00分 15メートルの点
　　　ウ　２から188度00分 20メートルの点
　　　エ　３から208度00分 20メートルの点
　　　オ　４から１見通し線上115メートルの点
　　　カ　４から197度00分 60メートルの点
　　　キ　５から 54度00分300メートルの点
　　　ク　５から 94度00分270メートルの点
　　　ケ　６から 10度00分 80メートルの点
　　　コ　４から190度00分215メートルの点
　　　サ　１から185度00分200メートルの点
　　　シ　１から229度30分285メートルの点
　　　ス　１から250度00分180メートルの点
　　　セ　１から185度00分 70メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

布施田



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第237号 翌年
6月15日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町布施田兎山島地先

漁場区域
次のイ、ウ、エ、基点３の各点を順次結んだ直線、基点
１とアを結んだ直線、基点１・３間と柏手島の最大高潮
時海岸線及び基点１・２間の最大高潮時海岸線から30
メートルを隔てた連結線とによって囲まれた区域
　基点１　志摩町布施田兎山島北の西鼻
　基点２　志摩町布施田兎山島西の南鼻
　基点３　志摩町布施田兎山島くろさき西鼻
　基点４　志摩町布施田柏手島首切鼻
　　　ア　１から343度00分 30メートルの点
　　　イ　２から291度00分 32メートルの点
　　　ウ　２から274度00分135メートルの点
　　　エ　４から249度00分 85メートルの点

布施田 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第238号 翌年
6月15日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町布施田兎山島地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、基点３の各点を順次結んだ直
線及びア・基点３間の最大高潮時海岸線とによって囲ま
れた区域
　基点１　志摩町布施田兎山島北鼻
　基点２　志摩町布施田兎山島南鼻
　基点３　志摩町布施田兎山島五兵衛鼻
　　　ア　１から273度00分の方位線と対岸との交点
　　　イ　１から286度00分 65メートルの点
　　　ウ　１から 81度00分 45メートルの点
　　　エ　２から157度00分 70メートルの点
　　　オ　３から192度00分 25メートルの点

布施田 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第239号 翌年
6月15日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町布施田市場島地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、クの各点を順次結ん
だ直線、名高島と市場島の最大高潮時海岸線及び基点
１・５間の最大高潮時海岸線から10メートルを隔てた連
結線とによって囲まれた区域
　基点１　志摩町布施田名高島南の鼻
　基点２　志摩町布施田市場島南の鼻
　基点３　志摩町布施田市場島北の鼻
　基点１　志摩町布施田名高島東の鼻
　基点１　志摩町布施田名高島中の鼻
　　　ア　１から180度00分 10メートルの点
　　　イ　１から270度00分 70メートルの点
　　　ウ　２から123度00分 90メートルの点
　　　エ　２から290度00分100メートルの点
　　　オ　３から  7度00分 30メートルの点
　　　カ　４から295度00分105メートルの点
　　　キ　４から 43度00分 30メートルの点
　　　ク　５から 36度00分 15メートルの点

布施田 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

12月1日
から

平成30年
9月1日

第240号 翌年
3月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町和具和具浦地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、アの各点を順次結んだ直線に
よって囲まれた区域
　基点１　志摩町布施田ヒミズ北鼻
　基点２　志摩町布施田コブクラ北鼻
　基点３　志摩町布施田イワシ山南鼻
　基点４　志摩町和具ひょうたん鼻
　　　ア　１から279度00分145メートルの点
　　　イ　２から300度00分 75メートルの点
　　　ウ　３から303度00分105メートルの点
　　　エ　３から294度00分145メートルの点
　　　オ　４から113度00分165メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

和具 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第241号 翌年
6月15日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町和具和具浦地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、基点２、ウ、エの各点を順次結ん
だ直線によって囲まれた区域

基点１　志摩町和具花川島北鼻
基点２　志摩町和具花川北島の北鼻
　ア　1から  54度00分　20メートルの点
　イ　2から  89度00分　29メートルの点
　ウ　2から 269度00分　24メートルの点
　エ　1から 265度00分　20メートルの点

和具 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第242号 翌年
6月15日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町和具和具浦地先

漁場区域
次の基点１とア、基点イとウを結んだ直線、基点１・イ
間の最大高潮時海岸線及び基点１・イ間の最大高潮時海
岸線から20メートルを隔てた連結線とによって囲まれた
区域
　基点１　志摩町和具きょうづか鼻
　基点２　志摩町布施田コブクラ北鼻
　　　ア　１から 93度00分 20メートルの点
　　　イ　２から297度30分の方位線と対岸との交点
　　　ウ　イから 93度00分 20メートルの点

和具 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第243号 翌年
6月15日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町和具奥山地先

漁場区域
次の基点１とア、基点２とイを結んだ直線、基点１・２
間の最大高潮時海岸線及び基点１・２間の最大高潮時海
岸線から10メートルを隔てた連結線とによって囲まれた
区域
　基点１　志摩町和具からすぎ谷の鼻
　基点２　志摩町和具奥山2663番地の基標
　　　ア　１から354度20分10メートルの点
　　　イ　２から334度20分10メートルの点

和具 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第244号 翌年
6月15日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町和具座賀島地先

漁場区域
次の基点１とア、基点２とイを結んだ直線、基点１・
３・２間の最大高潮時海岸線及び基点１・３・２間の最
大高潮時海岸線から20メートルを隔てた連結線とによっ
て囲まれた区域
　基点１　志摩町和具座賀島船隠入江の東鼻
　基点２　志摩町和具座賀島船隠入江の西鼻
　基点３　志摩町和具座賀島松ヶ鼻
　　　ア　１から249度20分20メートルの点
　　　イ　２から174度20分20メートルの点

和具 平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第245号 翌年
6月15日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町和具間崎地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、アの各点を順次結んだ直線に
よって囲まれた区域
　基点１　志摩町和具間崎くびきれ西鼻
　　　ア　１から145度00分130メートルの点
　　　イ　１から152度00分155メートルの点
　　　ウ　１から193度00分190メートルの点
　　　エ　１から208度00分150メートルの点
　　　オ　１から217度00分120メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

和具 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第246号 翌年
6月15日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町和具間崎地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、エ、オ、カの各点を順次結ん
だ直線及び、基点１・カ間の最大高潮時海岸線とによっ
て囲まれた区域
　基点１　志摩町和具間崎岩崎義輝作業場南角
　基点２　志摩町和具間崎墓地東角
　基点３　志摩町和具間崎さえもんだの鼻
　　　ア　２から 80度00分 25メートルの点
　　　イ　２から147度00分 50メートルの点
　　　ウ　３から180度00分 40メートルの点
　　　エ　３から180度00分 10メートルの点
　　　オ　３から252度00分145メートルの点
　　　カ　３から264度00分の方位線と対岸との交点

和具 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第247号 翌年
6月15日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町和具間崎地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、基点２の各点を順次結んだ直線及
び基点１・２間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた
区域
　基点１　志摩町和具間崎ぐみの木鼻
　基点２　志摩町和具間崎ぐみの木鼻西鼻
　　　ア　１から180度00分30メートルの点
　　　イ　２から157度00分60メートルの点

和具 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第248号 翌年
6月15日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町和具間崎地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、エ、オ、カ、基点４の各点を
順次結んだ直線及び基点１・４間の最大高潮時海岸線と
によって囲まれた区域
　基点１　志摩町和具間崎長瀬南鼻
　基点２　志摩町和具間崎くすご鼻
　基点３　志摩町和具間崎くびきれ西鼻
　基点４　志摩町和具間崎くすご西鼻
　　　ア　１から 90度00分 25メートルの点
　　　イ　２から 92度00分 95メートルの点
　　　ウ　２から228度00分 45メートルの点
　　　エ　３から116度00分 40メートルの点
　　　オ　３から264度00分 25メートルの点
　　　カ　４から300度00分 25メートルの点

和具 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第249号 翌年
6月15日
まで

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町和具間崎地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、基点５、オ、カ、基点４の各点を
順次結んだ直線及び基点４・ア間の最大高潮時海岸線と
によって囲まれた区域
　基点１　志摩町和具間崎さばあじろ鼻
　基点２　志摩町和具間崎丸山鼻東鼻
　基点３　志摩町和具間崎丸山鼻
　基点４　志摩町和具間崎丸山鼻南鼻
　基点５　志摩町和具間崎丸山島頂上
　　　ア　１から213度00分の方位線と対岸との交点
　　　イ　１から222度00分 30メートルの点
　　　ウ　２から 49度00分 55メートルの点
　　　エ　２から358度00分 35メートルの点
　　　オ　３から300度00分 60メートルの点
　　　カ　４から270度00分 20メートルの点

和具



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第250号 翌年
6月15日
まで

和具 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町和具間崎地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、エの各点を順次結んだ直線及
び基点１・エ間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた
区域
　基点１　志摩町和具間崎一本松の標柱
　基点２　志摩町和具間崎岩城伊三郎作業場東角
　　　ア　１から322度00分 30メートルの点
　　　イ　１から270度00分 60メートルの点
　　　ウ　２から 90度00分 50メートルの点
　　　エ　２から110度00分の方位線と対岸との交点



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第251号 翌年
6月15日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町和具間崎地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、基点２の各点を順次結んだ直線及
び基点１・２間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた
区域
　基点１　志摩町和具間崎埋葬地の南鼻
　基点２　志摩町和具間崎埋葬地の北鼻
　　　ア　１から270度00分45メートルの点
　　　イ　２から265度00分30メートルの点

和具 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第252号 翌年
6月15日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町和具小高崎島地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、エ、オ、基点４の各点を順次
結んだ直線及び基点１・２・４間の最大高潮時海岸線と
によって囲まれた区域
　基点１　志摩町和具小高崎島とんぼり北鼻
　基点２　志摩町和具小高崎島北鼻
　基点３　志摩町和具小高崎島二升播鼻
　基点４　志摩町和具小高崎島とんぼり南鼻
　　　ア　１から326度00分 40メートルの点
　　　イ　２から342度00分 25メートルの点
　　　ウ　２から 76度00分 35メートルの点
　　　エ　３から143度00分 25メートルの点
　　　オ　４から170度00分 25メートルの点

和具 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第253号 翌年
6月15日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町和具大高崎島地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ、コ、サ、ア
の各点を順次結んだ直線及び大高崎島の最大高潮時海岸
線とによって囲まれた区域
　基点１　志摩町和具大高崎島北鼻
　基点２　志摩町和具大高崎島東鼻
　基点３　志摩町和具大高崎島東南鼻
　基点４　志摩町和具大高崎島しげの鼻
　基点５　志摩町和具大高崎島丸山の南鼻
　基点６　志摩町和具大高崎島丸山の西鼻
　基点７　志摩町和具大高崎島わだの標柱
　　　ア　１から295度00分 50メートルの点
　　　イ　１から  0度00分 15メートルの点
　　　ウ　２から 25度00分 35メートルの点
　　　エ　３から100度00分 40メートルの点
　　　オ　４から170度00分 10メートルの点
　　　カ　４から258度00分110メートルの点
　　　キ　５から128度00分 55メートルの点
　　　ク　５から222度00分 50メートルの点
　　　ケ　６から310度00分 30メートルの点
　　　コ　６から 13度00分 50メートルの点
　　　サ　７から300度00分 40メートルの点

和具 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第254号 翌年
6月15日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町越賀丸田地先

漁場区域
次のアとイ、ウとエを結んだ直線、ア・ウ間の最大高潮
時海岸線及びア・ウ間の最大高潮時海岸線から10メート
ルを隔てた連結線とによって囲まれた区域
　基点１　志摩町越賀丸田西の鼻南鼻
　基点２　志摩町越賀小浜鼻東鼻
　　　ア　２から144度00分の方位線と陸岸との交点
　　　イ　アから282度00分10メートルの点
　　　ウ　１から249度00分の方位線と陸岸との交点
　　　エ　ウから154度20分10メートルの点

越賀 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第255号 翌年
6月15日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町越賀大差地地先

漁場区域
次のアとイ、ウとエを結んだ直線、ア・ウ間の最大高潮
時海岸線及びア・ウ間の最大高潮時海岸線から10メート
ルを隔てた連結線とによって囲まれた区域
　基点１　志摩町越賀とんび島頂上
　　　ア　１から170度00分の方位線と陸岸との交点
　　　イ　アから285度30分 10メートルの点
　　　ウ　１から175度00分の方位線と陸岸との交点
　　　エ　ウから115度30分10メートルの点

越賀 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第256号 翌年
6月15日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町越賀大差地地先

漁場区域
次の基点１とア、基点２とイを結んだ直線、基点１・２
間の最大高潮時海岸線及び基点１・２間の最大高潮時海
岸線から10メートルを隔てた連結線とによって囲まれた
区域
　基点１　志摩町越賀大差地1125番地の81の鼻
　基点２　志摩町越賀大差地松崎鼻
　　　ア　１から325度30分10メートルの点
　　　イ　２から  0度00分10メートルの点

越賀 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第257号 翌年
6月15日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町越賀馬ノ背地先

漁場区域
次の基点１とア、基点２とイを結んだ直線、基点１・２
間の最大高潮時海岸線及び基点１・２間の最大高潮時海
岸線から10メートルを隔てた連結線とによって囲まれた
区域
　基点１　志摩町越賀馬ノ背2496番地
　基点２　志摩町越賀馬ノ背2494番地
　　　ア　１から２見通し線上10メートルの点
　　　イ　２から１見通し線上10メートルの点

越賀 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第258号 翌年
6月15日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町越賀馬ノ背地先

漁場区域
次の基点１とア、基点２とイを結んだ直線、基点１・２
間の最大高潮時海岸線及び基点１・２間の最大高潮時海
岸線から30メートルを隔てた連結線とによって囲まれた
区域
　基点１　志摩町越賀馬の背武三の鼻
　基点２　志摩町越賀、同町御座境界の基標
　　　ア　１から57度00分30メートルの点
　　　イ　２から 7度00分30メートルの点

越賀 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第259号 翌年
6月15日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町御座大浦地先

漁場区域
次の基点１、イ、アの各点を順次結んだ直線及び基点
１・ア間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　志摩町御座大浦大崎の鼻
　　　ア　１から135度10分の方位線と陸岸との交点
　　　イ　１から125度00分 90メートルの点

御座 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第260号 翌年
6月15日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町御座大浦地先

漁場区域
次の基点１とアを結ぶ直線と基点１・ア間の最大高潮時
海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　志摩町御座丸山鼻
　　　ア　１から 74度00分の方位線と対岸との
　　　　　交点

御座 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第261号 翌年
6月15日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市志摩町御座外場浜地先

漁場区域
次の基点１とア、基点２とイを結んだ直線、基点１・２
間の最大高潮時海岸線及び基点１・２間の最大高潮時海
岸線から30メートルを隔てた連結線とによって囲まれた
区域
　基点１　志摩町御座甲崎の鼻
　基点２　志摩町御座丸山鼻
　　　ア　１から339度00分30メートルの点
　　　イ　２から322度00分30メートルの点

御座 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第262号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
志摩市浜島町大鼻かぼ地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、アの各点を順次結ん
だ直線によって囲まれた区域
　基点１　浜島町迫子宝地の北鼻
　基点２　浜島町迫子わだ鼻
　　　ア　１から  0度00分135メートルの点
　　　イ　１から273度30分195メートルの点
　　　ウ　１から263度30分185メートルの点
　　　エ　１から  0度30分 30メートルの点
　　　オ　２から 35度00分 35メートルの点
　　　カ　２から 90度00分 25メートルの点
　　　キ　２から 65度00分170メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

神明
迫子
浜島

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

12月1日
から

平成30年
9月1日

第263号 翌年
3月31日
まで

漁場の位置
志摩市浜島町迫子畔杯浦地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、基点２の各点を順次結んだ直線と
基点１・２間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区
域
　基点１　浜島町迫子塔ヶ崎
　基点２　浜島町迫子松の下鼻
　　　ア　１から150度00分 30メートルの点
　　　イ　２から170度00分110メートルの点

神明
迫子
浜島

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第264号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市浜島町迫子地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ、コ、サ、
シ、ス、セ、基点７の各点を順次結んだ直線とア・基点
７間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　浜島町迫子松の下鼻
　基点２　浜島町迫子畔杯鼻
　基点３　浜島町迫子ヤキモチ鼻
　基点４　浜島町迫子がぼの鼻
　基点５　浜島町迫子宝地の北鼻
　基点６　浜島町迫子わだ鼻
　基点７　浜島町迫子大鼻
　　　ア　１から208度20分の方位線と対岸との
　　　　　交点
　　　イ　１から208度20分110メートルの点
　　　ウ　２から 47度00分 40メートルの点
　　　エ　２から141度00分 60メートルの点
　　　オ　３から355度00分 45メートルの点
　　　カ　４から 85度00分 60メートルの点
　　　キ　５から  0度00分135メートルの点
　　　ク　５から273度30分195メートルの点
　　　ケ　５から263度30分185メートルの点
　　　コ　５から  0度00分 30メートルの点
　　　サ　６から 35度00分 35メートルの点
　　　シ　６から167度00分165メートルの点
　　　ス　６から145度00分275メートルの点
　　　セ　７から 35度00分 35メートルの点

神明
迫子
浜島

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

12月1日
から

平成30年
9月1日

第265号 翌年
3月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市浜島町迫子畔杯浦地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ、コ、アの各
点を順次結んだ直線によって囲まれた区域
　基点１　浜島町迫子ほもちの鼻
　基点２　浜島町迫子塔ヶ崎
　基点３　阿児町鵜方滑島南鼻
　基点４　阿児町鵜方滑島東鼻
　基点５　阿児町神明、同町鵜方界
　基点６　浜島町迫子ヤキモチ鼻
　基点７　浜島町迫子畔杯鼻
　基点８　浜島町迫子おぐらの鼻
　　　ア　１から180度00分 50メートルの点
　　　イ　２から150度00分 30メートルの点
　　　ウ　３から160度00分 55メートルの点
　　　エ　５から７見通し線上その中央点
　　　オ　４から206度00分120メートルの点
　　　カ　６から337度00分150メートルの点
　　　キ　６から309度00分130メートルの点
　　　ク　７から141度00分 60メートルの点
　　　ケ　７から 23度00分 75メートルの点
　　　コ　８から350度00分 90メートルの点

神明
鵜方
浜島

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第266号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
志摩市浜島町迫子畔杯浦地先

漁場区域
次の基点１とアを結んだ直線と基点１・ア間の最大高潮
時海岸線から５メートルを隔てた連結線とによって囲ま
れた区域
　基点１　浜島町迫子松の下鼻
　　　ア　１から208度20分の方位線と対岸との交点

迫子 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第267号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市浜島町迫子地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、基点４
の各点を順次結んだ直線と基点１・４間の最大高潮時海
岸線とによって囲まれた区域
　基点１　浜島町迫子ガケガ下
　基点２　浜島町迫子洲の崎
　基点３　浜島町迫子不小良
　基点４　浜島町迫子不小良浦奥護岸の南端
　　　ア　１から  0度00分 30メートルの点
　　　イ　２から107度00分 40メートルの点
　　　ウ　２から317度30分 60メートルの点
　　　エ　２から260度00分110メートルの点
　　　オ　３から322度20分155メートルの点
　　　カ　３から322度20分 45メートルの点
　　　キ　３から  3度00分 40メートルの点
　　　ク　４から 11度00分 20メートルの点

迫子 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第268号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市浜島町迫子地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、基点２の各点を順次結んだ直線、
基点３とウを結んだ直線、基点１・ウ間と基点３・２間
の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　浜島町迫子藤四郎の鼻
　基点２　浜島町迫子向地北鼻
　基点３　浜島町迫子地区公民館の迫子川対岸の
　　　　　　排水口
　　　ア　１から230度00分 20メートルの点
　　　イ　２から303度00分 60メートルの点
　　　ウ　３から270度00分の方位線と対岸との
　　　　　交点

迫子 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第269号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市浜島町迫子地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、エ、基点２の各点を順次結ん
だ直線と基点１・２間の最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
　基点１　浜島町迫子藤兵衛鼻
　基点２　浜島町迫子迫子蔵本北鼻
　　　ア　１から158度00分 20メートルの点
　　　イ　１から236度00分125メートルの点
　　　ウ　２から 20度00分105メートルの点
　　　エ　２から 35度00分145メートルの点

迫子 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

12月1日
から

迫子 平成30年
9月1日

第270号 翌年
4月30日
まで

漁場の位置
志摩市浜島町迫子追子浦地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　浜島町迫子迫子蔵本東鼻
　基点２　浜島町迫子かしの木
　基点３　浜島町迫子ささ谷の標柱
　　　ア　１から 90度00分 55メートルの点
　　　イ　３から287度00分170メートルの点
　　　ウ　３から287度30分131メートルの点
　　　エ　２から319度30分183メートルの点

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第271号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市浜島町迫子地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、エ、オ、基点３の各点を順次
結んだ直線と基点１・３間の最大高潮時海岸線とによっ
て囲まれた区域
　基点１　浜島町迫子迫子蔵本東鼻
　基点２　浜島町迫子迫子崎
　基点３　浜島町塩屋白石
　　　ア　１から 90度00分 55メートルの点
　　　イ　２から160度30分240メートルの点
　　　ウ　２から205度30分215メートルの点
　　　エ　２から268度00分 70メートルの点
　　　オ　３から259度20分 50メートルの点

迫子 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第272号 翌年
6月30日
まで

漁場の位置
志摩市浜島町塩屋地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、基点４
の各点を順次結んだ直線と基点１・４間の最大高潮時海
岸線とによって囲まれた区域
　基点１　浜島町塩屋丸山
　基点２　浜島町塩屋えびの鼻
　基点３　浜島町塩屋倉本
　基点４　浜島町塩屋白石
　　　ア　１から245度00分 25メートルの点
　　　イ　１から173度00分 40メートルの点
　　　ウ　１から 80度00分 65メートルの点
　　　エ　２から321度00分 20メートルの点
　　　オ　２から250度00分 65メートルの点
　　　カ　２から206度00分 65メートルの点
　　　キ　３から182度00分 65メートルの点
　　　ク　４から259度20分 50メートルの点

塩屋 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第273号 翌年
6月30日
まで

漁場の位置
志摩市浜島町塩屋地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、エの各点を順次結んだ直線と
基点１・エ間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区
域
　基点１　浜島町塩屋甚八の鼻
　基点２　浜島町塩屋千びきの下
　基点３　浜島町塩屋土取西標柱
　　　ア　１から２見通し線上65メートルの点
　　　イ　１から236度00分155メートルの点
　　　ウ　エから１見通し線上20メートルの点
　　　エ　３から319度20分の方位線と対岸との
　　　　　交点

塩屋 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第274号 翌年
6月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市浜島町桧山路地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、基点２の各点を順次結んだ直
線と基点１・２間の最大高潮時海岸線から５メートルを
隔てた連結線とによって囲まれた区域
　基点１　浜島町桧山路、桧山路橋東端北側
　基点２　浜島町桧山路かまが谷勘次郎田の標柱
　　　ア　１から254度50分20メートルの点
　　　イ　２から182度20分60メートルの点
　　　ウ　２から283度20分20メートルの点

檜山路
浜島

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第275号 翌年
6月30日
まで

漁場の位置
志摩市浜島町桧山路地先

漁場区域
次の基点１、ア、ウ、基点３の各点を順次結んだ直線及
び基点１・３間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた
区域
　基点１　浜島町桧山路、桧山路橋の西端
　基点２　浜島町桧山路、桧山路橋の東端
　基点３　浜島町桧山路かまが谷の標柱
　　　ア　１から２見通し線上20メートルの点
　　　イ　３から 64度20分の方位線と対岸との交点
　　　ウ　３とイを結ぶ線上両岸の中央点

檜山路
浜島

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第276号 翌年
6月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市浜島町桧山路地先

漁場区域
基点１とア、イとウを結んだ直線、基点１・イ間の最大
高潮時海岸線及び基点１・イ間の最大高潮時海岸線から
15メートルを隔てた連結線とによって囲まれた区域
　基点１　浜島町桧山路千引岬
　基点２　浜島町桧山路土取西の標柱
　　　ア　１から124度00分 15メートルの点
　　　イ　２から319度00分の方位線と対岸との交点
　　　ウ　イから２見通し線上 15メートルの点

檜山路
浜島

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第277号 翌年
6月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市浜島町迫子大崎地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、エ、オ、カ、基点４を結んだ
直線と基点１・４間の最大高潮時海岸線とによって囲ま
れた区域
　基点１　浜島町迫子大崎西アジロの鼻
　基点２　浜島町迫子大崎北アジロの鼻
　基点３　浜島町迫子大崎ゼンギリ鼻
　基点４　浜島町迫子大崎ゼンギリ東鼻
　　　ア　１から180度00分 30メートルの点
　　　イ　１から116度30分 80メートルの点
　　　ウ　２から 77度00分 40メートルの点
　　　エ　２から 82度00分 80メートルの点
　　　オ　３から210度00分 35メートルの点
　　　カ　４から201度00分 40メートルの点

浜島 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第278号 翌年
6月30日
まで

漁場の位置
志摩市浜島町迫子大崎地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ、
コ、サ、基点８を結んだ直線と基点１・８間の最大高潮
時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　浜島町迫子大崎タコノボリ
　基点２　浜島町迫子大崎丹生の鼻
　基点３　浜島町迫子大崎タロさん鼻
　基点４　浜島町迫子大崎藤ヶ崎の標柱
　基点５　浜島町迫子大崎とりの鼻
　基点６　浜島町迫子大崎なが元の鼻
　基点７　浜島町迫子大崎セナカ
　基点８　浜島町迫子大崎奥セナカ
　　　ア　１から 80度00分 45メートルの点
　　　イ　１から  8度00分110メートルの点
　　　ウ　２から108度00分 45メートルの点
　　　エ　３から184度00分 30メートルの点
　　　オ　４から230度00分115メートルの点
　　　カ　４から115度00分 45メートルの点
　　　キ　４から 48度00分 60メートルの点
　　　ク　５から 82度00分 50メートルの点
　　　ケ　６から 45度00分 10メートルの点
　　　コ　７から 10度00分 25メートルの点
　　　サ　８から146度00分 80メートルの点

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

浜島 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第279号 翌年
6月30日
まで

漁場の位置
志摩市浜島町迫子大崎宝路浦地先

漁場区域
次の基点１とアを結んだ直線と基点１・ア間の最大高潮
時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　浜島町迫子大崎宝路浦ジュウキチ鼻
　　　ア　１から 26度30分の方位線と対岸との
　　　　　交点

浜島 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第280号 翌年
6月30日
まで

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市浜島町浜島田平瀬地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、エ、オ、基点３の各点を順次
結んだ直線と基点１・３間の最大高潮時海岸線とによっ
て囲まれた区域
　基点１　浜島町浜島伊十屋の鼻
　基点２　浜島町浜島キサブラの鼻
　基点３　浜島町浜島銀四郎鼻
　　　ア　１から337度00分100メートルの点
　　　イ　２から310度00分 50メートルの点
　　　ウ　２から338度30分180メートルの点
　　　エ　２から343度00分215メートルの点
　　　オ　３から308度00分 50メートルの点

浜島



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第281号 翌年
6月30日
まで

漁場の位置
志摩市浜島町浜島鴻の浦地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウを順次結んだ直線と基点１・ウ
間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　浜島町迫子鴻の浦大鼻
　基点２　浜島町迫子鴻の浦まわりとの中鼻
　　　ア　１から114度00分 25メートルの点
　　　イ　２から 90度00分 30メートルの点
　　　ウ　２から 30度00分の方位線と対岸との
　　　　　交点

浜島 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第282号 翌年
6月30日
まで

漁場の位置
志摩市浜島町浜島鴻の浦地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、基点２を結んだ直線と基点１・２
間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　浜島町迫子ヘイノシタ
　基点２　浜島町迫子イドガ谷西浦奥の堤防東端
　　　ア　１から260度00分 30メートルの点
　　　イ　２から237度00分 25メートルの点

浜島 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第283号 翌年
6月30日
まで

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
志摩市浜島町迫子地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、基点３の各点を順次結んだ直線と
基点１・３間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区
域
　基点１　浜島町迫子不小良
　基点２　浜島町迫子向地の鼻
　基点３　浜島町迫子迫子崎
　　　ア　１から322度20分 45メートルの点
　　　イ　２から307度00分 70メートルの点

浜島



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

12月1日
から

平成30年
9月1日

第284号 翌年
4月30日
まで

漁場の位置
志摩市浜島町迫子地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　浜島町迫子不小良
　基点２　浜島町迫子向地の鼻
　　　ア　１から322度20分 45メートルの点
　　　イ　２から342度00分105メートルの点
　　　ウ　２から320度00分160メートルの点
　　　エ　１から322度20分155メートルの点

浜島 平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第285号 翌年
6月30日
まで

漁場の位置
志摩市浜島町塩屋地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、基点１の各点を順次結んだ直線と基点
１・ア間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　浜島町塩屋奥猫瀬の浜の北鼻
　　　ア　１から343度30分の方位線と対岸との交点
　　　イ　１から 15度00分105メートルの点
　　　ウ　１から 90度00分 45メートルの点

浜島 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第286号 翌年
6月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

漁場の位置
志摩市浜島町塩屋地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ、基
点６の各点を順次結んだ直線と基点１・６間の最大高潮
時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　浜島町塩屋源右衛門の小鼻
　基点２　浜島町塩屋源右衛門の鼻
　基点３　浜島町塩屋雀崎
　基点４　浜島町塩屋雀崎松の下鼻
　基点５　浜島町塩屋松の下鼻南中央
　基点６　浜島町塩屋三本松出しの鼻
　　　ア　１から227度20分 45メートルの点
　　　イ　２から180度00分 35メートルの点
　　　ウ　２から107度30分105メートルの点
　　　エ　３から334度00分 60メートルの点
　　　オ　４から245度00分 70メートルの点
　　　カ　４から185度00分150メートルの点
　　　キ　５から193度20分200メートルの点
　　　ク　５から110度20分 60メートルの点
　　　ケ　６から 90度00分 55メートルの点

浜島



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第287号 翌年
6月30日
まで

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

漁場の位置
志摩市浜島町浜島田杭浦地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、エ、基点２の各点を順次結ん
だ直線と基点１・２間の最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
　基点１　浜島町浜島こげたのもとの基標
　基点２　浜島町浜島与惣ヶ谷奥浜の基標
　　　ア　１から 58度20分 35メートルの点
　　　イ　１から334度30分130メートルの点
　　　ウ　２から130度30分160メートルの点
　　　エ　２から 54度20分 20メートルの点

浜島 平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

わかめ
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第288号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
南伊勢町宿浦葛島地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　南伊勢町宿浦宿浦岸壁の西角
　基点２　南伊勢町田曽浦田曽浦岸壁の西角
　　　ア　1から222度25分374メートルの点
　　　イ　1から214度10分341メートルの点
　　　ウ　2から297度00分423メートルの点
　　　エ　2から294度00分481メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

宿浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第289号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町宿浦地先（フカ浦）

漁場区域
次の基点１とアを結んだ直線と基点１・ア間の最大高潮
時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　南伊勢町宿浦フカ浦北防波堤西側排水口
　　　ア　１から180度00分の方位線と対岸との交点

宿浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第290号 翌年
6月30日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町木谷地先

漁場区域
次の基点１とア、イと基点２を結んだ直線と基点１・２
間の最大高潮時海岸線及び基点１・２間の最大高潮時海
岸線から10メートルを隔てた連結線とによって囲まれた
区域
　基点１　南伊勢町木谷泊浜石西端
　基点２　南伊勢町木谷栃木鼻西鼻
　　　ア　１から274度20分10メートルの点
　　　イ　２から244度20分10メートルの点

宿浦
神原

五ケ所浦

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第291号 翌年
6月30日
まで

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
南伊勢町木谷地先ニ又

漁場区域
次の基点１と２を結んだ直線と基点１・２間の最大高潮
時海岸線とによって囲まれた区域
　　基点１　南伊勢町木谷二又西鼻
　　基点２　南伊勢町木谷二又北鼻

五ケ所浦
神原



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第292号 翌年
6月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町木谷地先

漁場区域
次の基点１と２、基点３とア、イとウ、エと基点６を結
んだ直線と、基点１･６間の最大高潮時海岸線及び基点
５･６間の最大高潮時海岸線から10メートルを隔てた連
結線とによって囲まれた区域

　基点1　南伊勢町木谷奥村楠一所有田南端
　基点2　南伊勢町木谷びょうぶ島北鼻
　基点3　南伊勢町木谷びょうぶ島南鼻
　基点4　南伊勢町木谷びょうぶの南端
　基点5　南伊勢町木谷かたの鼻
　基点6　南伊勢町木中の谷護岸東端
　　　ア　4から3見通し線上10メートルの点
　　　イ　4から5見通し線上10メートルの点
  　　ウ　5から4見通し線上10メートルの点
　　　エ　6から324度00分10メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

神原
五ケ所浦

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第293号 翌年
6月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町木谷地先

漁場区域
次の基点１とア、イと基点３を結んだ直線と基点１・３
間の最大高潮時海岸線及び基点２・３間の最大高潮時海
岸線から10メートルを隔てた連結線とによって囲まれた
区域
　基点１　南伊勢町木谷かたの鼻
　基点２　南伊勢町木谷奥するじの鼻
　基点３　南伊勢町木谷とこなげ西の鼻
　　　ア　２から１見通し線上10メートルの点
　　　イ　３から262度00分10メートルの点

神原
五ケ所浦

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第294号 翌年
6月30日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町木谷地先

漁場区域
次の基点１とア、イとウ、エと基点４を結んだ直線と基
点１・４間の最大高潮時海岸線及び基点１・２間と基点
３・４間の最大高潮時海岸線から10メートルを隔てた連
結線とによって囲まれた区域
　基点１　南伊勢町木谷おひらしの北鼻
　基点２　南伊勢町木谷小原木谷
　基点３　南伊勢町木谷ないばの鼻
　基点４　南伊勢町木谷外の山の基標
　　　ア　１から344度20分10メートルの点
　　　イ　２から３見通し線上10メートルの点
　　　ウ　３から２見通し線上10メートルの点
　　　エ　４から 69度20分10メートルの点

神原 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第295号 翌年
6月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町下津浦地先

漁場区域
次の基点１とア、イと基点３を結んだ直線と基点１・３
間の最大高潮時海岸線及び基点２・３間の最大高潮時海
岸線から10メートルを隔てた連結線とによって囲まれた
区域
　基点１　南伊勢町下津浦湯田の中央基標
　基点２　南伊勢町下津浦桧木鼻
　基点３　南伊勢町下津浦向江の基標
　　　ア　２から１見通し線上10メートルの点
　　　イ　３から4度20分10メートルの点

神原 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第296号 翌年
6月30日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町下津浦地先

漁場区域
次の基点１とア、イと基点２を結んだ直線と基点１・２
間の最大高潮時海岸線及び基点１・２間の最大高潮時海
岸線から10メートルを隔てた連結線とによって囲まれた
区域
　基点１　南伊勢町下津浦あの岬
　基点２　南伊勢町下津浦ひさち鼻
　　　ア　１から280度00分10メートルの点
　　　イ　２から229度00分10メートルの点

神原
五ケ所浦

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第297号 翌年
6月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町神津佐地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、基点４の各点を順次結んだ直
線、基点２と基点３を結んだ直線及び基点１・２間と基
点３・４間の最大高潮時海岸線によって囲まれた区域
　基点１　南伊勢町神津佐かじか谷の基標
　基点２　南伊勢町神津佐、神津佐２号防潮扉
　基点３　南伊勢町神津佐、神津佐１４号防潮扉
　基点４　南伊勢町神津佐桧崎の北鼻
　　　ア　１から195度00分 60メートルの点
　　　イ　４から357度20分120メートルの点
　　　ウ　４から317度00分 35メートルの点

五ヶ所浦
神原

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第298号 翌年
6月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町神津佐地先

漁場区域
次の基点１とア、イと基点２を結んだ直線と基点１・ウ
間の最大高潮時海岸線及び基点１・ウ間の最大高潮時海
岸線から10メートルを隔てた連結線とによって囲まれた
区域
　基点１　南伊勢町神津佐かじか谷山本久雄真珠養殖場
　　　　　倉庫前基標
　基点２　南伊勢町神津佐桧崎の北鼻
　　　ア　１から134度00分10メートルの点
　　　イ　ウから２見通し線上10メートルの点
　　　ウ　２から317度00分の方位線と対岸との交点

神原
五ケ所浦

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第299号 翌年
6月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町泉出釜地先

漁場区域
次の基点１とア、イと基点２を結んだ直線と基点１・２
間の最大高潮時海岸線及び基点１・２間の最大高潮時海
岸線から10メートルを隔てた連結線とによって囲まれた
区域
　基点１　南伊勢町泉あらめ山南鼻
　基点２　南伊勢町泉出釜西浜東端
　　　ア　１から 54度00分10メートルの点
　　　イ　２から250度00分10メートルの点

神原
五ケ所浦

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号 存続期間

免許申請
期　　間

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第300号 翌年
6月30日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町泉七日島地先

漁場区域
次の基点３、イ、基点４の各点を順次結んだ直線、基点
１と基点５、基点２とアを結んだ直線及び基点１・２
間、基点３・ア間、基点４・５間の最大高潮時海岸線と
によって囲まれた区域
　基点１　南伊勢町泉合どし鼻一番鼻の白岩
　基点２　南伊勢町泉一の谷の鼻
　基点３　南伊勢町泉かたの鼻
　基点４　南伊勢町泉七日島矢形の北鼻
　基点５　南伊勢町佐田口東の三番鼻
　　　ア　２から 58度00分の方位線と対岸との交点
　　　イ　４から 72度00分 80メートルの点

神原
五ケ所浦

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第301号 翌年
6月30日
まで

公示番号

漁場の位置
南伊勢町泉七日島東小浦地先

漁場区域
次の基点１と２を結んだ直線と基点１・２間の最大高潮
時海岸線とによって囲まれた区域
　　基点１　南伊勢町泉七日島東小浦北鼻
　　基点２　南伊勢町泉七日島東小浦南鼻

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

五ケ所浦
神原

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第302号 翌年
6月30日
まで

五ケ所浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町泉七日島地先

漁場区域
次の基点１とア、イと基点２を結んだ直線と基点１・２
間の最大高潮時海岸線及び点１・２間の最大高潮時海岸
線から10メートルを隔てた連結線とによって囲まれた区
域
　基点１　南伊勢町泉七日島川村光造真珠養殖場南端
　基点２　南伊勢町泉七日島山本六男真珠養殖場西端
　　　ア　１から254度00分10メートルの点
　　　イ　２から184度00分10メートルの点



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第303号 翌年
6月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町泉コジナ島地先

漁場区域
次の基点１とア、イと基点２を結んだ直線と基点１・２
間の最大高潮時海岸線及び基点１・２間の最大高潮時海
岸線から10メートルを隔てた連結線とによって囲まれた
区域
　基点１　南伊勢町泉コジナ島西北端
　基点２　南伊勢町泉コジナ島北端
　　　ア　１から279度00分10メートルの点
　　　イ　２から 81度00分10メートルの点

五ケ所浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第304号 翌年
6月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町飯満地先

漁場区域
次の基点１と基点２を結んだ直線と基点１・２間の最大
高潮時海岸線から５メートルを隔てた連結線とによって
囲まれた区域
　基点１　南伊勢町飯満東かいかくら
　基点２　南伊勢町飯満西かいかくら

五ケ所浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第305号 翌年
6月30日
まで

五ケ所浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町飯満地先

漁場区域
次の基点１とア、イと基点２を結んだ直線と基点１・２
間の最大高潮時海岸線及び基点１・２間の最大高潮時海
岸線から10メートルを隔てた連結線とによって囲まれた
区域
　基点１　南伊勢町飯満東八郎真珠養殖場東南端
　基点２　南伊勢町飯満水谷西鼻
　　　ア　１から270度00分10メートルの点
　　　イ　２から124度00分10メートルの点



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第306号 翌年
6月30日
まで

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町飯満地先

漁場区域
次の基点１とア、イとウ、エとオ、カと基点４を結んだ
直線、基点１・４間の最大高潮時海岸線、基点１・２間
と基点３・４間の最大高潮時海岸線から10メートルを隔
てた連結線及び基点２・３間の最大高潮時海岸線から20
メートルを隔てた連結線とによって囲まれた区域
　基点１　南伊勢町飯満こゆず浜の南鼻
　基点２　南伊勢町飯満赤岸の鼻
　基点３　南伊勢町飯満しいの木鼻
　基点４　南伊勢町飯満しわいど北鼻
　　　ア　１から339度00分10メートルの点
　　　イ　２から250度00分10メートルの点
　　　ウ　２から250度00分20メートルの点
　　　エ　３から250度00分20メートルの点
　　　オ　３から250度00分10メートルの点
　　　カ　４から264度00分10メートルの点

五ケ所浦



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第307号 翌年
6月30日
まで

五ケ所浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町五ヶ所浦地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、基点２の各点を順次結んだ直線と
基点１・２間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区
域
　基点１　南伊勢町飯満中熊の鼻北鼻
　基点２　南伊勢町五ヶ所川左岸堤防南角
　　　ア　１から283度00分130メートルの点
　　　イ　２から160度00分235メートルの点



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第308号 翌年
6月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町五ヶ所浦地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、基点２の各点を順次結んだ直
線と基点１・２間の最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
　基点１　南伊勢町五ヶ所川右岸突堤基部
　基点２　南伊勢町五ヶ所川右岸堤防南端
　　　ア　１から152度00分170メートルの点
　　　イ　２から131度00分155メートルの点
　　　ウ　２から144度30分 90メートルの点

五ケ所浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第309号 翌年
6月30日
まで

五ケ所浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町五ヶ所浦合神地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エの各点を順次結んだ直線とア・エ間
の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　南伊勢町五ヶ所浦合神幸橋樋門北角
　　　ア　１から 59度00分の方位線と対岸との交点
　　　イ　アから174度00分10メートルの点
　　　ウ　エから174度00分10メートルの点
　　　エ　１から  3度00分の方位線と対岸との交点

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第310号 翌年
6月30日
まで

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町五ヶ所浦獅子島地先

漁場区域
次の基点３、ア、基点４の各点を順次結んだ直線、基点
１と基点２を結んだ直線及び基点１・２間と基点３・４
間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　南伊勢町五ヶ所浦獅子島中ノ鼻
　基点２　南伊勢町五ヶ所浦獅子頭の北鼻
　基点３　南伊勢町五ヶ所浦獅子頭の南鼻
　基点４　南伊勢町五ヶ所浦獅子島南端
　　　ア　３から249度00分20メートルの点

五ケ所浦



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第311号 翌年
6月30日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町五ヶ所浦湾場地先

漁場区域
次の基点１と２を結んだ直線と基点１・２間の最大高潮
時海岸線とによって囲まれた区域
　　基点１　南伊勢町五ヶ所浦奥田東鼻
　　基点２　南伊勢町五ヶ所浦潟の南鼻

五ケ所浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第312号 翌年
6月30日
まで

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町五ヶ所浦春ヶ鼻南鼻地先

漁場区域
次の基点１とア、イと基点２を結んだ直線と基点１・２
間の最大高潮時海岸線及び基点１・２間の最大高潮時海
岸線から10メートルを隔てた連結線とによって囲まれた
区域
　　基点１　南伊勢町五ヶ所浦春ヶ鼻南鼻
　　基点２　増養殖研究所突堤北側基部
　　　　ア　１から99度00分10メートルの点
　　　　イ　２から62度00分10メートルの点

五ケ所浦



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

ひじき
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第313号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町中津浜浦地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　南伊勢町中津浜浦オシマワシの立石
　基点２　南伊勢町中津浜浦赤崎南端
　　　ア　１から  0度00分 50メートルの点
　　　イ　１から 40度00分 80メートルの点
　　　ウ　２から154度00分 45メートルの点
　　　エ　２から200度00分 60メートルの点

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

中津浜浦



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第314号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町中津浜浦地先

漁場区域
次の基点１とア、基点２とイを結んだ直線と、基点１・
２間の最大高潮時海岸線及び基点１・２間の最大高潮時
海岸線から30メートルを隔てた連結線とによって囲まれ
た区域
　基点１　南伊勢町中津浜浦船越界の標柱
　基点２　南伊勢町中津浜浦奥赤崎の鼻
　　　ア　１から180度00分30メートルの点
　　　イ　２から 36度00分30メートルの点

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

中津浜浦



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第315号 翌年
5月31日
まで

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町船越長瀬浦地先

漁場区域
次の基点１とア、イと基点３を結んだ直線、基点１・３
間の最大高潮時海岸線及び基点２・３間の最大高潮時海
岸線から20メートルを隔てた連結線とによって囲まれた
区域
　基点１　南伊勢町船越長瀬舟かくし鼻東鼻
　基点２　南伊勢町船越長瀬奥鼻
　基点３　南伊勢町船越長瀬の西鼻
　　　ア　２から１見通し線上20メートルの点
　　　イ　３から305度00分20メートルの点

南勢船越



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第316号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町船越長瀬浦地先

漁場区域
次の基点１とアを結んだ直線と基点１・ア間の最大高潮
時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　南伊勢町船越長瀬舟かくし鼻
　　　ア　１から278度00分の方位線と対岸との交点

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

南勢船越



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第317号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町船越地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、エの各点を順次結んだ直線、
基点３とオを結んだ直線、基点１・３間の最大高潮時海
岸線及び基点２・３間の最大高潮時海岸線から10メート
ルを隔てた連結線とによって囲まれた区域
　基点１　南伊勢町船越志摩ヨットハーバー南固定
　　　　　桟橋基部
　基点２　南伊勢町船越三つ石浜標識
　基点３　南伊勢町船越小切鼻
　基点４　南伊勢町中津浜浦雁島
　　　ア　１から175度00分 85メートルの点
　　　イ　２から121度00分130メートルの点
　　　ウ　２から４を見通した線上70メートルの点
　　　エ　２から４を見通した線上10メートルの点
　　　オ　３から264度00分10メートルの点

南勢船越 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第318号 翌年
5月31日
まで

南勢船越 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町船越地先

漁場区域
次の基点２、イ、ア、基点１を順次結んだ直線と基点
１・２間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　南伊勢町船越ヨノキ東鼻
　基点２　南伊勢町船越ヨノキ西鼻
　基点３　南伊勢町船越居合鼻
　基点４　南伊勢町船越瀬の脇鼻堤防南西角
　　　ア　１から４見通し線上50メートルの点
　　　イ　２から３見通し線上65メートルの点



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第319号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町船越地先

漁場区域
次の基点１と基点２を結んだ直線と基点１・２間の最大
高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　南伊勢町船越小倉湾東鼻
　基点２　南伊勢町船越小倉湾西鼻

南勢船越 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第320号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町船越地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、エ、基点３を順次結んだ直線
と基点１・３間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた
区域
　基点１　南伊勢町船越向いの鼻
　基点２　南伊勢町船越藤井源次郎所有田の堤防角
　　　　　標識
　基点３　南伊勢町船越広崎農林堤防東の鼻の標識
　　　ア　１から  0度00分 20メートルの点
　　　イ　２から 53度00分 80メートルの点
　　　ウ　３から100度00分 85メートルの点
　　　エ　３から２見通し線上 30メートルの点

南勢船越 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第321号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

南勢船越漁場の位置
度会郡南伊勢町船越地先

漁場区域
次の基点１、基点２を結んだ直線と基点１・２間の最大
高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　南伊勢町船越広崎の鼻
　基点２　南伊勢町船越荷揚場北東角

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第322号 翌年
5月31日
まで

南勢船越 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町船越地先

漁場区域
次の基点１とア、イと基点２を結んだ直線と基点１・２
間の最大高潮時海岸線及び基点１・２間の最大高潮時海
岸線から10メートルを隔てた連結線とによって囲まれた
区域
　基点１　南伊勢町船越居合鼻
　基点２　南伊勢町船越加賀口(稲葉四郎真珠養殖場
　　　　　北端)
　　　ア　１から104度00分10メートルの点
　　　イ　２から119度00分10メートルの点



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第323号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

礫浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

漁場の位置
南伊勢町船越鯛の間地先

漁場区域
次の基３・イ及び基点１・アを結んだ直線、基点１・３
間の最大高潮時海岸線と基点１・２間の最大高潮時海岸
線から20メートルを隔てた連結線とによって囲まれた区
域
　　基点１　南伊勢町船越裏加賀の鼻
　　基点２　南伊勢町船越うちうどの鼻
　　基点３　南伊勢町船越黒鼻
　　　　ア　１から250度00分　20メートルの点
　　　　イ　２から320度00分　20メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第324号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町内瀬浦地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、基点２の各点を順次結んだ直線と
基点１・２間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区
域
　基点１　南伊勢町内瀬浦丸石の谷
　基点２　南伊勢町内瀬浦瀞田堤防西端
　　　ア　１から200度00分 20メートルの点
　　　イ　２から141度00分 35メートルの点

内瀬浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第325号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町内瀬浦地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オの各点を順次結んだ直線、カと
キ及び基点２とクを結んだ直線、基点２・ア間及びキ・
ク間の最大高潮時海岸線及び基点３・キ間の最大高潮時
海岸線から10メートルを隔てた連結線とによって囲まれ
た区域
　基点１　南伊勢町内瀬浦丸石の谷
　基点２　南伊勢町内瀬浦伊勢路川左岸堤防南西角
　基点３　南伊勢町内瀬浦オンドの鼻
　基点４　南伊勢町内瀬浦村島北端
　　　ア　４から326度00分の方位線と対岸との交点
　　　イ　アから 95度00分 10メートルの点
　　　ウ　４から314度00分260メートルの点
　　　エ　３から 13度00分415メートルの点
　　　オ　３から 13度00分 10メートルの点
　　　カ　キから  0度00分 10メートルの点
　　　キ　１から180度00分の方位線と対岸との交点
　　　ク　２から210度00分の方位線と対岸との交点

内瀬浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第326号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町迫間浦あくち、同佐浦地先

漁場区域
次の基点１とアを結んだ直線、イ、ウ、エ、オ、カ、キ
の各点を順次結んだ直線、クと基点７を結んだ直線、基
点１・７間の最大高潮時海岸線及び基点２・３間の最大
高潮時海岸線から10メートルを隔てた連結線と基点６・
７間の最大高潮時海岸線から20メートルを隔てた連結線
とによって囲まれた区域
　基点１　南伊勢町迫間浦佐浦の北中鼻
　基点２　南伊勢町迫間浦佐浦の南中鼻
　基点３　南伊勢町迫間浦ぎっちょの鼻
　基点４　南伊勢町迫間浦道瀬鼻
　基点５　南伊勢町迫間浦川口の標柱
　基点６　南伊勢町迫間浦じゅうろうの標柱
　基点７　南伊勢町迫間浦池の谷護岸の東端
　　　ア　２から１見通し線上10メートルの点
　　　イ　３から 85度00分 10メートルの点
　　　ウ　３から123度30分 60メートルの点
　　　エ　４から 29度45分205メートルの点
　　　オ　４から135度00分 10メートルの点
　　　カ　５から６見通し線上40メートルの点
　　　キ　６から５見通し線上20メートルの点
　　　ク　７から 54度20分 20メートルの点

迫間浦
礫浦

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

わかめ
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第327号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町迫間浦地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　南伊勢町迫間浦神戸の鼻
　　　ア　１から107度00分656メートルの点
　　　イ　１から 92度30分564メートルの点
　　　ウ　１から 89度30分644メートルの点
　　　エ　１から103度00分726メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

迫間浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第328号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町迫間浦ごち地先

漁場区域
次の基点１とア、イとウ、オとカを結んだ直線、基点
１・カ間の最大高潮時海岸線及び基点１・２間、エ・基
点３間の最大高潮時海岸線から10メートルを隔てた連結
線とによって囲まれた区域
　基点１　南伊勢町迫間浦やぶ下の基標
　基点２　南伊勢町迫間浦春之助南端
　基点３　南伊勢町迫間浦徳畑東端
　　　ア　１から204度20分10メートルの点
　　　イ　２からエ見通し線上10メートルの点
　　　ウ　エから２見通し線上10メートルの点
　　　エ　２から265度00分の方位線と対岸との交点
　　　オ　３から210度00分10メートルの点
　　　カ　３から210度00分の方位線と対岸との交点

迫間浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第329号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町迫間浦ありかた､同むごら､同かみのは地
先

漁場区域
次の基点１とア、ウとエ、を結んだ直線、カ、キ、ク、
基点３の各点を順次結んだ直線及び基点１・３間の最大
高潮時海岸線並びに基点1・イ間と基点２・オ間の最大
高潮時海岸線から10メートルを隔てた連結線とによって
囲まれた区域
　基点１　南伊勢町迫間浦大崎東鼻
　基点２　南伊勢町迫間浦むごらの鼻
　基点３　南伊勢町迫間浦登一寿工場北詰
　　　ア　１から 48度00分 10メートルの点
　　　イ　２から345度00分の方位線と対岸との交点
　　　ウ　イから２見通し線上10メートルの点
　　　エ　２からイ見通し線上10メートルの点
　　　オ　３から 19度00分の方位線と対岸との交点
　　　カ　３から 19度00分125メートルの点
　　　キ　３から 45度00分 70メートルの点
　　　ク　３から 90度00分 20メートルの点

迫間浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第330号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町迫間浦三浦、同大江越地地先

漁場区域
次の基点１とア、イとウ、エとオ、キと基点６を結んだ
直線、基点１・６間の最大高潮時海岸線及び基点１・２
間、基点３・４間、基点５・カ間の最大高潮時海岸線か
ら10メートルを隔てた連結線とによって囲まれた区域
　基点１　南伊勢町迫間浦城丈右エ門工場東詰
　基点２　南伊勢町迫間浦はとの電柱41号の基標
　基点３　南伊勢町迫間浦水のみの基標
　基点４　南伊勢町迫間浦中屋畑東端
　基点５　南伊勢町迫間浦おびらせ小松
　基点６　南伊勢町迫間浦ほしらの鼻
　　　ア　１から224度20分10メートルの点
　　　イ　２から３見通し線上10メートルの点
　　　ウ　３から２見通し線上10メートルの点
　　　エ　４から５見通し線上10メートルの点
　　　オ　５から４見通し線上10メートルの点
　　　カ　６から256度00分の方位線と対岸との交点
　　　キ　カから６見通し線上10メートルの点

迫間浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第331号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町迫間浦地先

漁場区域
次の基点１とア、ウとエ、オと基点３を結んだ直線、基
点１・３間の最大高潮時海岸線及び基点１・イ間と基点
２・３間の最大高潮時海岸線から10メートルを隔てた連
結線とによって囲まれた区域
　基点１　南伊勢町相賀浦ぼうずの鼻
　基点２　南伊勢町迫間浦竹あたりの鼻
　基点３　南伊勢町迫間浦めどの鼻
　　　ア　１から 80度00分10メートルの点
　　　イ　２から283度00分の方位線と対岸との交点
　　　ウ　イから２見通し線上10メートルの点
　　　エ　２からイ見通し線上10メートルの点
　　　オ　４から270度00分10メートルの点

迫間浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第332号 翌年
5月31日
まで

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町礫浦地先

漁場区域
次の基点１とア、イと基点２を結んだ直線と基点１・２
間の最大高潮時海岸線及び基点１・２間の最大高潮時海
岸線から20メートルを隔てた連結線とによって囲まれた
区域
　基点１　南伊勢町迫間浦、同町礫浦境界そも崎基標
　基点２　南伊勢町礫浦大鼻
　　　ア 1から　0度00分　20メートルの点
　　　イ 2から354度20分　20メートルの点

礫浦



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

わかめ
養殖業

11月1日
から

平成30年
9月1日

第333号 翌年
4月30日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町礫浦地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域

基点１　南伊勢町礫浦逢瀬の鼻
　　ア　１から167度100メートルの点
　　イ　１から193度 61メートルの点
　　ウ　１から218度231メートルの点
　　エ　１から205度248メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

礫浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第334号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町相賀瓢箪池地先

漁場区域
次の基点１とアを結んだ直線と基点１・ア間の最大高潮
時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　大池西奥北岸堤防屈曲南端
　　　ア　１から220度00分の方位線と対岸との交点

相賀浦
礫浦

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

わかめ
養殖業

11月1日
から

平成30年
9月1日

第335号 翌年
5月31日
まで

相賀浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町相賀浦地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　　基点１　南伊勢町相賀浦港防波堤灯台
　　　　ア　１から　 8度00分 50メートルの点
　　　　イ　１から 314度00分165メートルの点
　　　　ウ　１から 339度00分208メートルの点
　　　　エ　１から　22度00分138メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第336号 翌年
6月30日
まで

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町大方竈地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　南伊勢町大方竈護岸堤防南端
　基点２　南伊勢町大方竈護岸堤防北端
　　　ア　１から290度50分10メートルの点
　　　イ　１から298度50分40メートルの点
　　　ウ　２から270度20分50メートルの点
　　　エ　２から257度50分15メートルの点

阿曽浦



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第337号 翌年
6月30日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町道行竈かつ浦地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、基点２の各点を順次結んだ直
線と基点２・ア間の最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
　基点１　南伊勢町道行竈奥かつ浦の鼻
　基点２　南伊勢町道行竈奥かつ浦の標柱
　　　ア　１から131度20分の方位線と対岸との交点
　　　イ　２から299度00分100メートルの点
　　　ウ　２から343度00分 75メートルの点
　　　エ　２から 55度00分 85メートルの点
　　　オ　２から 81度00分 50メートルの点

阿曽浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第338号 翌年
6月30日
まで

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町道行竈地先

漁場区域
次のア、基点１、イ、ウの各点を順次結んだ直線及び
ウ・ア間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　南伊勢町道行竈新田こうべ松
　　　ア　１から180度00分の方位線と対岸との交点
　　　イ　１から278度00分40メートルの点
　　　ウ　１から198度50分の方位線と対岸との交点

阿曽浦



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第339号 翌年
6月30日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町道行竈地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エの各点を順次結んだ直線とア・エ間
の最大高潮時海岸線によって囲まれた区域
　基点１　南伊勢町道行竈防波堤南角
　　　ア　１から 80度00分の方位線と対岸との交点
　　　イ　１から 76度00分65メートルの点
　　　ウ　１から128度00分95メートルの点
　　　エ　１から119度30分の方位線と対岸との交点

阿曽浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第340号 翌年
6月30日
まで

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町大江地先

漁場区域
次の基点１とアを結んだ直線と基点１・ア間の最大高潮
時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　南伊勢町大江又蔵鼻
　　　ア　１から145度30分の方位線と対岸との交点

阿曽浦



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第341号 翌年
6月30日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町大江地先

漁場区域
次のア、基点１、イ、基点２の各点を順次結んだ直線と
基点２・ア間の最大高潮時海岸線によって囲まれた区域
　基点１　南伊勢町大江、大江川右岸堤防南角
　基点２　南伊勢町大江、大江東の鼻
　　　ア　１から118度00分の方位線と対岸との交点
　　　イ　１から194度00分195メートルの点

阿曽浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第342号 翌年
6月30日
まで

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町道方地先

漁場区域
次の基点１，ア、イ、基点２の各点を順次結んだ直線と
基点１・２間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区
域
　基点１　南伊勢町道方船付場の標柱
　基点２　南伊勢町道方、道方川左岸堤防東南詰
　　　ア　１から164度00分 60メートルの点
　　　イ　１から118度00分210メートルの点

阿曽浦



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

わかめ
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第343号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町道方大浦地先

漁場区域
次の基点１、ア、基点２の各点を順次結んだ直線と基点
１・２間の最大高潮時海岸線から10メートルを隔てた連
絡線とによって囲まれた区域
　　基点１　南伊勢町道方桃の木鼻
　　基点２　南伊勢町道方桃の木東鼻
　　　　ア　2から131度00分30メートルの点
　　　　　　（西村重長作業場見通し線上）

阿曽浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

わかめ
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第344号 翌年
5月31日
まで

慥柄浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町慥柄浦地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　南伊勢町慥柄浦中の輪の西浜島
　基点２　南伊勢町慥柄浦犬戻りの鼻
　　　ア　１から172度　70メートルの点
　　　イ　１から172度　270メートルの点
　　　ウ　２から156度　280メートルの点
　　　エ　２から127度　110メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

わかめ
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第345号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町道行竃中山浜地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　南伊勢町道行竃穴の口
　　　ア　１から130度00分130メートルの点
　　　イ　１から142度00分310メートルの点
　　　ウ　１から157度00分307メートルの点
　　　エ　１から165度00分130メートルの点

贄浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

わかめ
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第346号 翌年
5月31日
まで

奈屋浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町奈屋浦地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　　基点１　南伊勢町東宮小原下
　　　　ア　１から162度00分190メートルの点
　　　　イ　１から168度00分288メートルの点
　　　　ウ　１から172度00分284メートルの点
　　　　エ　１から168度00分185メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第347号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町東宮地先（小納戸浦）

漁場区域
次の基点１とアを結んだ直線と基点１・ア間の最大高潮
時海岸線から５メートルを隔てた連結線とによって囲ま
れた区域
　基点１　南伊勢町東宮小納戸浦しし島
　　　ア　１から84度50分の方位線と対岸との交点

神前浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第348号 翌年
5月31日
まで

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

神前浦 平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町河内地先（小納戸浦）

漁場区域
次の基点１とアを結んだ直線と基点１・ア間の最大高潮
時海岸線から５メートルを隔てた連結線とによって囲ま
れた区域
　基点１　南伊勢町河内甚大山の口
　　　ア　１から38度20分の方位線と対岸との交点



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第349号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町河内地先

漁場区域
次の基点１、ア、基点２の各点を順次結んだ直線と基点
１・２間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　南伊勢町河内ダイケ鼻の大石
　基点２　吉津港河内荷揚岸壁南端
　　　ア　２から140度00分220メートルの点

神前浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第350号 翌年
6月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町小方竈地先

漁場区域
次の基点１とアを結んだ直線と基点１・ア間の最大高潮
時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　南伊勢町小方竈の内瀬浦通称ロクザエモン
　　　　　入口南側先端の標識
　　　ア　１から0度00分の方位線と対岸との交点

方座浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

わかめ
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第351号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町小方竈地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アを順次結んだ直線によって囲ま
れた区域
　基点１　南伊勢町小方竈海徳の西浜隅
　　　ア　１から 52度 57メートルの点
　　　イ　１から 79度490メートルの点
　　　ウ　１から 86度485メートルの点
　　　エ　１から115度 50メートルの点

方座浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第352号 翌年
6月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町小方竈地先

漁場区域
次の基点１とアを結んだ直線と基点１・ア間の最大高潮
時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　南伊勢町小方竈ふなかくし北隅
　　　ア　１から295度00分の方位線と対岸との交点

方座浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第353号 翌年
6月30日
まで

方座浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町小方竈地先

漁場区域
次の基点１、２を結んだ直線と基点１・２間の最大高潮
時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　南伊勢町小方竈字寺倉東の標柱
　基点２　南伊勢町小方竈字寺倉西の標柱



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第354号 翌年
6月30日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町小方竈地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、基点２を結んだ直線と基点１・２
間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　南伊勢町小方竈そうびらし南の浜南隅
　基点２　南伊勢町小方竈あじろの浜南隅
　　　ア　１から133度00分90メートルの点
　　　イ　２から305度00分90メートルの点

方座浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第355号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

古和浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町栃木竈地先

漁場区域
次の基点１、基点２、アの各点を順次結んだ直線及び基
点１・ア間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　南伊勢町栃木竈アダの鼻
　基点２　南伊勢町栃木竈根尻の鼻
　　　ア　１から228度00分の方位線と対岸との交点



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第356号 翌年
5月31日
まで

古和浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町古和浦白石地先

漁場区域
次の基点１と２を結んだ直線と基点１・２間の最大高潮
時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　南伊勢町古和浦白石東の鼻
　基点２　南伊勢町古和浦白石西の鼻



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第357号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町栃木竈長吉山地先

漁場区域
次の基点１と基点２を結んだ直線及び基点１・２間の最
大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　栃木竈長吉山東鼻
　基点２　栃木竈長吉山西鼻

古和浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第358号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町栃木竈奥天神地先

漁場区域
次の基点１と基点２を結んだ直線と基点１・２間の最大
高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　南伊勢町栃木竈赤松下鼻(2)の標柱
　基点２　南伊勢町栃木竈奥天神南鼻(2)の標柱

古和浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第359号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町栃木竃地先

漁場区域
次の基点１と２を結んだ直線と基点１・２間の最大高潮
時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　南伊勢町栃木竃ガッケ天狗の南の鼻
　基点２　南伊勢町栃木竃天神西の鼻

古和浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第360号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町栃木竈モミヤグラ地先

漁場区域
次の基点１とアを結んだ直線と基点１・ア間の最大高潮
時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　南伊勢町栃木竈ガッケ天狗の鼻
　　　ア　１から  0度00分の方位線と対岸との交点

古和浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第361号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町古和浦地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、基点１の各点を順次結んだ直線及
び基点１・ア間の最大高潮時海岸線とえさき大橋下流端
とによって囲まれた区域
　基点１　古和浦漁港東堤防東南角
　　　ア　１から 22度00分の方位線と対岸との交点
　　　イ　１から 62度00分 80メートルの点
　　　ウ　１から102度00分 60メートルの点
　　　エ　１から172度00分 40メートルの点

古和浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第362号 翌年
5月31日
まで

古和浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町棚橋竃地先

漁場区域
次のウ、エ、オ、カ、アを結んだ直線とア・ウ間の最大
高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　南伊勢町新桑竈北鼻
　基点２　南伊勢町新桑竈たまご真網の鼻
　　　ア　１から 58度00分の方位線と陸岸との交点
　　　イ　２から333度50分の方位線と陸岸との交点
　　　ウ　２から343度36分の方位線と陸岸との交点
　　　エ　ウから135度00分　15メートルの点
　　　オ　イから150度00分　15メートルの点
　　　カ　アから180度00分　15メートルの点



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第363号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町棚橋竈地先

漁場区域
次の基点１、ア、基点２の各点を順次結んだ直線、基点
４と５を結んだ直線、基点１・４間及び基点２・５間の
最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　南伊勢町棚橋竈横川尻護岸東端
　基点２　南伊勢町棚橋竈南突堤基部
　基点３　南伊勢町新桑竈北鼻
　基点４　南伊勢町棚橋竈焼山橋北端
　基点５　南伊勢町棚橋竈焼山橋南端
　　　ア　１から190度00分の方位線と３から 40度00分
　　　　　の方位線との交点

古和浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第364号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町新桑竈地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、エ、オの各点を順次結んだ直
線、点カとキを結んだ直線、基点１・キ間及び点オ・カ
間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　南伊勢町棚橋竈南突堤基部
　基点２　南伊勢町新桑竈北鼻
　基点３　南伊勢町新桑竈突堤基部
　　　ア　２から 50度00分 25メートルの点
　　　イ　３から 90度00分 15メートルの点
　　　ウ　３から145度00分 70メートルの点
　　　エ　３から123度00分165メートルの点
　　　オ　３から123度00分の方位線と陸岸との交点
　　　カ　３から155度00分の方位線と陸岸との交点
　　　キ　３から160度00分の方位線と陸岸との交点

古和浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第365号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町新桑竈たまご地先

漁場区域
次のア、イ、ウの各点を順次結んだ直線及び点ア・ウ間
の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　南伊勢町新桑竈がっけ東鼻
　基点２　南伊勢町新桑竈たまご真網の鼻
　　　ア　１から169度00分の方位線と陸岸との交点
　　　イ　１から200度00分290メートルの点
　　　ウ　２から260度00分の方位線と陸岸との交点

古和浦 平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第366号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町新桑竈たまご真網地先

漁場区域
次の基点１とアを結んだ直線と基点１・ア間の最大高潮
時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　南伊勢町新桑竈たまご真網の鼻
　　　ア　１から63度00分の方位線と陸岸との交点

古和浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

わかめ、
ひじき
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第367号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
度会郡南伊勢町古和浦地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　南伊勢町新桑竃コノモトの鼻
　　　ア　１から 55度00分105メートルの点
　　　イ　１から 78度00分280メートルの点
　　　ウ　１から124度00分370メートルの点
　　　エ　１から154度00分220メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

古和浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

わかめ、
ひじき
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第368号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
度会郡大紀町錦地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　大紀町錦ふじの鼻灯台
　　　ア　１から 91度00分355メートルの点
　　　イ　１から115度00分445メートルの点
　　　ウ　１から136度30分340メートルの点
　　　エ　１から109度00分195メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

錦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第369号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
北牟婁郡紀北町東長島字大名倉地先

漁場区域
次の基点１とイ、ケとアを結んだ直線、ウ、エ、オ、
カ、キ、クを順次結んだ直線、基点１・ア間の最大高潮
時海岸線と基点1・２間の最大高潮時海岸線から15メー
トルを隔てた連結線、基点３・ア間の最大高潮時海岸線
から10メートルを隔てた連結線によって囲まれた区域
　基点１　紀北町東長島字大名倉中崎
　基点２　紀北町東長島字大名倉東堤防角
　　　　　基標
　基点３　紀北町東長島字大名倉背合腰基標
　　　ア　１から180度00分の方位線と対岸との交点
　　　イ　１からア見通し線上 15メートルの点
　　　ウ　２から３見通し線上 15メートルの点
　　　エ　２から３見通し線上 60メートルの点
　　　オ　２から128度00分 95メートルの点
　　　カ　３から 57度00分110メートルの点
　　　キ　３から２見通し線上 55メートルの点
　　　ク　３から２見通し線上 10メートルの点
　　　ケ　アから１見通し線上 10メートルの点

長島町 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

わかめ
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第370号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
北牟婁郡紀北町海野地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、アの各点を順次結ん
だ直線によって囲まれた区域
　基点１　海野漁港沖防波堤西南角
　　　ア　１から178度00分100メートルの点
　　　イ　１から106度30分170メートルの点
　　　ウ　１から127度00分250メートルの点
　　　エ　１から151度00分480メートルの点
　　　オ　１から155度30分460メートルの点
　　　カ　１から138度00分240メートルの点
　　　キ　１から168度00分220メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

海野 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

わかめ
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第371号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
北牟婁郡紀北町白浦地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アを順次結んだ直線によって囲ま
れた区域
基点１　紀北町白浦前ノアラミ島西端
基点２　紀北町白浦大須崎長瀬島頂上
　　ア　１から323度00分148メートルの点
　　イ　２から115度00分204メートルの点
　　ウ　２から108度00分246メートルの点
　　エ　１から343度00分135メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

白浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

わかめ
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第372号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
北牟婁郡紀北町島勝地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アを順次結んだ直線によって囲ま
れた区域
基点１　島勝漁港西防波堤基標
　ア　１から340度15分290メートルの点
　イ　１から330度30分277メートルの点
　ウ　１から330度15分327メートルの点
　エ　１から338度30分339メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

島勝 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第373号 翌年
6月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
北牟婁郡紀北町矢口浦地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、基点３の各点を順次結んだ直線と
基点１・３間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区
域
　基点１　紀北町矢口浦越路左岸の標柱
　基点２　紀北町矢口浦牛の寝場東の標柱
　基点３　紀北町矢口浦城越内側鼻の標柱
　　　ア　１から217度20分70メートルの点
　　　イ　２から217度20分70メートルの点

矢口浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第374号 翌年
6月30日
まで

漁場の位置
北牟婁郡紀北町矢口浦地先

漁場区域
次の基点１、ア、イ、ウ、エ、オ、基点５の各点を順次
結んだ直線と基点１・５間の最大高潮時海岸線とによっ
て囲まれた区域
　基点１　紀北町矢口浦生熊鼻の標柱
　基点２　紀北町矢口浦里前の標柱
　基点３　紀北町矢口浦旧矢口浦漁業協同組合前
　　　　　の標柱
　基点４　紀北町矢口浦鰯浜の標柱
　基点５　紀北町矢口浦鰯場の標柱
　　　ア　１から104度00分30メートルの点
　　　イ　２から170度00分75メートルの点
　　　ウ　３から189度15分70メートルの点
　　　エ　４から256度15分40メートルの点
　　　オ　５から264度00分40メートルの点

矢口浦 平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第375号 翌年
6月30日
まで

漁場の位置
北牟婁郡紀北町矢口浦地先

漁場区域
次の基点１とアを結んだ直線、ウ、エ、基点２の各点を
順次結んだ直線、基点１・イ間の最大高潮時海岸線から
15メートルを隔てた連結線及び基点１・２間の最大高潮
時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　紀北町矢口浦無奈志の標柱
　基点２　紀北町矢口浦生熊の標柱
　基点３　紀北町矢口浦城越の基標
　　　ア　１から131度00分 15メートルの点
　　　イ　３から267度00分の方位線と対岸との交点
　　　ウ　イから３見通し線上10メートルの点
　　　エ　２から227度00分165メートルの点

矢口浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

わかめ
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第376号 翌年
5月31日
まで

矢口浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

漁場の位置
北牟婁郡紀北町矢口浦地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アを順次結んだ直線によって囲ま
れた区域
基点１　紀北町矢口浦城越の基標
　　ア　１から246度00分217メートルの点
　　イ　１から234度00分192メートルの点
　　ウ　１から229度45分239メートルの点
　　エ　１から240度10分260メートルの点



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第377号 翌年
6月30日
まで

漁場の位置
北牟婁郡紀北町引本浦竹田鼻地先

漁場区域
次の基点１とア、基点４とカ、イとウ、エとオを結んだ
直線、基点１・４間の最大高潮時海岸線及び基点１・２
間と基点３・４間の最大高潮時海岸線から10メートルを
隔てた連結線並びに基点２・３間の最大高潮時海岸線か
ら30メートルを隔てた連結線とによって囲まれた区域
　基点１　紀北町引本浦古里網漁場跡
　基点２　紀北町引本浦中鼻
　基点３　紀北町引本浦竹田鼻
　基点４　紀北町引本浦、同町矢口浦境界
　　　　　（大崎鼻）
　　　ア　１から324度00分10メートルの点
　　　イ　２から 80度00分15メートルの点
　　　ウ　２から 80度00分35メートルの点
　　　エ　３から185度00分30メートルの点
　　　オ　３から185度00分10メートルの点
　　　カ　４から259度00分10メートルの点

引本浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月1日
から

平成30年
9月1日

第378号 翌年
6月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
北牟婁郡紀北町引本浦無奈志地先

漁場区域
次の基点１とア、基点２とイを結んだ直線、基点１・２
間の最大高潮時海岸線及び基点１・２間の最大高潮時海
岸線から10メートルを隔てた連結線とによって囲まれた
区域
　基点１　紀北町引本浦、同町矢口浦境界付近東側の基
標
　基点２　紀北町引本浦殿様跡の基標
　　　ア　１から133度40分20メートルの点
　　　イ　２から118度10分20メートルの点

引本浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

わかめ
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第379号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
尾鷲市大曽根浦地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　尾鷲港大曽根浦東防波堤灯台
　　　ア　１から323度00分185メートルの点
　　　イ　１から319度00分160メートルの点
　　　ウ　１から297度00分215メートルの点
　　　エ　１から302度00分235メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

大曽根 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

わかめ
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第380号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
尾鷲市早田町地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　基点１　早田港東防波堤灯台
　　　ア　１から 85度00分 95メートルの点
　　　イ　１から120度40分235メートルの点
　　　ウ　１から129度30分225メートルの点
　　　エ　１から103度00分 70メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

早田 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

わかめ
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第381号 翌年
5月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
尾鷲市古江町地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アの各点を順次結んだ直線によっ
て囲まれた区域
基点１　古江港南防波堤灯台
　　ア　１から67度00分525メートルの点
　　イ　１から72度00分550メートルの点
　　ウ　１から93度00分360メートルの点
　　エ　１から87度15分318メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

曽根浦
古江

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

のり
養殖業

8月15日
から

平成30年
9月1日

第382号 翌年
6月30日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

漁場の位置
尾鷲市曽根町地先

漁場区域
次の基点1、イ、アの各点を順次結んだ直線と、基点1・
ア間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
　基点１　尾鷲市賀田町賀田港岸壁北角
　　　ア　１から67度00分の方位線と対岸との交点
　　　イ　１から77度40分212メートルの点

曽根浦
古江



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

わかめ
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第383号 翌年
5月31日
まで

曽根浦
古江

平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで

漁場の位置
尾鷲市曽根町地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、アを順次結んだ直線によって囲ま
れた区域
　基点１　曽根町大崎の鼻標柱
　　　ア　１から260度00分470メートルの点
　　　イ　１から239度00分450メートルの点
　　　ウ　１から238度45分540メートルの点
　　　エ　１から257度00分555メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。



漁業種類
漁業の
名　称

漁業の
時　期

漁場の位置及び区域
公示番号

免　許
予定日

免許の内容となるべき事項等

制限又は条件 地元地区 存続期間
免許申請
期　　間

三重区 第１種
区画漁業

わかめ
養殖業

9月1日
から

平成30年
9月1日

第384号 翌年
5月31日
まで

漁場の位置
熊野市遊木町遊木地先

漁場区域
次のア、イ、ウ、エ、オ、アの各点を順次結んだ直線に
よって囲まれた区域
　基点１　遊木町北側防波堤突端西角
　　　ア　１から122度00分133メ－トルの点
　　　イ　１から136度30分164メ－トルの点
　　　ウ　１から156度00分170メ－トルの点
　　　エ　１から203度00分145メ－トルの点
　　　オ　１から209度30分115メートルの点

１　夜間標識を設
　　置しなければ
　　ならない。

遊木浦 平成30年
9月1日
から

平成35年
8月31日
まで

平成30年
4月3日
から

平成30年
6月29日
まで


